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文序

大阪府の南東部に位置する河内長野市は、豊かな自然に恵まれ、高野街道に

代表される街道の要衝として発展 し、また数多 くの寺院が建立された街です。

このため市内には数多 くの文化財が残されています。

このような河内長野市も大阪市内への通勤圏に位置しているため、住宅都市

として発達してきました。この住宅開発がもたらした文化財や自然に対する影

響は大きなものがあります。特に、地下に眠る埋蔵文化財は、開発と直接的に

結び付 く大きな問題です。

遺跡に託されている河内長野の先人達のメッセージである文化遺産を保護・

保存し、現在の、更には未来の市民へと伝えていくことは、現代に生きる私達

の責務であります。河内長野市においては、重要な課題である開発と文化財保

護との調和のため、開発に先立ち埋蔵文化財の発掘調査を実施 し、その把握に

努めています。

本書は発掘調査の成果を収録 しています。皆様が先人達の残 したメッセージ

の一部でもある文化財に対するご理解を深めて頂 くと共に、文化財の保護 。保

存・研究するための資料として活用して頂ければ幸いです。

これらの発掘調査に協力して頂きました施主の方々の埋蔵文化財への深いご

理解に末尾ながら謝意を表すものです。

平成24年 3月

河 内長野市教育委員会

教育長 和  田   栄



例

1.本報告書は平成22年度、23年度文部科学省の国庫補助事業として、河内長野市教育委

員会が実施した烏帽子形城跡 (E B S09-2・ EBS10‐ 1・ E B S10‐ 3)の発掘

調査報告書である。

2.発掘調査は河内長野市教育委員会生涯学習部ふるさと文化課嘱託職員小林和美・垣内

拓郎 (現兵庫県教育委員会)を担当者として実施した。

3.本書の執筆は小林 (第 1章、第 2章第 1節、第 2節、第 3節 5)。 垣内 (第 2章第 3

節 1～ 4、 6)が行い、編集は小林が行った。

4.発掘調査及び内業整理については、下記の方々の参加・協力を得た。(敬称略)

池田和江・大西美智子・平松由紀・牟田口京子・山崎和子

5.写真撮影は遺構については小林 (E B S09‐ 2・ E B S10-1)・ 垣内 (E B S10-3)、

遺物については小林が行った。

6.発掘調査については下記の方々の協力を得た。 (敬称略)

樫木規秀・竹鼻康次 。中井均・藤田徹也 。椋本進・宗教法人烏帽子形八幡神社

7.本調査の記録は写真 。実測図等の記録及び、カラースライドを作成した。また出土遺

物については、市教育委員会で保管している。広く一般の方々に活用されることを望

むものである。

口



1,本報告書に記載されている標高は、T,P。を基準としている。

2.土色については、「新版標準土色帖」2003年度版による。

3。 平面測量基準は国家座標第Ⅵ系による5mメ ッシュを基準に実施したものである。

4.図中の北は座標北である。

5。 本書の遺構名は下記の略記号を用いた。

SD…溝  SK…土坑  SS…礎石・配石  SU… 遺物集積

SW…石垣 SX…その他

6.遺構実測図の縮尺は、1/4・ 1/20・ 1/30・ 1/50・ 1/100で ある。

7.遺物実測図の縮尺は、1/4である。

8.遺物名は上師質土器を土師質、瓦質土器を瓦質、須恵質土器を須恵質と略称し、器種

名を付した。

9.軒丸瓦瓦当部の巴文の巻きは|、 巴頭から尾の方向への向きで示す。

10。 遺物番号と写真図版の番号は一致する。
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第 1章 調査の状況

平成22年の文化財保護法93・ 94・ 96・ 97条による発掘届及び発掘通知の件数は、総数67

件であり、平成23年の件数は総数72件である。

発掘届件数の推移をみると、近年の景気悪化の影響を受け、平成20年は105件、平成21

年は88件、平成22年は54件、平成23年は56件 と大きく減少している。

第 1表 発掘届件数月別一覧表

第2表 主な発掘・立会調査一覧表

(平成22年 1～ 12月 )

平 成 21年 平成22年度
総数

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

鯛 屈 (93条 ) 5 6 3 4 8 54

発掘通知 (94条 ) 0 0 0 1

発見届 (96条 ) 0 0 l 0 0 1

1見通知 (97条 ) 0 0 0 0 0

(平成23年 1～ 12月 )

平成22年度 平成23年度
総数

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

5eta届  (93条) 3 7 l 5 6 0

発掘通知 (94条) 3 0 0 0 2 2

発見届 (96条 ) 0 0 0 0 0 0 0

発見通知 (97条 ) 0 0 0 0 0 0 0 0

(平成22年1～ 12月 )

遺 跡 名 調査期間 申 請 者 申請面積(∬ ) 用 途 荏ヨ丹J 区分 備 考

高野街道
TKR09-4

H22.1.69 KDDI(株) 117.89 傍帝電話基
地局

鞠 通構・遺物なし

鳥帽子形城跡
EBS09-2

H22119～
I1222.19

河内長野市教育
委員会

25,OC 袖 調査 鋤 本書掲載

小塩遺跡
OS009-9

H22.1259 個人 122.27 分譲住宅 立会 遺構・遺物なし

三日市北遺跡
MIN09-2

H22.215～
H2217

個人 117おE 百舗 鞠 弥生土器・石器・瓦器
が出土

上原中遺跡
」IIN09-1

I122339 個人 3180.8写 一不展車動
他

自
場

勧 遵構・遺物なし

疋野山金剛寺遺跡
【GT09-1

H22.3.39 (宗)天野山金剛
寺

5.llC 電管工事 立会 瓦が出土

弐掘調査 I1223.119 的
一

日本セレモ 2993,91 葬祭場 試掘 澄構・遺物なし

市町東遺跡
ICE09-6

H22.3.179 個 人 lЙ 8写 事務所 麹 遵構。遺物なし

小塩遺跡
OS009-10

H22,3.199 個 人 1261: 分譲住宅 立会 遺構・遺物なし

試掘調査 122.3.199 個人 639Ю〔個人住宅 試掘 国庫 中世の瓦器・土師質土
器が出土

小塩遺跡
OS009-11

置223239 旧人 12241 分譲住宅 立会 遵構・遺物なし

三日市遺跡
MIC10-1

H224.19 旧人 1416.74 共同住宅 麹 遺構・遺物なし

試掘調査 H224239 団ノ( 565,74 共同住宅 試掘 遺構・遺物なし

石代藩暉屋跡
NDH10-1

H224269 個人 個人住宅 翻 国庫 遺構・遺物なし

再野街道
rKR10-1

H22.4309 個 人 230愛 共同住宅 鋤 中世か ら近世 の上師
管土器・磁器が出土

-1-



遺 跡 名 調査期間 申 請 者 申請面積(∬ ) 用 途 種別 区分 備 考
同野遺跡
MKN10-1

H22.5。 119 個人 1411襲 岡人住宅 発掘 自構・遺物なし

烏帽子形城跡
EBS10-1

臣226.10-
配226.18

河内長野市教育
委員会

辛術調査 翻 EII庫 本書掲載

塩谷遺跡
M010-1

H22.6.309 個 人 1224C 岡人住宅 殆掘 自構・遺物なし

錦町北遺跡
NSN10-1

H22,7.13 (株)ア ローラ 499.2E 分譲住宅 翻 自構・遺物なし

高野街道
TKR10-2

臣22.7.15 個 人 115.5C 旧人住宅 翻 置構・遺物なし

小塩遺跡
OS010-1

臣22.8.11 (株)ジ ョーコー
ポレーション

倉譲住宅 立会 占墳 時代 の上師器が
出■

小堰遺野
OS010-2

賜 .&16 個人 4484C 共同住宅 翻 置構・遺物なし

猛谷遺冴
玉010-2

H22.823 個 人 18582 岡人住宅 鋤 量構・遺物なし

烏帽子形叛跡
ERS10-2

H22.831 個 人 国人住宅 鞠 畳構・遺物なし

べ封山盆画J帝還雰
(GT10-2

H22.a6 (株)エヌ・テイ・
テイ・ドコモ

250C 跨帯電話基
地局

立会 置構。遺物なし

猛谷還雰
I010-3

I122.a10 個 人 1218C 回人住宅 鋤 置構。遺物なし

三日市北遺跡・
三日市宿跡・

高野街道
MIN10-1

H22.9,17 個 人 3215E 妻務所 期 置構・遺物なし

三日市北遺跡・
三日市宿跡・

高野街道
MIN10ゼ

H22.928 個 人 162,89 個人住宅 発掘 遺構。遺物なし

尋帽子形城跡
ユBS10-3

I122.10.1～

I122.12,17

河内長野市教育
委員会

学術調査 瓢 本書掲載

葛野街道

「 KR10-3
I122.10,18 個 人 280Ю5 個人住宅 期 遺構・遺物なし

試掘調査 H22.10,19 個 人 751.lg 共同住宅 試掘 遺構・遺物なし
霊谷遺跡
亜010-4

H22.1025 個 人 18428 個人住宅 期 遺構・遺物なし

専野街道
rKR10-4

H22.11.11 個 人 個人住宅 発掘 遺構・遺物なし

天野衡道
MヽNlll l

H22.1119 個 人 17755 倉庫 発掘 遺構・遺物なし

蜘亜
旬

Ｍ
H22.1126 個 人 1222,74 店舗 発掘 遇構・遺物なし

三日市北遺跡
MIN10嗚

H22.1129 河内長野市 287.60 下水道 立会 遺構・遺物なし

ジョウノマエ遺跡
「NM10-1

田2211.30 河内長野市 192.04 下水道 立会 遺構・遺物なし

ジョウノマエ遺跡
INM10-2

E2211.30 河内長野市 300.0( 下水道 立会 遺構・遺物なし

試掘調査 H2211.30 (株)夫松工建 4746.0] 里立農地造
虚

試掘 遺構・遺物なし

卜塩遺跡
DS010-3

W212.10 個人 489.1( 共同住宅 錯掘 遵構・遺物なし

町代藩陣屋跡
NDH10-2

W2.12.16 個人 1829[ 個人住宅 翻 自穂・遺物なし

莉野遺跡
MKN10-3

I122.12.21 個人 26&∝ 共同住宅 鰤 遺構・遺物なし

蜀野街道
rKR10-5

I122.12.22 個人 215。 1こ 含庫 鞠 自構・遺物なし

硯心寺遺跡
岱T10-1

W2.12.22 大阪府富田林土
木事務所

2.∝ 直路 立会 遺構・遺物なし

昭栄町東遺跡
3EE10-1

H22.12.27 フアースト住確
(株 )

150" 分譲住宅 期 遺構。遺物なし
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(平成23年1～ 12月 )

遺 跡 名 調査期間 申 請 者 申請面積(∬ ) 用 途 種別 区分 備 考

三日市遺跡
WIIC10-2

H23.1.12 国人 解 0.52 個人住宅 鰤 遺構。遺物なし

向野遺跡
MKN10望

H23.1.14 (株)サークルK
サンクス

122274 自立広告擢 立会 遺構・遺物なし

試掘調査 H23.1.19-
H231.20

河内長野市 550,OC 自路 試掘 遺構・遺物なし

上原東遺跡
UHE10-1

H23.121 個人 国人住宅 期 遵構・遺物なし

試掘調査 H231.25 (株)ア ローラ 27222( E住宅 試掘 遺構。遺物なし

上原遺跡
UHR10-1

H23.126 個人 354.1写 倉庫 醐 遵構・遺物なし

三日市北遺跡
�IIN10-4

H23.131～
H23.2.7

河内長野市 5500( 遭路 魏 遺構。遺物なし

葛野街道
rKR10-6

I1232.3 (社)移動通信基
艦整備協会

翌 .llC 携帝電話基
地局

麹 遵構・遺物なし

菱子尻遺跡
IKS10-1

H23.2.21´日

H232.23
河内長野市 1250Ю 0 道路 殆掘 遺構・遺物なし

西高野街道
TKR10-5

H23.2.28 個人 475.16 個人住宅 細 遺穂・遺物なし

太井遺跡
OO110-1

H23.2.28 ソフトバンクモ
バイル (株 )

lμ14 携帯電話基
地局

発掘 遺構・遺物なし

東高野街道
TKR10-7

孤23.3.1 河内長野市水道
事業

274 水道 立会 遺穂・遺物なし

天神社遺跡
TNG10-1

曖 334 (宗 )天神社 電気 立会 近世の瓦が出土

試掘調査 H23.3.22～
H23.3.24

可内長野市教育
委員会

学術調査 試掘 自構・遺物なし

小塩遺跡
OS010-4

H23.3.25 回人 12254 分譲住宅 立会 量構・遺物なし

三日市北遺跡
MINll-1

H23.4.1 国人 61.11 兼用住宅 期 自構・遺物なし

喜多町遺跡
KTCll-1

H234.14 個人 124.56 個人住宅 期 国庫 目構・遺物なし

Jヽ塩遺跡
ЭS011-1

I1234.22 個 人 351.24 共同住宅 発掘 遺構・遺物なし

試掘調査 H23.5,16 個 人 145534 共同住宅 試掘 目構。遺物なし

試掘調査 H23.5.18 (有)サ ンライト 1602.3C 分譲住宅 試掘 占代の土師器が出土

い塩還跡
DS011-2

H23.69 (株)アーネス ト
ワン

10041 分譲住宅 立会 遺構・遺物なし

Jヽ猛遠跡
DS011-3

H236.9 (株)ア ーネスト
ワン

1091モ 分譲住宅 立会 自構・遺物なし

Jヽ塩遺跡
DS011-4

H23.610 (株)アーネス ト
ワン

112.税 分譲住宅 立会 置構・遺物なし

試掘調査 H236.27 (株)大松工建 12089.0( 埋立農地造
成

試掘 置構・遺物なし

試掘調査 H23.7.7 (有)キ クソウ 498【 共同住宅 試掘 鬱鷹。遺物なし

踊町遺跡
NSCll-1

H23.7.12 個人 384.31 個人住宅 劉 自構・遺物なし

三日市北遺跡・

高野街道
KYRll-1

123719 個 人 259.19 個人住宅 発掘 自構・遺物なし

高野街道
KYRll-2

H23.82 個人 166.21 共同住宅 翻 置構・遺物なし

昭栄町東遺跡
SEEll-1

H23.818 回人 80.04 個人住宅 発掘 通構・遺物なし

塩谷遺跡
31011-1

H23326 旧人 202.17 個人住宅 発掘 島構・遺物なし

司野遺跡
VIKNll-1

H23.8.30 (株)ア クセスエ
ステー ト

1331.lη 宅地造成 軸 遺構・遺物なし

市町東遺跡・

東高野街道
ICEll-1

H23830 個人 163.OC 回人住宅 発掘 遺構・遺物なし

試掘調査 H23.9.14 前田金属工業
(株 )

63247C 工 場 試掘 遺構・遺物なし

市町東遺跡
ICEll-2

H23,9,16 個人 201.53 個人住宅 発掘 遺構・遺物なし

百代藩陣屋跡
NDHll-1

臣239.19 個人 個人住宅 殆掘 自構・遺物なし
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遺 跡 名 調査期間 申 請 者 申請面積(∬) 用 途 踵別 区分 備 考
試掘調査 H23.9,知 回人 749.21 分譲住宅 式掘 遺構。遺物なし

小塩遺跡
OS011-5

H23.921 旧人 121.81 個人住宅 立会 遺構・遺物なし

試掘調査 肛23.9.27 旧人 795.OE 個人住宅 試掘 国庫 遺構・遺物なし

市町東遺跡
ICEll-2

H23.9,30 金岡住建(株) 1358.lC 分譲住宅 観 遇構・遺物なし

三日市遺跡
MICll-1

H23.103 河内長野市 686.lC 下水道 立会 遺構・遺物なし

三日市遺跡
MICll-2

肛2310.6 岡人 163.15 個人住宅 細 遺構・遺物なし

司野遺跡・

東高野街道
MKNll-2

H23.10.11 旧人 179,22 自動車倉庫 細 遺構・遺物なし

塩谷遺跡
31011-2

I123.10.24 タカラ建設(株) ■45.68 分譲住宅 観 遺構・遺物なし

西代藩陣屋跡
NDHll-2

H23.10.28 個人 11411C 個人住宅 翻 遺構・遺物なし

可野遺跡
IヽKNll-3

H23.10.28 (株)ア ローラ 1205。87 分譲住宅 観 置構・遺物なし

三日市北遺跡
MIN■ -2

H23.10.31～
I123.114

河内長野市 道路 翻 サヌカイ ト・陶磁器が
出土

葛野街道
KYRll-3

H23.114 河内長野市教育
委員会

公共施設 観 澄構。遺物なし

試掘調査 H23.11,7 下村建設 (力縛 2100,OC 事務所 試掘 自博。遺物なし

上原北遺跡
UHKll-1

H23.11.17 (株)セ ルビス 2084.98 葬祭場 観 澄構・遺物なし

高向神社遺跡
rKGll-1

H23.12.1 (宗)高向神社 1854.OC 神社 殆掘 近世の瓦が出土

喜多町遺跡
KTCll-2

I123.12.2´ ―

I123.12.7

個人 451.44 個人住宅 殆掘 中世の瓦器が出土
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番 号 文化財名蒜 種 類 時 代 耕 文化財名称 種 類 時 代

ユ 1長 野 神 社 遺 隊 社 寺 室町以降 77 三 国 山 経 壊 経塚 平安以降

21河 合 寺 遺 跡 社 寺 平安以降 78 光 滝 寺 担 跡 社寺 中世以降

31観 心 寺 遺 跡 社寺 平安以降 79 疫 子 競 飲 城館 中世

4 大 師 山 古 墳 古墳 古墳 (前期 ) 80 井 淵 神 社 遺 跡 社 寺 中世以降

大 師 山 南 古 墳 古墳 ? 古墳 (後期 ) 川 上 神 社 澪生
, 中世以降

大 師 山 遺 跡 82 千 代 日 神 社 社 , 中世以降

71興 禅 寺 遺 跡 社寺 中世以降 33 向 野 遺 跡

烏帽子形入幡神社遺跡 祉寺 室町以降 84 古 野 町 遺 跡 散布地 中世

91塚 穴 古 墳 古墳 墳墓 古墳 (後剤 )・ 近世 85 上 原 北 遺 跡 集落 中世

10長 池 窯 跡 群 生産 平安～近世 86 大 日 寺 遺 跡 弥生～中世

11 小 山 田 1号 古 墳 墳墓 奈良 87 萬 向 南 遺 跡 散布地 鎌 倉

小 山 田 2号 古 墳 墳墓 奈良 88 小 塩 遺 跡 集落 縄文～秦良

131延 命 寺 遺 跡 社寺 平安以降 89 加 塩 遺 跡 集落 古墳 (後期 )

天 野 山 金 剛 寺 遺 跡 社寺・墳墓 平安以降 90 尾 崎 遺 跡 集落 古墳～中世

日 野 観 音 寺 遺 跡 社寺・生産 平安～中世 ジ ョ ウ ノ マ エ 遺 跡

"呼

EP 中世

地 蔵 寺 遺 跡 社寺 中世以降 92 仁 王 山 城 跡 城館 中世

171岩 湧 寺 遺 跡 社寺 平安以降 タ コ ラ 城 跡 鑢 中世

181五 ノ 木 古 墳 古墳 古墳 (後期) 94 岩 立 城 跡 難 中世

191高 向 遺 跡 集 落 旧石器～中性 上 原 近 世 瓦 窯 生産 近世

201冷 嘔 子 ///遺 跡 中世～近世 96 市 町 東 遺 跡 散布地 弥生・中世

211喜 多 町 遺 跡 集 落 97 上 日 町 窯 跡 生 産 近 世

221鳥 帽 子 形 古 墳 古墳 古墳 (後掘 ) 98 尾 崎 北 遺 跡 集 落 古墳～中世

23 末 広 窯 跡 生 産 中世 99 西 之 山 町 遺 跡 散布地 中世

%1規 谷 遺 跡 散府地 縄文～近世 10tl 野 間 里 遺 隊 集 i 平安

251流 谷 八 幡 神 4■ 社寺 平安以降 101 鳴 尾 遺 跡 跡 中世

26 璧 井 淵 南 遺 跡 散布地 中世 102 上 田 町 遺 跡 鋤

螢 井 淵 北 遺 跡 散布地 中世 103 上 原 中 遺 跡 散布地

28 天 見 駅 北 方 遺 跡 散布地 中世 104 小 野 塚 遺 跡 墳 墓 中世

29 手 早 口 駅 南 遺 LI 社寺 中世 ll15 葛 城 第 17経 塚 経 塚 平安以降

30 岩 瀬 案 師 寺 遺 跡 社寺 中世以降 106 薬 師 堂 跡 社 寺 中世以降

清 水 遺 跡 散布地 中世 107 野 作 遺 跡 生 産 中世

伝「 仲 哀 廟 」 古 墳 古墳 ? 108 寺 元 遺 跡

33 堂 村 地 蔵 堂 跡 社寺 近世 100 鳩 原 遺 跡 散布地 中世

34 滝 畑 埋 墓 墳墓 近世 法 師 塚 古 墳 跡 馘 古墳

中 村 阿 弥 陀 堂 跡 社寺 近世 l 山 上 講 山 古 墳 跡 醸 古墳

36 東 の 村 観 音 堂 跡 社寺 近世 西 浦 遺 跡 集落 古墳 中世・近世

37 西 の 村 観 音 堂 跡 社寺 近世 地 福 寺 跡 社寺 近世

38 清 水 阿 弥 陀 堂 跡 社寺 近世 宮 の 下 遺 跡 集落 平安～中世

391滝 尻 弥 勒 蛍 跡 社寺 近世 栄 町 遺 跡 散布地 弥生・古墳・中世

40 の 下 内 墓 墳墓 醸 錦 町 遺 跡 散布地 中世

山  古  墳 譲 譲 太 井 遺 跡 散布地 縄文・中世

42 山  遺   跡 集 落 縄文・奈良 錦 町 北 遺 跡 集落 弥生・中世・近世

48 西 代 藩 陣 屋 跡 市 圧 西 遺 縣 集 藩 縄文・中世

寝 上 原 町 墓 地 増 墓 近 世 120 栄 町 南 遺 跡 集落 中世

45 惣  持   寺 栄 町 東 遺 隊 散布地 弥生 。中世

46 栗   山  遺 祭 祀 中世～近世 122 補 町 東 遺 跡 散布地 弥 生

47 散布地 123 の 宮 町 南 遺 跡 散布地

48 上   原   遺 散布地 旧石器～近世 1% 汐 の 官 町 遺 跡 散布地 中世

49 住 吉 神 社 遺 跡 社 寺 近世以降 125 神 ガ 丘 近 世 墓 墳 墓 近世

511 高 向 神 社 遺 跡 社 寺 中世以降 126 増 福 寺 社 寺 中世以降

青 が 原 神 社 遺 跡 社 寺 中世以降 127

52 膳 所 藩 代 官 所 跡 城館 江 戸 128 松 林 寺 遺 跡 社寺 近世以降

決 子 塚 古 墳 跡 者 墳 古墳 129 昭 栄 町 遺 跡 散布地 中世

54 菱 子 尻 遺 跡 ・1311 東 高 野 街 道 街道 平安以降

河 合 寺 城 跡 城館 中世 ・131 西 高 野 街 道 街道 平安以降

三 日 市 遺 跡 集落 。古墳他 旧石器～近世 ・132 高 野 街 道 街道 平安以降

57 日 の 谷 城 跡 城館 中世 133 上 原 東 遺 跡 散布地 弥生・ 中世・近世

58 高 木 遺 跡 散布地 縄文 134 地 蔵 寺 東 方 遺 跡 墳墓 鎗

59 汐 の 山 城 跡 城徳 中世 135 本 多 町 北 遺 跡 散布地 中世

60 峰 山 城 跡 鑢 中世 136 下 塁 町 遺 跡 散布地 古墳・中世

稲 荷 山 城 跡 鑢 中世 137 あ か し あ 台 遺 跡 散布地 近世

62 国 見 城 跡 城館 中世 138 岩 瀬 北 遺 跡 集落 中世

63 旗 蔵 城 跡 城館 中世 139 岩 瀬 近 世 墓 地 墳墓 近世

64 権 現 城 跡 鯨 中世 140 昭 栄 町 東 遺 跡 散布地 地跡 縄文・中世・近世

65 天 神 社 遺 跡 社寺 中世以降 141 三 日 市 北 遺 跡 集落 弥生～中世

“

葛 城 第 15経 塚 経 塚 平安以降 142 三 日 市 宿 跡 宿駅に伴う街並 中世～近世

67 賀 田 神 社 遺 跡 社寺 中世以降 148 上 ■ 町 宿 跡 宿駅に伴う衡並 中世～近世

68 庚 申 堂 遺 跡 社 寺 近世以降 1坐 滝 尻 遺 跡 散布地 縄文・古代・中世

69 石 仏 城 跡 城館 中世 145 市 町 北 遺 跡 散布地 中世

70 城   跡 城館 中世 146 太   自  遺   跡 散布地 中世

城   跡 城館 中世 147 高 向 神 社 南 遺 跡 集 落 讃

72 城 第 16経 綾 平安以降 148 塚 遺 散布地 世

73 城 第 1 8 経 経 塚 平安以降 149 鳩 原 東 端 遺 跡 散布地 世

74 葛 城 第 1 9 経 綴 平安以降 腸 原 西 端 遺 跡 散布地

75 笹 尾 塞 城館 中世 151 奥 田 井 還 跡 散布地

76 1大    沢    塞 城館 中世 152 天 野 衝 適 街 道

第 3表 河内長野市内遺跡地名表
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第 2章 調査の結果

第 1節 〕寺帽子形城跡 (E B S09-2)

1 位地 と環境

河内長野市の地形を概観すると、市の南部を金剛・葛城山系が東西にのび、その山地か

ら派生する丘陵と北へと流れる天見川・石川・石見川によって形成された河岸段丘と河川

沿いのわずかな沖積地で構成されている。したがって市内の遺跡の多くは、河岸段丘上に

立地する。

烏帽子形城跡は標高182mを 測る烏帽子形山の山頂に立地する。烏帽子形山は金剛・葛

城山系から北へ派生した丘陵の先端に位置し、南に広がる低地に突き出た様相を示す。山

の東側を天見川、西側を石川が流れ、それらは北東麓で合流し、烏帽子形山は三方を河川

によつて囲まれている。江戸時代には天見川は東條川、石川は西條川と呼ばれ、烏帽子形

山を挟んで東西の名称の区別がなされていることからも、川が外堀の役割を果たす地形的

な要所であることが看取できる。交通面においても山の東側を京都と高野山を結ぶ高野街

道が南北に走り、西側では石川を挟んで和泉街道が走るなど交通の要所に位置し、烏帽子

形山は地形条件とあわせて中世城郭が立地する場所として最適であると容易に推察され

る。

鳥帽子形城が立地する丘陵の先端には大日寺遺跡が広がる。大日寺遺跡では12世紀後半

から16世紀前半までの遺物とともに、寺院と想定される建物や、中国製陶磁器を副葬した

屋敷墓が 4基検出された。眼下の石川を挟んで北側には、中世の町場であった長野の木屋

堂が広がることからも、このあたりは在地領主である三善氏の屋敷と菩提寺 と想定されて

いる (堀内2008)。 また詰城と居館、城下の町場という構成と地形等の検討から、背後に

詰城である鳥帽子形城を控えた大日寺遺跡周辺に烏帽子形城の領主居館が想定されている

(小林2011)。

烏帽子形山東側斜面には、烏帽子形八幡神社が鎮座する。重要文化財の本殿改修時には、

棟札と床下から約30枚の上師皿が納められた土師質羽釜が発見された。棟札には文明12年

(1480)に石川八郎左衛門尉が本殿を建立したことが墨書されており、烏帽子形城と神社

が並存していたことが明らかとなった。また土師質羽釜と土師皿は地鎮に伴う祭祀遺構で

あり、実年代の裏付けを得た資料として、南河内における土師皿編年の一定点となってい

る。

城の東側を走る高野街道沿いには北から大日寺、烏帽子形八幡神社、増福寺が並ぶ。増

福寺はll世紀に製作 された木造十一面観音立像を本尊とする。河内守護であった畠山義深

は守護職を退いた後、この地に隠居 し、その居所を七宝庵 と号 した。康暦元年/天授 5年

(1379)に 義深はこの地で亡 くなり、その書提を弔うために増福寺が建立されたと伝わる。
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街道をさらに南下すると近世の宿場町として栄えた三日市宿跡に至る。三日市宿跡の南

には三日市遺跡が広がる。三日市遺跡からは12世紀末から14世紀にかけての建物跡や寺院

跡、墳墓群が検出されている。建物群には庇をもつ大型建物、墓には中国製白磁碗を副葬

した土坑墓が含まれ、大日寺遺跡と類似した様相を呈す。このため三日市遺跡は在地領主

である石川氏の塑点と想定されている (堀 内2008)。

以上のように烏帽子形城は水陸交通の要所にあり、高野街道沿いの大規模集落である大

日寺遺跡と三日市遺跡の中間点にある。これらの遺跡は中国製陶磁器が出土するなど、活

発な流通活動が想定され、経済面においても要所にあったことが看取できる。

2 遺跡の概要

烏帽子形城跡は烏帽子形山の山頂部に位置し、城域は東西200m、 南北150mの規模を有

する。城郭遺構が確認されている場所は、古くから東側山麓にある鳥帽子形八幡神社の鎮

守の森として保全され、その一部は現在、烏帽子形公園となっている。そのため市街地に

ありながら開発を免れ、山頂には堀や土塁などの城郭遺構が良好に残つている。中世の山

城は天然の要害地にあり訪れにくいものであるが、烏帽子形城跡は市街地にあるため訪れ

やすく、郷上の歴史を体験できる場として貴重である。また応仁の乱以降、畿内で繰り広

げられた内乱の舞台となり、数多くの文献史料にその名が登場する。

河内長野市はこのような歴史的価値を有する烏帽子形城跡を昭和44年 4月 17日 に市指定

史跡として指定し、保存、調査を行ってきた。さらに鳥帽子形城跡の歴史的価値を明確に

するため、「市指定史跡烏帽子形城跡保存活用計画策定専門委員会」を平成21年度に設置し、

城郭史、文献史学、考古学など多方面から専門的な分析を行った。それらの成果は平成23

年3月 に『鳥帽子形城跡総合調査報告書』、10月 には一般向け図書『シリーズ河内長野の

遺跡 6烏帽子形城跡』として刊行した。

調査と併行して普及啓発活動にも取り組み、発掘調査時の現地説明会やシンポジウム、

河内長野市立ふるさと歴史学習館において速報展や講演会を開催した。毎年秋に実施する

文化財特別公開事業「ぐるっとまちじゅう博物館」においては、平成22・ 23年度は烏帽子

形城跡を主会場とし、発掘調査現場の公開、歴史パネル展示、地元の三日市小学校児童に

よる学習成果発表や山城を体験する模擬合戦等を行った。

平成24年 1月 24日 に烏帽子形城跡は国指定史跡として指定され、河内長野市のみならず

我が国にとっても重要な歴史遺産として保存、整備されることとなった。河内長野市では

平成21年度より高野街道町並み整備事業を行い、高野街道を軸として街道沿いの鳥帽子形

城跡や三日市宿などの文化遺産を整備し、魅力ある街づくりを進めている。

以下、鳥帽子形城跡の歴史的価値について、文献資料調査や発掘調査、城館調査の成果、

遺構の現況からその概要を記す。
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(1)文献資料調査

第 4・ 5表は文献に登場する鳥帽子形城の記載をまとめたものである。築城主体や築城

契機は不明であるが、15世紀後半から16世紀末まで、主に義就流と政長流に分裂した河内

国守護畠山氏の抗争の舞台として、烏帽子形城はたびたび文献に登場する。畠山氏の抗争

以前には、F平家物語』などの軍記物に登場する源行家の拠点「長野城」が烏帽子形城に

相当すると考えられているが、一次史料では確認されていない。

応仁・文明の乱を引き起こす要因の一つともなった畠山氏の分裂抗争は、畠山氏が守護

を務めた河内や紀伊から大和など周辺地域にまで展開した。鳥帽子形城は河内と紀伊、大

和を結ぶ結節点にあったため、両畠山氏の軍事行動の影響を受けた。

大永 4年 (1524)、 河内での巻き返しを図る義就流の畠山義尭に対し、政長流の畠山植

長が鳥帽子形城に進軍し、義莞を紀伊へと追いやる。このときの史料が烏帽子形城の初見

である。以後、烏帽子形城は畠山氏の抗争の舞台となるが、三好長慶の台頭後は、烏帽子

形城において畠山氏と三好氏が河内の覇権を巡つて合戦を繰り広げた。

永禄 5年 (1562)、 河内復潅を目指した畠山高政は、河内教興寺の戦いで三好軍に破れ、

烏帽子形城まで退却した。高政はさらに堺、紀伊へと逃れ、これによつて三好氏が河内国

での支配を固め、鳥帽子形城も畠山氏方の城から三好氏方の城へと移る。

三好長慶の死後、三好家の実権は三好三人衆と松永久秀に握られ、やがて三人衆と久秀

が対立するようになる。紀伊に逃れていた畠山高政は、河内奪還をもくろみ久秀と手を組

んだ。永禄10年 (1567)、 高政に味方する根来衆は、三好三人衆の手中にあつた鳥帽子形

城を攻撃するが、落城には至らなかった。

永禄ll年 (1568)、 織田信長が足利義昭を伴って上洛すると、三好三人衆は阿波へ追われ、

烏帽子形城も信長に服従した畠山氏の城となった。元亀元年 (1570)、 再び畿内へ侵攻し

た三人衆は、信長方にあつた鳥帽子形顔を攻め、畠山勢約180人を討ち取った。

元亀 4年 (1573)、 畠山秋高が家臣の遊佐信教によって自害に追い込まれると、河内を

支配した畠山氏の没落は決定的なものとなる。天正3年 (1575)に河内を平定した信長は、

家臣を鳥帽子形鍼に派遣して在地支配を行い、鳥帽子形城は信長方の支配拠点の一つとし

て機能する。本能寺の変後、豊臣秀吉は紀州攻めに際し天正12年 (1584)、 家臣の中村一

氏に命じて鳥帽子形城の改修を行った。F寛政重修諸家譜』によると、16世紀末頃に甲斐

庄正治の父が入城したとされるが、一次史料では確認されていない。

烏帽子形城は国内の史料のみならず、イエズス会の日本年報にも登場し、その名は海外

にまで伝えられた。宣教師達の記録によると、烏帽子形城にいた3人の領主のうち2人が

キリシタンで、城周辺には約300人のキリシタンがいた。秀吉の禁教政策後、烏帽子形城

のキリンタン領主は婉を追放されたが、城下にいたキリシタンとともにその後の消息は不

明である。

近代に入ると、楠木正成が築城したとする記述する文献が登場し (井上1922)、 楠木正
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年 月 日 西暦 事 項

寿永 2年11月 28日 1183
播磨国室山合戦で平家に敗れた源行家は、和泉を経て河内に逃れ
長野城に立て籠った。

寿永 3年正月17日 1184
木曾義仲と姑立する源行家・石川義兼は、長野城に籠城の後、紀
伊国に逃げ延びた。

文治元年11月 中旬 1185
源頼朝 と対立を深める源義憲 。行家兄弟は、河内の長野城に立て
籠った。

丈正元年 9月 4日
5日

1466
畠山義就が 2日 に重坂寺をたって千早城の下を通り、金胎寺着降
した後、 3日 に政長方の「押子形城」 (烏帽子形城か)を攻め落
とした。

文明12年 2月 16日 1480 石川八郎左衛門尉が烏帽子形人幡神社社殿を建立した。

太永 4年 9月 27日 ・

11月 13日 '12月 9日
1524

畠山植長と河内守護職をめぐって争う畠山義尭は、日野および天
野仁王山に城を構えて対陣したが、金胎寺城から烏帽子形城に陣
を進めた畠山植長軍に追われて高野山に敗退した。

(永禄 4年 ?)
11月 19日

(1561?)
(烏帽子形城主の)草部房綱は金剛寺に対 し、兵糧および築城資
材の供出を命じた。

永禄 5年 5月 19日 1562
畠山高政が飯盛山城の三好長慶を攻めるが敗れ、鳥帽子形城に立
て籠もる。さらに三好氏に攻められた高政は烏帽子形城を退いて
堺へ逃れる。

(永禄 8年 ?)

6月 6日 (1565?)
「かミさま」(畠 山高政 ?)の烏帽子形入城に際し、金剛寺は人足
等の供出を命じられた。

永禄10年 9月 15日 1567 根来寺の僧兵が鳥帽子形城を攻撃したが、落城には到らなかった。

元亀元年10月 22日 1570
烏帽子形城の畠山秋高に対し、三好三人衆が攻撃を仕掛けて18C

人余を討ち取る。

(元亀 4年 ?)
4月 15日

(1573?)
高屋城主畠山秋高、遊佐信教に討たれる。秋高配下で烏帽子形城
にいた宮崎氏は遊佐氏配下の車部氏に攻められ退城するが、味方
を集めて夜中に城を奪回する。その後車部氏を討ち取る。

天正 3年 4月 10日 頃 1575

宣教師フロイスは三箇を出て、堺 と烏帽子形のキリシタンを訪れ、
ついで都に至 リオルガンティーノとともに信長から親切に迎えら
れた。

(天正 4年 ?)
3月 11日

(1576?)
織田信長の命令に反して徳政を拒絶する金剛寺に対し、信長の重
臣塙直政。松井友閑の両人は烏帽子形城へ使者を送ってこれに従
うよう厳命した。

(天正 9年 ?) (1581?)
信長の高野山攻めで松山新介と鳥帽子形城周辺にいる信長家臣団
である烏帽子形衆が参戦し、手柄を挙げる。 (王子之森合戦)

天正 9年 1581

鳥帽子形城とその領地は三人の大名によって統治され、そのうち
二人はキリシタン大名として300人のキリシタンを領民にもち、
領内に壮麗な聖堂を建てるべく、材料を集めている。鳥帽子形の
有力武将、伊智地文太夫は堺の家数軒を寄進し、そこに仮聖堂が
設けられた。

天正10年 2月 9日 1582
信長が信濃攻めに向かうのに際し、烏帽子形衆を含む河内の在地
勢力が高野・雑賀にあたるよう命ぜられる。

天正12年 8月 4日 1584
辛和田城主の中村一氏が、羽柴秀吉の命により鳥帽子形城を修纂
した。

(天正12～13年 ?)

8月 8日 ・15日

(1584～
1585?)

秀吉方の中村一氏と細井新介・戸田三郎四郎は高野山金剛峯寺に
対 して、鳥帽子形城に兵が待機しているのは高野山を攻めるため
ではないので心配はないと釈明する。

天正13年 1585
烏帽子形のキリシタンと伊智地文太夫及びその子女、ならびに他
のキリシタンの殿達は身の回りに変化なく安全である。

天正15年 1587
豊臣秀吉の禁教政策によって、キリシタン大名であった烏帽子形
城主は土地を失い没落した。

文禄元年 1592 鳥帽子形の教会がすでに破壊されている。

第4表 鳥帽子形城跡関連年表
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第5表 鳥帽子形城跡関連文献一覧表

文献史料 螂 種別 記載内容 (要点) 螂朧
①

『経覚私要妙』
文正元年 (1466)9月 4・ 5日 条

日記
畠山義就が畠山政長方の押子形城 (烏帽子形城か)を攻
め落とした。

②

烏帽子形八幡神社本殿 化粧種受棟木下束
墨書
文明12年 (1480)1月 23日

糖 し 文明12年に烏帽子形八幡神社本殿が建立された。

③
鳥帽子形八幡神社本殿 棟札
文明12年 (1480)2月 16日

棟札 石川八郎左衛門尉が烏帽子形八幡神社社殿を建立した。

④

『後鑑』
大永 4年 (15%)9月 27日 ・■月13日 ・1

月9日 条

歴史書
畠山義嘉が紀伊より河内へ帰還を試みた際、天野仁工山
に拠点を構えたが、逆に畠山種長に鳥帽子形城・仁工山
城を攻められ、義尭は再び紀伊へ落ちのびた。

⑤
『檜尾椿蔵記』
弘治3年 (1557)8月 16日

寺伝
高向の水争いに際し、鳥帽子形城主碓井定純が文書を送つ
た。

⑥
「金剛寺文書』「車部房綱書状」
(永禄4年 (1561)か)■月19日

書状
草部房網が金剛寺に対し、兵糧および築城資材の提供を
命じた。

⑦
『足利季世記』
永禄5年 (1562)5月 19日

軍記物
教興寺の戦いに敗れた畠山高政が烏帽子形城を退き、さ
らに堺へ逃れた。これを追撃する三好勢が畠山方の紀州
勢と交戦し敗北させた。

③
『金剛寺文書』「清為当書状」
(永禄8年 (1565)か)6月 6日

書状
畠山氏の鳥帽子形城入城に際し、金剛寺は人足等の供報
を命じられた。

◎
『多聞院日制
永禄10年 (1567)9月 15日 条

日記
根来寺の僧兵が鳥帽子形城を攻撃したが、落城には至ら
なかった。

⑩
『言継卿記』
元亀元年 (1570)10月 22日 条

日記
尋帽子形在城の畠山秋高に対して、三好三人衆が攻撃を
仕掛け、180人 を討ち取る。

①
『織田軍記J

(元亀4年 (1573)か)4月 15日
軍記物

高屋城の畠山秋高は、三好氏と結んだ守護代遊佐河内守
に討たれた。この時、烏帽子形城には、秋高配下の宮崎
氏が守備しており、遊佐氏家臣の車部氏に落とされたが、
宮崎氏はその後すぐに奪還した。

②
『フロイス日本史』訳注「1575年5月 4日付、
堺発信 ガブラル宛、フロイス書簡」

透史書
フロイスは三箇 (大東市)を 出て、堺と烏帽子形城のキ
リンタンを訪れた。

⑬

T金剛寺文書』「塙直政・松井友閑上使連署
折紙」
(天正4年 (1576)か)3月■日

書状

織田信長の重巨であった塙直政・松井友閑が鳥帽子形瘍
在城の上使を通じて、金剛寺に対し織田信長の命に従う
ように厳命した。

⑭

『高野山文書J「松岡家文書」「隅田一党地
士書上」
(天正9年 (1581)か )

記録
信長の高野山攻めで松山新介と鳥帽子形衆が参戦し手柄
をあげる。

四

⑮

『イエズス会日本年報』「1582年 2月 15日付、
長崎発 パードレ・ガスパル・クエリヨよ
リイエズス会総会長に贈りたるもの」

歴史書
烏帽子形城とその周囲の領地が3人の大名によって統治
され、そのうち2人はキリシタン大名で城下には300人の
キリシタンがおり、大聖堂の建設を試みている。

四

⑮
『信長公記』
天正10年 (1582)2月 9日 条

軍記物
信長が信濃攻めに際して、河内連判鳥帽子形を高野・雑
賀衆に宛て置くことを命じた。

五

⑦
『宇野主水日記』
天正12年 (1584)8月 4日 条

日記

岸和田城主の中村一氏が羽柴秀吉の命により鳥帽子形城
の普請を行なった。この時、益日長盛や本願寺の教如か
ら鍬を多数贈られる。

五

⑬
『紀伊続風上記」「興山官寺古文書」
(天正12年 (1584)か)8月 8日 '15日

地誌

金岡J峯寺総分方に対して中村一氏及び細井新介、戸田三
郎四郎が鳥帽子形城に兵が詰めていることについて、高
野山に危害を加える目的はない旨を伝える。

五

⑩

『イエズス会日本年報∬1585年 10月 30日 付、
大坂発.パ ードレ・グレゴリヨ・デ・セス
ペデスよリインド地方のパードレに送りし
書翰」

年報

鳥帽子形のキリンタンと伊智地文太夫及びその子女、な
らびに他のキリシタンの殿たちは身分に変化なく無事で
ある。

⑩
『日本巡察記』「日本諸事要録補遺』「補進
二「要録」の第四、及び第5章について」

紀行文
豊巨秀吉の禁教政策によつて、キリシタンであった烏帽
子形の領主は領地を失った。

⑪
1598年 1月 19日 付「1592年 ■月日本準管区
内教会目録」(日 本耶蘇会目録)

豊臣秀吉の禁教政策によって、破壊された主要教舎、駐

在所、教会に「やおしんがた」 (鳥帽子形か)の名称があ
る。

由 災 青 祭

②

『竹鼻梅次家文書J「河州鳥帽子形入幡宮伝
記写」
元禄5年 (1692)10月 13日

記録
甲斐庄正治が四天王寺復興の余材を用いて、烏帽子形八
幡神社社殿の修理を行つた。

⑮ 寛政重修諸家譜 家伝 甲斐庄正治の父が鳥帽子形城に住まう。 七

② 寛永諸家系図伝 家伝
甲斐庄正治が戦乱によつて河内を去り、遠州浜松で家厳
に仕えた。

七

⑮ 寛政重修諸寡譜 家伝
甲斐庄正房が大坂冬・夏のRtで河内の案内者となり、そ
の功績により河内に2千石を与えられる。

七
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成を天皇の忠臣として顕彰する楠公顕彰運動の影響下で鳥帽子形城も評価された。この評

価の是非については、戦後の発掘調査や城館分布調査成果を待つこととなる。

(2)発掘調査 (第 2・ 4図 )

昭和60年度に公園整備に伴い烏帽子形城跡で初めて発掘調査が行われた。丘陵の北裾部

にあたり谷地形を検出したのみであるが、中世の遺物が出上し、城の存在を示唆する結果

を得た。昭和63年度の調査では、主郭と考えられる曲輪 Iか ら2棟の礎石建物跡が検出さ

れた。この建物は桁行に対して梁行が極端に短く、曲輪の西縁に沿って建てられているた

め、多聞櫓のような建物と考えられている。周囲からは瓦が出上し、瓦葺であったことが

うかがえる。また遺構面が 2面検出され、改修されながら城が機能していたことが明らか

になった。

昭和63年度には公園内の古墳広場、平成10年度はお弁当広場でも発掘調査が行われたが、

中世の烏帽子形城に関連する遺構・遺物は確認されなかった。

平成18年度以降の横堀や土塁の調査では、築造方法や改修の痕跡、堀内障壁など堀の構

造が明らかになっている。これらの調査成果については次項にて詳述する。

これまでの調査成果から城の構造の変遷を4時期に分けることでき、それぞれ出土遺物

や文献史料から時期を考えると以下のようになる。

1期 :曲輪 Iに瓦葺建物が建てられる以前 (15世紀中頃以降・義就流と政長流の抗争)

2期 :曲輪 Iに瓦葺建物が建てられた時期 (16世紀中頃～後半・畠山氏と三好氏の抗争)

3期 :土塁④が造られた時期 (天正12年 (1584)中村一氏の改修)

4期 :土塁⑤が造られた時期 (天正12年 (1584)中村一氏の改修)

第6表 鳥帽子形城跡発掘調査一覧表

調査年度 調査期間 調査原因 調査箇所 遺構 遺物

昭和60年度 3月 31日 公園駐車場 丘陵の北裾 後出せず 土師皿、政和通宝

昭和63年度 7月 12日 ～
8月 1日

公園整備 出輪 I 礎石建物 瀬戸美濃焼天目茶碗、中国製白
磁皿、瓦

曲輪Ⅱ 険出せず 赫砥石、
螂瓦、

腋壼、醐

土
焼
中

範囲確認調査 古墳広場 検出せず 石鏃

平成17年度
(EBS05-4)

1月 16日 ～
2月 3日

範囲確認調査 堀F・ 土塁④ 横堀・土塁 瓦、瓦質奏

堀 B 堀 出土せず

機 S鑑 )

2月 21日 ～
3月 19日

範囲確認調査 堀D。 上塁②oC 暁土坑 備前焼悟鉢、瓦

磯鵬 )

3月 4日 ～
3月 7日

範囲確認調査 堀 D 嘱 瓦、中国製白磁皿

る獣占3監「ゴ毛)

一
日

日

８

１９

月

月

２

２
範囲確認調査 堀 D 堀 瓦

ヱ]Eそ記悟:ピ弓j)
1月 19日 ～
2月 19日

範囲確認調査 嘱D 堀 瓦

魁H・ 土塁⑤ 土塁 瓦

東側谷筋 険出せず 出土せず

隅御 )

6月 10日 ～
6月 18日

範囲確認調査 北尾根 険出せず 瓦

平成22年度
(EBS10-3)

10月 1日 ～
12月 17日

範囲確認調査 曲輪正・虎ロア 蒐 日・ 曲
綸・礎石

瓦、土師皿、瀬戸美濃焼九皿、
瓦質奏、瓦質信鉢
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(3)城館分布調査 (第 3図 )

鳥帽子形城は戦前に刊行された『大阪府全志』において、楠木正成によつて築城され、

畠山氏の抗争の舞台となったことが紹介された (井上1922)。 その後『日本城郭全集』や『日

本城郭大系』において紹介され、広く中世城館として知られるようになった (竹鼻1967・

前田1981)。

鳥帽子形城跡の縄張図を初めて作成したのは村田修三である (村 田1987)。 村田は長方

形の山頂が2段に削平され、その周囲に二重の空堀がコの字形に取り巻いていることなど

を指摘し、基本構造の把握および城域の確定を行った。

平成10,11年度に河内長野市は、市内の城館分布調査を行った。当市を含む南河内には、

幕末の尊王攘夷運動及び戦前の皇国史観によつて顕彰された楠木正成に関する伝承をもつ

城館が多い。当市も近世の陣屋跡及び代官所跡を除く全ての城跡は、楠木氏に関連すると

され、これらの城館について現地調査と文献調査を行った。その結果、遺跡伝承地も含め

23の城郭のうち、実際に遺構が確認できた中世山城は鳥帽子形城・石仏城・旗蔵城の3例

にとどまった。この3城に関しては縄張図を作成し、構造を把握できた。

烏帽子形城の縄張図から、基本形態は方形であることや、高低差のある堀・土塁を効果

的に配置し、曲輪 Iと 曲輪Ⅱを一体的に扱って防御していること、特に急崖である北側を

除き3方には空堀を二重に巡らせ、防御ラインを強固なものにしていることなどが鳥帽子

形城の構造の特徴として再認識された (河内長野市教育委員会2001)。

調査に参加した中井均は、曲輪の基本形態は方形であるが、横矢など塁線を屈曲させる

構造がみとめられないことから、古いタイプの中世山城であることを指摘 した (中 井

2001)。 同様に調査に参加した中西裕樹は、横堀と堀切によって城域を取 り囲み、防御ラ

イン上に虎口を設定する烏帽子形城の構造は平地城館の姿に近く、戦国末期の南河内の軍

事行動が鳥帽子形城のような平野部に近い山城の存在を重視しながら展開したこと想定し

た (中西2001)。

(4)遺構の現況 (第 3'4図 )

烏帽子形城の基本的な構造は、2段の曲輪を上塁と堀が部分的に二重に巡る構造である。

廃城後、神社の鎮守の森や公園といつた好条件に恵まれ、城郭遺構は極めて良好に残って

いる。以下、遺構の現況について記載する。

曲輪 Iは当城の中心部であり標高181.6mの最高所に位置する。南北長は60m、 東西幅

は北半部が15m、 南半部は10mと 南北に細長く、中央でくびれている。くびれ部の標高が

やや低いが、北半、南半ともに標高は等しく、平坦面が造成されている。現在は鳥帽子形

公園の本丸広場として利用されている。曲輪工側のくびれ部斜面は緩傾斜であり、曲輪Ⅱ

から曲輪 Iへ至る遊歩道が設置されている。

曲輪Ⅱは由輪 Iの東側から南側にかけて逆L字形にとりつく。曲輪 Iと の比高は5mで

-14-
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ある。平坦面幅は8mであるが、北端部は切岸に臨み12mと やや広い。東南部は20mと 広

く、城内で最大規模の平坦面をなす。その東側はlm下がる小規模の平坦地があり、そこ

に上橋が接続する。曲輪Ⅱと土橋の接続部は虎口が想定されている。現在は公園のこなら

広場として利用されている。

堀Aは曲輪 Iの西側にあり、南北長は80mである。北側は切岸に接続する。南側は5m

の段差をもって西側へ屈曲しながら堀Dと接続するため、見通しが遮断されている。現堀

底面幅は2～ 3mで、曲輪 Iと の比高は8m、 曲輪Ⅱとの比高は3mである。現在は公園

の遊歩道となっている。

堀Bは城の西にのびる尾根に設けられた堀切である。南北長は13m、 現堀底幅は東西 2

mである。

堀 Cは堀Aと堀Bの中間に設けられた堀切である。南北長は70mで、北半部は西に続く

尾根を切断し、南端は直角に東へ折れ、土塁①を回り込む形で堀Dに接続する。接続部は

堀底幅が lmと 極端に狭くなっている。現堀底面の標高は167mであり、土塁①との比高

は8mである。

堀Dは曲輪Ⅱの東側、南側をめぐる横堀である。東西方向へ60m伸び、東端で北方向ヘ

折れて30m続 く。北端は土橋に接し、西端で堀Aと堀Cに高低差をもって接続する。堀D

現底面と堀A現底面の比高差は約0,7mである。現底面の幅は南側では広 く6～ 8mであ

るが、東側では幅が極端に狭く2～ 3mである。上端部の幅は南側では13m、 東側では10

mである。現堀底面の標高は、東端は169mであるが西に向かって緩やかに高くなり、屈

曲部において現堀底面は171mと なる。現在は公園の遊歩道となっている。

堀 Eは城の南東にのびる尾根を切断する堀切である。南北長は30mで、南端は土塁③に

沿って西へ折れる。現堀底面の標高は170mであり、土塁③との比高は6mである。

堀 Fは曲輪Ⅱの東側にのびる横堀である。北は切岸に接続し、南は土橋に接続する。土

橋を境に堀 Dと堀 Fは食い違いが生じている。南北長は30m、 現堀底幅は3m、 標高は

167mである。曲輪Ⅱとの比高は8m、 土塁④との比高は1.5mである。

堀 Gは城の北東にのびる尾根を切断する堀切である。北は切岸、南は堀Hに接続する。

堀Hは堀Fの東側にある横堀である。北は堀Gに接続する。南は遊歩道によつて改変さ

れているが、本来は堀 Eに南接し、南東尾根を遮断していたと推測する。南北長は60m、

現堀底幅は2m、 標高は161～ 163mである。土塁④との比高は8m、 土塁⑤との比高は2

mである。

土塁①は曲輪 Iの西側にあり、堀Aに並行する。上塁頂部の標高は175mである。堀A

と同じく堀Dと の接点では西へと屈曲する。東側斜面は堀Aにかけて崩落部が 3ヶ所確認

できる。

土塁②は城の西から南を巡り、児 Cと堀Dに並行する。土塁頂部の標高は171mであり、

堀Dと の比高は 1～ 2mと小さい。
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第4図 鳥帽子形城跡測量図 (1/1,000)
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土塁③は城の南から東を巡り、堀Dと堀Eに並行する。土塁頂部の標高は173～ 176mで

ある。西側の上塁②とは5mの比高をもって接続し、北端は土塁④と食い違う。土塁頂部

幅は2mであるが、南端は8mと広く、標高も高い。

上塁④は曲輪Ⅱの東にあり、堀Fと堀Hに並行する。他の上塁に比べて上端幅が4～ 7

mと 広い。上塁頂部の標高は169mであり、切岸に臨む北端は170mと 一段高くなっている。

上塁頂部は現在公園の遊歩道となっている。

土塁⑤は土塁④、堀Hの東にあり、鍼の東端をなす。土塁頂部の標高は164mであり、

東の谷部との比高は7mを測る。北端付近では土塁が6mにわたって断絶し、南端付近で

は谷部へと一部土塁が崩落している。

土橋アは曲輪Ⅱと土塁③・④をつなぐ。現在は公園の遊歩道となっている。

3 調査に至る経緯 と目的

(1)第 1調査区 (第 5図 )

本調査は市指定史跡 (現目指定史跡)である烏帽子形城跡について、今後の保存・活用

のための基礎的な資料を得るために行った。曲輪 I・ Iの東側には、城域と丘陵下に広が

る河岸段丘を結ぶ谷筋が通っている。この谷筋は現在、山頂の公園へ至る遊歩道が設置さ

れているように、曲輪 I・ Ⅱへ最も容易に近づくことができるルートである。谷の入口に

は、現在さいなみ広場として利用される東西75m× 南北25mの平坦地がある。この平坦地

は北側に広がる低地部と2mの段差をもって接するため、城の北側を流れる石川や対岸に

広がる中世の町場であった長野を見渡すことができる。このような地形条件から、さいな

み広場の平坦地に居館を想定し、背後に伸びる谷筋が城内への登城口とする見解が古くか

らあった (井上1922)。 昭和60年度にさいなみ広場で発掘調査を行った結果、遺構は検出

されなかったが、中世の上師皿2点と政和通宝1点が出上し、中世における利用が想定さ

れた。さらに谷筋が上塁に突き当たる地点では、土塁が途切れていることから、大手口の

可能性が指摘されていた。本調査では、大手口の有無を確認するため、土塁⑤の土塁の切

れ目において、南北1.Om X東西7.3mの調査区を設定した。さらに上塁の築造方法を確認

するために、調査区に直行する形で土塁内部へ南北3.Om X東西1.Omの調査区を拡張した。

調査地付近の地形を詳述すると、調査地が立地する土塁⑤は城跡の東端をなす土塁であ

り、南北に伸びる三本の尾根に挟まれた谷筋の谷頭にあたる。上塁の規模は南北長45mを

測り、北端、南端とも南北の尾根筋に吸収される。上塁の上面は南から北に向かって高く

なり、南端から北へ20mの最高所で標高1647m、 谷部との比高は7mである。この地点

より北に向かって土塁の上面は徐々に下がり、調査地がある北端付近では、堀底とほぼ同

じ標高は161.5mと なり、6mにわたり上塁が断絶する。一方、土塁⑤に並行して堀Hが

城内側に南北にのびる。堀Hの堀底の標高は土塁⑤の上面の標高と運動し、南から北に向

かって一度高くなった後、下がつていく。土塁⑤との比高は2mである。堀底の幅は2～
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3mであり、調査地付近は堀底幅が広くなっている。

(2)第 2調査区 (第 5図 )

曲輪 I・ Ⅱについては、すでに調査され、一定の成果を得ているが、土塁や横堀につい

ては調査されていなかった。平成17年度より、これらの本来の形状や上面における遺構の

有無を確認するため、曲輪工をめぐる土塁・横堀を調査した (E B S05-4・ 06-1)。

平成18年度は土塁③上の調査を主として堀D肩部にかけて調査 した (E B S06-1第 1調

査区)。 平成19年度には、E B S06-1第 1調査区を堀Dの堀底に向かって調査区を拡張

し調査を行った (E B S07-2)。

調査地は堀Dが東端から北方向へ折れる屈曲部にあたり、東から北へと堀幅も極端に狭

第5図  E B S09-2調査区位置図 (1/2500)
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くなる。また現地表においても0.5mの段差があり、堀の進行方向および堀幅、標高とも

に堀Dにおける変化点となっているため、堀底に何らかの施設の存在が想定された。

調査の結果、現地表より0.9m下 の堀底から不自然なこぶ状の高まりの遺構が検出され

た。これらの遺構の広がりや性格を把握するため、平成20年度には堀底を中心に07-2調

査区を南西方向に南北3.Om× 東西5.Omの調査区を拡張して調査を行った (E B S08-1)。

その結果、調査区の西辺において前年度に検出した堀底よりさらに急傾斜をもって下がる

落ち込みを確認した。一部は地山まで掘削したが、深度が非常に深くなったため、作業の

安全確保上、遺構の一部を検出するにとどめ、調査を終了した。

今回の調査では、07-2調査区で検出した堀底遺構の詳細を把握することを目的として、

07-2調査区と08-1調査区を縦断する形で南北3.Om× 東西8.Omで トレンチを設定し再

調査を行った。さらに07-2調査区を北方向に拡張する形で南北1.5m× 東西2.Omの調査

区を設定した。

(3)第 3調査区 (第 5図 )

第 1調査区で先述した城の東側にのびる谷の入口において、大手道などの道状遺構の有

無を確認するため、谷を横断する形で南北0,7m X東西5.5mの調査区を設定した。

調査地付近の地形を詳述すると、南から北へと緩やかに下る谷の入口にあたり、標高は

121m、 谷底幅は約25mを測る。東側尾根との比高は33mと 大きいが、西側尾根との比高

は16mと 東側の約 2分の 1である。しかし、西側斜面は急斜面であり、ほぼ垂直な断崖と

なっている。北側は10mの比高をもって、さいなみ広場の平坦地と接続する。

4 調査の方法 と層序 (第 7・ 9。 12図、図版 2・ 4・ 6)

調査は平成22年 1月 19日 に開始し、平成22年 2月 19日 に終了した。調査期間中、 1月 31

日には現地説明会を行った。雨天のため 1時間で中止したが、約120名 の参加を得た。 2

月 1日 には市指定史跡烏帽子形城跡保存活用計画策定専門委員会の現地視察、2月 3に は

文化庁調査官の現地視察を受け、調査の指導を仰いだ。

調査では、まず調査区周辺の落ち葉の除去と除草を行い、現状での写真撮影を行った後、

人力により遺構面まで掘り下げ、遺構検出を行った。遺構平面図は50分の 1の縮尺で平板

測量により作成し、個々の遺構に関しては必要に応じて、10分の 1の縮尺で遺構図面を作

成した。一方で、調査区壁で土層の観察を行い、20分の 1の縮尺で上層断面図を作成した。

第 1調査区の基本層序は、現地表から表土である褐色シルト (1層・層厚30cm)と 堀Fの

埋土 (2～ 5・ 8層 )と土塁⑤構築土 (14～ 16・ 22～29層 )、 土塁下層の曲輪構築土 (6・

10層・18～21層 )に大別できる。17層 は曲輪が機能時、もしくは廃絶直後に堆積した層で

あり、瓦 (第 14図 )が出上している。

第 2調査区の基本層序は、現地表から表上である黒褐色細砂 (1・ 16層・層厚20cm)と
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堀Dの埋土 (2～ 13・ 17～36層 )、 堀内障壁構成上 (37・ 38層 )に大別できる。14・ 15。

39層 は障壁の直上及び前面に堆積し、機能時、もしくは廃絶直後に堆積した層であり、瓦

(第 16・ 17図)が出土している。

第 3調査区の基本層序は、現地表から表上であるにぶい黄色細砂 (1層・層厚70cm)、

にぶい黄褐色細砂混じリシルト (4層 。層厚30cm)、 明黄褐色粗砂混じリシル ト (6層・

層厚30cm)、 責褐色礫混じリシルト (7層 。層厚 lm)、 ォリーブ褐色粗砂混じリシル ト (8

層・層厚30cm)、 黄褐色粗砂混じリシルト (9層・層厚30cm)、 地山である。地山付近には

粒度が細かいシルト (8・ 9層)が薄く堆積するが、全体的には粒度が粗いシルト層 (7

層)が堆積する。

5 調査の結果

(1)第 1調査区 (第 6図、図版 3)

当初想定された大手口に関する遺構は検出されなかったが、土塁の下層から平坦な造成

面 (6・ 18層上面、29層下面)が検出され、土塁④と同じくかつて曲輪があった場所に上

塁が構築されていたことが明らかとなった。調査では平坦な造成面を第 1面 として遺構検

出を行った。さらに下層を確認するため、西半部のみ地山まで掘削を行い、地山上面を第

2面として遺構検出を行った。

第 1面では東西方向を指向する幅0.2mの構を検出したが、遺構の保全を図り、掘削し

ていないため詳細は不明である。なお、土層断面図においては、調査区の西側で溝らしき

堆積 (9、 11～13層)が認められたが、平面では検出できなかった。

第 2面では遺構は検出されなかったが、山の傾斜に従い、地山も西から東へと傾斜 して

いることがわかった。

一方、平坦面の上に造成された上塁⑤は土塁構築土 (14～ 16。 22～29層 )の堆積状況は

土塁④とは異なり、版築は見られず、しまりが悪い均質な堆積であった。

第 1面直上からは丸瓦 (第 14図 5。 6)、 土塁構築土からは平瓦 (第 13図 1～ 4)が出

土した。これらの瓦はいずれも16世紀後半までに位置づけられ、盛上の造成は16世紀後半

以前、土塁⑤の構築は16世紀後半以降と推定できる。

(2)第 2調査区 (第 8図、図版 4・ 5)

従来の調査で検出された堀内障壁を再検出し、堀Dの形態を把握することができた。検

出した堀内障壁とは、堀底内に設けられたこぶ状の高まり (SX2・ 3)と 、橋鉢状を呈

した落ち込み (SX4)の総体を堀内の通行を妨げる障害、すなわち堀内障壁として把握

している。ただしSX2・ 3は SX4に比べて規模が小さく、埋土の掘り残しの可能性も

あり、障壁の主体はSX4と考える。以下、今回の調査で詳細が明らかとなったSX4に

ついて記述する。

-22-



―
第 6図  E B S09-2第 1調査区平面図 (1/100)

％
開
閉
開
醜
∞
И
餡
И
初
開
　
開
開
閲

⑦
⑬
⑩
⑩
⑪
⑫
⑮
⑮
②
⑮
⑮
　
②
②
⑩

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
③
③
⑩
①
⑫
③
⑭
⑮
⑮

10YR 4/4褐 色    シルト
10YR 6/6 明黄褐色  粗砂混じリンルト
10YR 7/6 明黄褐色  粗砂混じリシルト
2.5Y  6/4 にぶい黄色 粗砂混じリシルト
10YR 7/4 にぶい黄橙色 粗砂
10YR 5/4 にぶい黄澄色 粗砂混じリシルト
10YR 7/6 明黄褐色  シルト
10YR 7/6 明黄禍色  粗砂混じリンルト
10YR 5/6 黄褐色   シルト
10YR 3/2 黒褐色   粗砂混じリシルト
10YR 6/6 明黄褐色  細砂混じリシルト
10YR 6/4 1こぶい黄橙色 細砂混じリシルト
10YR 6/6 明黄褐色  シルト混じり粗砂
25Y  6/8 明責褐色  細砂混じリシルト
25Y  6/8 明黄褐色  シルト
10YR 5/6 黄褐色   粗砂混じリンルト

明黄褐色  シルト
にぶい黄橙色 粗砂混じリシルト
黄褐色   シルト
黄褐色   シルト
にぶい黄澄色 シルト
明黄褐色  細砂 (粘土ブロック含む)

黄褐色   粗砂混じリシルト
明黄褐色  シルト混じり細砂
明黄褐色  シルト混じり細砂(粘土プロック含む)

明橙色   細砂 (3～5cul大の粘土ブロック含む)

明黄褐色  粗砂混じリシルト
(3～5cln大 の粘土プロックを多く含む)

明黄褐色  細砂
黄橙色   ンルト混じり細砂
明黄褐色  シルト

lCIYR

10YR
10YR
10YR
10YR
10YR
10YR
10YR
lllYR

10YR
10YR

25Y
10YR
10YR

第 7図  E B S09-2第 1調査区土層断面図 (1/100)
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SX4(第 8図 )

従来の調査では、急斜面で地山へ向かう落ち込みの斜辺と底部の一部を検出し、底部は

現地表から2.3m下 、調査で検出した堀底から0.9m下がった所で地山を検出していた。今

回の調査では底部を広げた結果、堀底から地山を急傾斜で1.5m下 まで掘 り下げた落ち込

みであることが判明した。落ち込みの肩部はこぶ状の高まりSX2・ 3があり、その先は

0.2mほ ど堀底が下がり、そのまま平坦面が調査区外へと続く。つまり、堀Dの堀底縦断

図は、1.5mの段差が生じ、階段状を呈す。しかし、平面的には落ち込みの一部を確認 し

たに過ぎず、この落ち込みが落とし穴的な土坑であるのか、堀底を階段状に造成した段差

であるのかは不明である。

黒褐色   細砂
明黄褐色  細砂
明黄褐色  シルト混じり粗砂
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黄褐色   粗砂
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(1/100)、 第9図  E B S09-2第 2調査区土層断面図① (1/100)
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一方、SX4の埋土を見ると、堀内障壁の機能時に堆積した責褐色粗砂 (14。 15層)が

地山直上に堆積している。廃絶後は地山ブロックを含む明黄褐色シルト混じり粗砂～細砂

(12層 )で一気に埋められ、ある程度、堀底が平坦になった段階で、黄橙色細砂 (8。 9層 )

が薄く水平に堆積している。このような堆積状況をみる限り、落とし穴のような土坑の可

能性が考えられる。現地形を観察すると、調査地から西側で lmの段差 (遊歩道の階段)

があり、西ヘー段下がる。この地形が地下の状況を反映しているとすると、最大南北3m
×東西8mの上坑が想定されるが、断定には及ばない。このように平面プランの問題は残

るが、いずれにせよSX4が堀内の通行を妨げる堀内障壁であることには明らかである。

堀の横断形態については、堀内障壁の上面では調査区外へと続く平坦面を検出している

ことから箱堀と想定される。一方、堀内障壁の下面では堀底の一部しか検出していないた

め形態は不明であるが、現況の堀幅から勘案すると楽研堀である可能性が高い。

堀D埋土から中国製白磁皿 (第 15図 7)、 九瓦 (第 15図 8。 9)、 堀D底部から軒九瓦 (第

16図 10。 11)、 九瓦 (第 17図 12～ 14)、 平瓦 (第17図 15)が出上した。瓦は14世紀前葉～中

葉に位置づけられるものもあるが (第 16図 10)、 16世紀後半の中国製白磁皿 (第 15図 7)、

15世紀後半～16世紀の九瓦 (第 17図 13)の遺物が堀Dの埋土に含まれることから、堀D埋

上の堆積は16世紀後半以降と指摘できる。

① 25Y 6/4 1こ ぶい黄色 細砂 (10YR 6/4 1こぶい黄澄色 粗砂を含む)

② 10YR 6/6 明黄褐色 粗砂
③ 10YR 5/6 責褐色 粗砂混じリシルト
④ 10YR 4/3 とこぶい黄褐色 細砂混じリシルト (腐食土)

⑥ 10YR 7/6 明責褐色 シルト
⑥ 10YR 6/6 明黄褐色 粗砂混じリシルト
⑦ 10YR 5/6 黄褐色 礫混じリシルト
③ 25Y 4/4 オリープ褐色 粗砂混じリシルト
◎ 25Y 5/4 黄褐色 粗砂混じリシルト
⑩ 25Y 6/4 にぶい黄色 粗砂混じリシルト

第11図  E B S09-2第 3調査区平面図 (1/50)、 第12図  E B S09-2第 3調査区土層断面図 (1/50)

Ｋ

＼
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(3)第 3調査区 (第■図、図版 7)

現地表から1.5m下で地山面を検出したが、遺構は検出されなかった。また土層断面の

観察においても、粗砂の堆積を中心とした谷の埋積にともなう自然堆積が確認されたのみ

であり、整地面など道として人工的に利用した痕跡は確認できなかった。遺物も出上しな

かった。

6 遺物

今回の調査ではコンテナ 1箱分の瓦や磁器が出上している。これまでの鳥帽子形鍼跡の

発掘調査で出上した遺物の大半は瓦であり、それらは『烏帽子形城跡総合調査報告書』に

おいて型式分類して報告されている (河内長野市教育委員会2011)。 今回の調査で出上し

た瓦も総合報告書の分類に基づき型式分類を行い報告する。 4・ 7。 9～ llに関しては、

総合報告書を再録する (垣内2011)。 なお、瓦の部位名称、観察視点は佐川正敏氏 (佐川

1989)、 山崎信二氏 (山崎2000・ 2008)の研究成果に基づく。

(1)第 1調査区 土塁③構築土 (第 13図 )

1～ 4は土塁⑤を構築土から出上した。

1は平瓦の破片で厚さは2.Ocmを 測る。凸面は工具を用いて粗いタテナデが施され、ナ

デの下には部分的にコビキAの痕跡が残る。縁辺部には凹型台の使用痕がL字形に明瞭に

残る。側面はタテケズリの後タテナデされ、凹面側縁辺部はタテナデによりやや鈍い稜を

なす。凸面はタテナデ調整され、凸面、凹面ともにハナレズナが認められる。広端面はケ

ズリの後、ヨコナデされる。焼成はやや硬質で灰白色を呈す。胎土は粗く、石英、長石、チャー

トの粗砂～細礫を多く含む。調整からH5に該当する。詳細な時期は不明であるが、中世

の所産である。

2は平瓦の破片で厚さは2.2cmを 測る。凸面、凹面ともにタテナデされ、ハナレズナが

残る。凹面狭端部の面取りは1.8cm幅で端まで及ぶ。側面はタテケズリの後タテナデされ、

凹面側縁辺部はタテナデによりやや丸みを帝びる。凸面側縁辺には凹型台使用によるバリ

が部分的に残る。狭端面はケズリの後、ヨコナデされる。焼成は硬質で、色調はいぶし焼

により銀黒色を呈す。胎土は緻密で、石英、長石の粗砂～細礫を含む。調整や面取りの様

相からH7に該当する。中世の所産と考えられるが、詳細な時期は不明である。

3は平瓦の破片で厚さ2.2cmを 測る。凸面はタテナデされ、ハナレズナが認められる。

凹面は丁寧なタテナデにより仕上げられる。ヽ側面はタテケズリの後タテナデされ、凹面側

縁辺部はタテナデによりやや鈍い稜をなす。凸面側縁辺のバリは丁寧なタテナデにより潰

され、平滑に仕上げられる。焼成は硬質で灰白色を呈す。胎土は緻密で石英、長石、チヤー

トの粗砂を含む。調整や面取りの様相からH9に該当する。中世の所産と考えられるが、

詳細な時期は不明である。
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第13図  E B S09-2第 1調査区出土遺物実測図 土塁⑤構築土 (1/4)
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第14図  E B S09-2第 1調査区出土遺物実測図 土塁⑤下層 (1/4)

4は平瓦で全長24.9cm、 狭端復元幅19cm、 広端幅20cm、 最大の厚さ2 cmで ある。凸面は、

工具を用いて広端から狭端までやや丁寧にタテナデし、さらに広端縁を5 cm幅 でヨコナデ

する。凹面は工具を用ぃて丁寧にヨコナデし、調整痕の一単位は幅約 2 cmと 細かい。側縁

凹面側は幅約 2 cmの タテナデ調整を加えて平滑に仕上げる。凹面側狭端部と広端部は面取

りされる。狭端部は1.1～2.2cmの 幅で削られ、また、広端部も0,4cmの 幅で削られる。そして、

両端部ともに面取り後、ヨコナデされる。面取りが確認できた資料の隅部は欠損しており、

端まで面取 りが及ぶか不明である。広端面、狭端面ともケズリの後ヨコナデし、側面はケ

ズリの後タテナデする。側縁凹面側の縁辺はナデによつてやや鈍い稜をなす。なお、布日、

ハナレズナ、コビキの痕跡は確認できなかつた。焼成は硬質で、色調はいぶし焼により表

面が黒色～銀黒色、断面が灰色を呈する。胎土はやや密で、 1～ 2 Hm大の長石・石英の細

礫～極粗粒砂を少量含み、流文状の粘土縞が認められる。H8に該当する。平瓦の長軸は

幅よりもやや長いが、いぶし焼の状態が比較的安定し銀黒色を呈することから、少なくと

も中世後期の所産と考えられるが、厳密な年代的位置づけは不明である。
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第15図  E B S09-2第 2調査区出土遺物実測図 堀 D埋土 (1/4)

(2)第 1調査区 土塁⑤下層 (第 14図 )

5・ 6は土塁⑤の下層で検出した曲輪上面から出上した。

5は丸瓦の破片で厚さ1.6cmを測る。凸面はタテナデされ、凹面にはコビキAの痕跡が

残る。両側縁凹面側の面取りは1.2cm幅 で削られる。側面幅は0.8cmで あり、側縁の断面形

は鈍い。焼成は硬質で、色調はいぶし焼により銀黒色を呈す。胎土は緻密で、石英、長石、

チヤートの極粗砂を含む。規格や面取りの様相からM3に該当し、年代的位置づけは15世

紀後半～16世紀と考えられる。

6は厚さ3.Ocmを測る厚手の九瓦の破片である。凸面は1.5cm幅 の板状工具により丁寧な

タテナデが施される。凹面にはコビキAの痕跡と布目が認められる。両側縁凹面側の面取

りは2.6cm幅 で浅く削られる。側面幅は1.4cmで あり、側縁の断面形は逆台形となる。側縁

の面取り後、広端縁凹面も5.3cm幅で深 く面取りし、さらに端部を3 1Ml幅で端まで面取 り

する。厚さは3 cmを 測り、他の瓦に比べて大きい。焼成は硬質で、色調はいぶし焼により

銀黒色を呈す。胎土は緻密で、石英、長石の極粗砂～中礫を含む。規格や面取りの様相か
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らM7に該当し、14世紀の所産と考えられる。

(3)第 2調査区 堀D埋土 (第 15図 )

7～ 9は堀Dの埋土から出上した。

7は 白磁の端反り皿である。口縁のみが残存 し、復元口径は11.6cmで ある。中国製とみ

られ、16世紀後半の所産である。

8は九瓦の破片で厚さ2.2cmで ある。凸面はタテナデが施され、ナデの下には縦方向の

縄ロタタキがわずかに残る。凹面にはコビキAの痕跡が残る。両側縁凹面側の面取りは1.7

cm幅で浅く削られる。側面幅は1.5cmを測 り、側縁凹面側の面取り幅との割合はほぼ l対

1と なり、側縁の断面形は鈍い逆台形となる。側縁の面取り後、広端縁凹面も2.6cm幅 で

面取りする。焼成はやや軟質で、色調は黒褐色を呈す。胎土は緻密で、石英、長石の極粗

砂～細礫を含む。Mlに該当する。中世の所産であるが、詳細な時期は不明である。

9は有段の九瓦で残存長llcm、 残存胴部長 6 cm、 玉縁部長 5 cm、 胴部の厚さ2.3cm、 玉

縁部狭端側復元幅 6 cmで ある。胴部凸面は、縦方向の縄ロタタキの後、ヨコナデ調整され

る。ナデ調整が弱いため縄目が比較的明瞭に残る。また、玉縁部凸面はヨコナデされる。

凹面にはコビキAの痕跡と布目が認められるが、破片のため吊り紐痕の有無は不明である。

胴部側縁凹面側の面取りは、胴部から玉縁部にかけて1.5cmの幅で一気に削る。さらに、

側面とこの胴部側縁凹面側の面取りでできた稜を胴部狭端から玉縁部にかけて部分的に削

る。玉縁側縁凸面を面取りするが、胴部狭端に及ばない。側面幅は1.2cmで ある。玉縁端

凹面は711m幅で弱く面取りされる。また、各縁辺は面取り調整されない。焼成はやや軟質

であるが、いぶし焼により表面色調は黒色化し、断面は灰白色を呈する。胎土はやや密で、

長石・石英の極粗粒砂を少量含む。M10に該当し、厳密な年代的位置づけは不明である。

ただ、九瓦玉縁側縁凸面側の面取りが胴部狭端に及ばないことから、14世紀後期以前の可

含ヒ性がある。

(3)第 2調査区 堀D底部地山上面 (第 16・ 17図 )

10～ 15は堀D底部地山上面から出土した。

10は軒丸瓦でNMlに該当する。瓦当の大半が欠失しているため瓦当文様の全容は明ら

かでないが、巴文の巴尾の一部が確認でき、内区は右巻きの三巴文と判断できた。外区に

は突線で二重の圏線が巡らされ、その間に復元で囲個の珠文が配される。久損のため巴の

尾が圏線につくかは不明である。また周縁部も欠失しており、施文された文様等は不明で

ある。瓦当直径は不明で、瓦当厚は2 cm、 九瓦を含めた残存する全長は38,4cmを 測る。接

合する九瓦はM9で、全長37cm、 胴部長32cm、 玉縁長 6 cm、 胴部高 9 cm、 胴部の厚さ2.5cm、

胴部広端幅15cm、 胴部狭端幅15cm、 玉縁部広端側幅12cm、 玉縁部狭端側幅 9 cmで ある。丸

瓦は瓦当裏面の上端に貼り付け、凸面と凹面から粘上を補填して接合する。瓦当の周縁は、
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第16図  E B S09-2第 2調査区出土遺物実測図 堀D底部① (1/4)
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凸面側の補填の粘上をもちいて形成しているようで、瓦当側面にヨコナデが施される。一

方、凹面補填粘土は丸瓦凹面に添って横方向の円弧状に撫で付けられる。また、九瓦貼り

付け時には、九瓦広端部および広端面にはキザミなどの接合補強の調整がなされていない。

九瓦部には、直径1,7～ 1.8cmの釘穴が胴部狭端側と玉縁部の2ヶ所に穿孔される。玉縁

部の釘穴は焼成前に凸面から施されているのに対し、胴部のものは焼成後に凸面側から穿

たれている。この焼成後の釘穴は本資料が再利用された可能性を示唆するものといえる。

九瓦M9の凹面には布目と2本の吊り紐痕が認められる。この2本の吊り紐痕には、紐が

粘土に直接当たって形と撚り目の転写が見られる部分と、紐と粘上の間に布を介すること

で紐の形と布目の転写が見られる部分がある。これは九瓦の型に被せた布袋に、紐が内側

と外側を交互に通して縫いつけられたものであることを示す (以後、「内外通し縫い」と

呼ぶ)。 そして、布袋の外側に綴じ付けられる紐が内側のそれに対して長いことから、14

世紀前葉から中葉の所産と考えられる。焼成は硬質で、いぶし焼による炭素吸着によつて

色調は外面が黒色、断面は灰白色を呈する。胎土はやや密で細礫～極粗粒砂を含む。

■は巴文軒丸瓦でNM2に該当する。内区に右巻きの三巴文を施し、その外側に突線で

一重の圏線を巡らせて内区と外区を区切る。外区は、一重圏線の外側に復元で23個 の珠文

を配する。巴文の巴頭は丸く、各々離れている。巴尾は、後ろの巴の半分の長さまで伸び

るが、圏線につかない。周縁は素文の直立縁である。瓦当直径が復原で15,2cm、 瓦当厚は2.4

cmである。九瓦を含めた残存する全長は10cmを測り、接合する丸瓦がほとんど久失してい

るため、接合する丸瓦の型式認定は不可能であった。九瓦は瓦当裏面のやや上端に貼り付

け、九瓦凸面と凹面の双方に粘上を補填して接合する。凸面部補填粘土には丸瓦部から連

続して板状工具によつてタテナデが施され、九瓦凹面と瓦当裏面の接合部には円弧状に軽

くナデを施す。さらに、瓦当裏面と丸瓦側面の接合部のなす角度は直角にはならず、九瓦

広端部側面に粘土が加えられて滑らかなカーブを描いて瓦当裏面につながる。残存する瓦

当裏面には全体にヨコナデがみられる。なお、九瓦凹面は摩滅して不明瞭だがわずか布目

が確認できる。しかし、破片のためコビキの痕跡の有無は不明である。焼成は硬質で色調

は灰白色を呈し、胎土はやや粗く石英と長石の極粗粒砂を多く含む。中世の所産として位

置づけられるが、厳密な時期については不明である。

12は九瓦の破片で厚さ1,7clllを 測る。凸面は摩滅が著しく調整は不明である。凹面はコ

ビキAの痕跡が認められる。両側縁凹面側の面取りは2.Ocm幅で削られる。側面幅は1.Ocm

であり、側縁の断面形は鈍い逆台形となる。側縁の面取 り後、広端縁凹面も4.4cm幅 で面

取りする。焼成は軟質で、色調は淡褐色を呈す。胎土はやや粗く、石英、長石の極粗砂～

中礫を含む。規格や面取りの様相からMlに該当する。詳細な時期は不明であるが、中世

の所産である。

13は丸瓦の破片で厚さ2.4cmを 測る。凸面は縦方向の縄ロタタキの後、ヨコナデが施さ

れる。凹面にはコビキAの痕跡が残る。両側縁凹面側の面取りは2.3cm幅で削られる。側
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第17図  E B S09-2第 2調査区出土遺物実測図 堀 D底部② (1/4)
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面幅は1.3cmを 測り、側縁の断面形は鈍い逆台形となる。焼成は硬 く焼きしまり須恵質と

なるため、色調は青灰色を呈す。胎土は緻密で、石英、長石の極粗砂～細礫を含む。面取

りの様相からM2に該当し、15世紀後半～16世紀の年代が考えられる。

14は丸瓦の破片で厚さ2.2cmを 測る。凸面はタテナデが施される。凹面にはコビキAの

痕跡とわずかに吊り紐痕跡が残る。両側縁凹面側の面取 りは1.3cm幅 で削られる。側面幅

は1.5cmと 面取り幅より広 く、側縁の断面形は方形に近い逆台形となる。焼成は硬 く焼き

しまり須恵質となるため、色調は青灰色を呈す。胎土は緻密で石英、長石の極粗砂～細礫

を含む。面取りや焼成からM6に該当し、年代は14世紀に位置づけられる。

15は平瓦の破片で厚さ2.5cmを 測る。凸面は工具を用いて粗いタテナデが施され、ナデ

の下には部分的に布目が残る。凸面側縁辺には凹型台使用によるバリが部分的に残る。側

面はタテケズリの後タテナデされ、凹面側縁辺部はタテナデによりやや丸みを帯びる。凹

面はタテナデ調整され、凸面にはハナレズナが認められる。広端面はケズリの後、ヨコナ

デされる。ナデの下には平行タタキのような痕跡が凹面側縁辺部に残る。焼成はやや硬質

で、色調はいぶし焼により黒色を呈す。胎土は緻密で石英、長石の極粗砂～細礫を含む。

規格や調整からH9に該当する。中世に年代的位置づけは可能であるが、詳細な時期は不

明である。

7 まとめ

(1)堀 内障壁

第 2調査区で検出された堀内障壁について、烏帽子形城の縄張図における位置付けとそ

の技術的系譜について、以下述べることとする。

<縄張図における位置づけ>

まず堀Dで検出された堀内障壁は、堀底内に1.5mの段差を設けたもので、その検出地

点は、堀Dにおいて重要な地点である。そこは堀Dが南から東へと堀幅を大きく変えなが

ら直角に折れる屈曲部にあたると同時に、曲輪Ⅱと土塁③が堀内へと張り出す位置にある。

そのため堀底から頭上を見上げると、左右から曲輪と土塁が覆いかぶさってくるような気

配がある。このような地点に築かれた堀底内の遺構は、それだけで敵を退散させるもので

はないが、敵の足を一時止めるには十分であり、敵が足を上めた時には、頭上に迫ってい

る曲輪や土塁から容易に攻撃できたと思われる。なお、土塁③上では直径0.6mの焼土坑(S

Kl)が検出されている。遺構保全のため掘削は行っていないが、検出面では堀形が熱を

受け赤褐色に変色し、埋上にも焼上が含まれていた。のろし穴の可能性など土塁上での活

動を示唆するものとして重要である。

調査地がある城の南東は緩斜面であり、このような弱点を補うために、土塁や横堀・堀

切がめぐらされ、強固な作 りになっていたことが従来指摘されていた。今回調査した堀内

障壁は、南東斜面の防御性をさらに高めていたことがうかがえ、土塁上の焼土坑も含めて、
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城のコーナー部における防御施設の一端が明らかとなった。

なお、調査地に隣接する曲輪Iと 上塁③の標高が同じ176mであることから、山頂部か

ら南東部にのびる尾根を堀切で遮断することによつて、堀Dは造成されたとする見解があ

る (垣内20■ )。 この想定にしたがつて、堀D東半部の前段階に堀切が存在したとすると、

堀切と新たに掘削した堀D西半部の接続部において不連続が生じ、その痕跡が堀内障壁と

も考えられる。この想定では堀切や堀Dを掘削した上の処理の問題が残るが、改修履歴を

もつ鳥帽子形城の変遷を考える上で、一仮説として想定しうる。

<技術的系譜>

一般に堀内障壁とは敵の堀内での移動を制限し、敵に対して攻撃を容易にするために堀

内に設けられた施設の総称である。堀内障壁には本城の例のように堀底に段差を設けたも

の、堀に直交する形で堀内を畝で仕切る畝堀、畝が縦方向にも横方向にも発達し障子の桟

のように畝で仕切られた堀障子がある。このうち畝堀・堀障子は関東地方の城郭に多く、

特に山中城 (静岡県三島市)や小田原城 (神奈川県小田原市)な ど後北条氏が築城した城

郭に多い。そのため後北条氏の築城技術と考えられてきた。また、これらの施設は平城の

水堀内に設けられ、水位を保つ機能も併せ持ったものも多い。近隣の堀障子の事例として

は、二条城 (京都府京都市)、 大坂城 (大阪府大阪市)、 狭山藩陣屋跡 (大阪府大阪狭山市)、

大和郡山城 (奈良県大和郡山市)な どがあげられるが、いずれも平城であり、本城とは様

相が異なる。

一方、本城の堀内障壁は空堀内に段差を設けたものであり、後北条氏の影響は考えにく

く、関東で発達した畝堀や堀障子とは別系統のものと考えられる。本城の類例としては、

峯治城 (三重県津市)、 菊永氏城 (三重県伊賀市)、 力尾城 (三重県菰野町)、 西尾城 (愛

知県西尾市)があげられる (注 1)。 力尾城では丘陵をめぐる横堀内の堀底に、枡を段違

いに配置したような堀底施設が見つかっており、本城と類似した様相を示す (三重県埋蔵

文化財センター2001)。

(2)曲輪の変遷 (第 18図 )

第 1調査区において、曲輪から土塁への改修痕跡が確認された。以下、土塁⑤の築造の

問題と土塁下の曲輪の評価、大手口の問題について述べることとする。

<土塁④・⑥の築造>

土塁⑤の下層において、西から東へと下がる地山に対して盛上を行い造成した平坦面が

検出され、土塁④と同じくかつて曲輪であった場所の縁辺部に上塁が築かれていたことが

明らかとなった。出土遺物を見ると、土塁④下層と土塁⑤下層からは、M3の九瓦 (第14

図)が出上している。つまり、曲輪の東側に同型式の瓦が堆積した後、土塁④・⑤が構築

されていることから、土塁④・⑤はほぼ同時期に造成されたと考えられ、土塁に並行する
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堀 F、 堀Hも 同時期に造成された可能性が高い。造成の時期は九瓦の年代から16世紀後半

以降と考えられる。一方、文献史料においても、天正12年 (1584)の秀吉の紀州攻めを契

機とする中村一氏の改修を示す史料 (『宇野主水日記』)と 時期が一致する。

上塁④・⑤及び堀 F・ Hは曲輪 IoⅡ の規模に対して巨大であり、これらの造成は鳥帽

子形城において大規模な造成であったと言える。このような規模の施設は、周辺の城郭に

も認められず、地域内で発達したものとは考えがたく、在地領主層よりもさらに上位権力

の介在によって行われたと想定され、天正12年の中村一氏の改修はこれを裏付ける一史料

となりうる。

このように上塁④・⑤は中村一氏の改修によつて築造されたと考えられるが、土塁④ 。

⑤では築造方法が異なる。上塁④では固くしまった薄い水平堆積の版築が認められたが、

土塁⑤では版築は見られず、しまりの悪い堆積であつた。このような築造方法の差は、築

造時期や築造集国の差を示すと考えられるが、築造時期をどちらも中村一氏の改修とする

と、築造集団の差を示していることになる。F宇野主水日記』によると中村一氏の改修時

には、本願寺の教如や益田長盛から鋤を多数贈られており、築造集団の差を考えるうえで

示唆的である。また改修当時、岸和田城主であった中村一氏が大規模な土木作業をする場

合、おそらく在地の国人領主たちも動員されたと思われ、複数の集団で大規模改修を行っ

たことが土塁の築造方法の差として現れた可能性がある。

<土塁下の曲輪>

一方、土塁⑤下で検出された曲輪であるが、調査地付近の堀Hの堀底がやや広くなって

いる点など現地表の観察から想定される規模は10× 5mと考えられ、標高は161mである。

また測量図から作成した縄張図を見ると、今回検出した曲輪の背後である土塁④の斜面上

にも小さな平坦面が2段ある。下段の平坦面は標高165m、 上段の平坦面は標高167mを測

る。上段の標高は土塁④の下で検出された曲輪の標高とほぼ等しく同一の平坦面と考えら

れる。これらから土塁④・⑤が築造される以前には、山の傾斜に沿って階段状に小規模な

曲輪が展開していた城の姿があり、中村一氏の改修によつて、小規模な曲輪の上に横堀と

土塁が構築され現在の姿になったと思われる。さらに曲輪 Iの下層で検出された平坦面は

南北で2つ に分かれており、改修によつて曲輪が統合されて大型化したことが明らかに

なつている。

これらから、自然地形に沿った曲輪群から地形を改変して大規模な土塁や堀を構築する

城の改修は、局所的に行われたのではなく、城全体で行われたと言える。

<大手口>

第 1調査区は土塁⑤の切れ目において、大手口の有無を確認するために調査を行った。

しかし、大手口を示す遺構は検出されず、また土塁の土層断面を観察すると、切れ日の北
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第18図 改修前の鳥帽子形城曲輪配置図 (1/1250)
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第19図 大手道復元想定図 (1/2500)
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第20図 鳥帽子形城跡周辺地形図 (1/10000)
大阪府公文書館所蔵「大阪府管内地形図・昭和36年測量」に加筆

側と南側で同一の堆積が観察された。さらに土塁⑤は版築を伴わない築造であることから

も、後世に土塁の一部が崩れたため土塁の断絶が生 じたものと思われる。また調査地より

約30m南の上塁⑤においても約8mにわたって土塁が谷側へ崩れており、同様の現象と思

われる (注 2)。 また調査地付近には枡形など入口を防御する施設が認められないことか

らも、今回の調査地は大手国の可能性は低いと考える。

(3)大手道 (第 19・ 20図 )

第 3調査区では大手道の確認を目的として調査を行ったが、道などの造成面は検出され

なかった。以下、北東側谷筋の評価と大手道の問題について述べることとする。

<北東側谷筋>

烏帽子形城を攻撃する観点で城内に接近するルートを考えると、西は石川に接し、石川

沿いに低地が広がる北側は切岸が施された急崖であるため、西側と北側からは容易には接
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近できない。東は切岸もなく緩斜面が広がるが、鳥帽子形八幡神社があり、寺社に対する

畏怖の念が強かつた当時においては精神的に攻めにくい斜面であつたと思われる。南は丘

陵の尾根が続くが、東西にのびる大きな谷が堀切の役割を果たしている。このような中で、

北東側から城内へとのびる谷筋は、最も容易に城内へと接近できるルートとなっている。

しかし、一見容易に見えるこの谷筋には、攻撃されやすい弱点を補うべく様々な防御の

工夫がなされている。谷の両側斜面は切岸となつているため、尾根上へ登ることは困難で

あり、谷頭へと進むしかないが、谷頭はアテマゲによって見通しが進断される。アテマゲ

を過ぎると谷底幅が狭くなり、再び谷幅が広くなる谷頭に至ると、正面は比高7mを超え

る土塁⑤が立ちはだかるように現れ、谷全体で防御性が高められている。このため、大手

道というよりはむしろ敵をおびき寄せて攻撃するようなルートと言える。もちろん登城道

は複数あり、この谷筋もその一つとして機能していたと思われる。谷の入口部で行った昭

和61年度の調査において中世の上師皿や政和通宝が出上しており、谷の利用までは否定で

きない。ただ、城の東を走る高野街道と接点がなく、大手道とは積極的に想定しがたい。

<大手道>

では大手道をどのように考えるかであるが、大手道が城下と城を結ぶ道である以上、ま

ず城下の場所を考えなければならない。烏帽子形城の城下については、かつて発掘調査や

文献史料、小字名などから城の北東に位置する大日寺遺跡周辺を想定した (小林20■ )。

ここでは大日寺遺跡から烏帽子形城の東側尾根を通るルートを大手道とする可能性を指摘

しておく。

大日寺遺跡と東側尾根の接点付近には高野街道がはしり、現在も「カンショカケ」や「房U

久神上掛け」などの小字が残っている。これらの小字は村の入口や境界で疫病の侵攻を防

ぐために行われた綱かけ神事の名残であり、高野街道に接して何らかの入口の存在を意識

させる。ここから東側尾根上へ上がり城内へと向かうと、堀切もなく尾根と城の接点まで

たどり着く。現在、公園の遊歩道の設置によって改変されているが、当時の堀Hと 上塁⑤

は遊歩道を超えてさらに南側まで延びていたと思われ、これらを迂回する形で堀Eへ入り、

堀Eか ら土橋を渡って曲輪に至るルートを大手道と考えたい。この場合、導線の複雑な折

れにより曲輪への見通しが悪く、堀Hと 堀Eの食い違いも効果的なものとなる。また先述

した土塁③も堀Dの堀内障壁への攻撃拠点となるだけでなく、大手道の折れ部に対する攻

撃の支点ともなり効果的な場所に位置することになる。

城の構造の問題は地表からの観察だけでは限界がある。問題意識をもった発掘調査や地

元に残る資料収集など継続的な総合調査が不可欠であり、今後の課題である。

注1:中井均氏のご教示による。

注2:本稿執筆時に土塁①の上層観察を行つたところ、造成方法は土塁⑤と同じく版集は確認されなかつ

た。また土塁①にも土塁が大きく崩落している場所が3ケ 所あり、土塁⑤と現況も類似する。
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第 2節 烏帽子形城跡 (E B S10-1)

1 調査 に至る経緯 と目的 (第21図 )

本調査は市指定史跡 (現国指定史跡)である烏帽子形城跡について、今後の保存・活用

のための基礎的な資料を得るために行った。本城の北東部に続く尾根には、数段のテラス

状の地形が尾根筋に沿つて認められ、堀の外側に展開する捨て曲輪の可能性が指摘されて

いた (中井2001)。 本調査ではこれらのテラス間の段差が最も大きい箇所を選定し、切岸

など人工的な造成の有無の確認を目的として調査を行った。

調査地付近の地形を詳述すると、調査地が立地する尾根は土塁④の北東隅から北東へ向

かって標高が下がる尾根である。尾根の付け根にあたる土塁④との接点は、堀切Gを設け

城内と遮断している。堀切Gの外側には標高167m、南北10m× 東西15mの平坦面が広がる。

この平坦面を西端、最高所、最大規模として、東へと階段状に標高を下げながら平坦面が

4段続く。これらの平坦面より東は北側も南側も切岸となっているため、やせ尾根となっ

て東へのびる。調査地は標高162.7mを はかり、西から数えて3段目と4段目の段差にあ

たる。

第21図  E B S10-1調査区位置図 (1/2500)
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2 調査の方法 と層序 (第23図 )

調査は平成22年 6月 10日 に開始し、平成22年 6月 18日 に終了した。調査では、まず調査

区周辺の落ち葉の除去と除車を行い、現状での写真撮影を行った後、人力により遺構面ま

で掘り下げ、遺構の検出を行った。遺構平面図は50分の 1の縮尺で平板測量により作成し、

一方で、調査区壁で土層の観察を行い、20分の 1の縮尺で土層断面図の作成を行った。

基本層序は現地表から表上である黒褐色細砂混じリシルト(1層・層厚20cm)、褐色細砂 (2

層・層厚30cm)、 明黄褐色シルト (3層・層厚40cm)、 明褐色シルト (4層・層厚25cm)、

明黄褐色シルト (5層・層厚30cm)、 明褐色シルト混じり細砂 (6層・層厚20cm)、 明黄褐

色細砂混じリシルト (7層、9層・層厚30cm)、 地山である。

3 調査の結果 (第22図 )

当初想定された人工的な盛土や切岸などの施設は検出されず、地山も比高差0.5m、 傾

斜角度も20度 と緩やかなものであった。

① 10YR 2/3 黒褐色 細砂混じリシルト (表土)

② 10YR 4/4褐色 細砂
③ 10YR 6/6 明黄褐色 シルト
④ ■5YR 5/6 明褐色 ンルト
⑤ 10YR 6/6 明黄褐色 シルト (地山プロック含む)

⑥ 7.5Y 5/8 明褐色 シルト混じり細砂
⑦ 10YR 6/6 明黄褐色 細砂混じリシルト (地山プロック多く含む、マンガン含む)

③ 10YR 5/4 にぶい責褐色 シルト混じり細砂
③ 10YR 6/6 明黄褐色 細砂混じリシルト

第22図  E B S10-1平面図 (1/50)、 第23図  EBS10-1土 層断面図 (1/50)
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第24図  E B S10-1出土遺物実測図 (1/4)

4 遺物 (第24図 )

本調査では表土直下から丸瓦が 1点出土した。1は無段の九瓦である。凸面は縦方向の

縄ロタタキの後、粗 くタテナデを施し、丁寧なヨコナデで仕上げる。凹面は布目が残る。

両側縁凹面側は1,1～ 1.9cm幅 で非常に浅 く面取りされ、側縁の断面形は方形に近い。焼成

は硬質で、色調は灰白色を呈す。胎土は緻密で、 1～ 3 alm大の石英、長石、チヤートを含

む。Mlに該当し、中世の所産と考えられる。

5 まとめ (第25図 )

本調査では人工的な造成が確認されず、城内の普請とは様相が大きく異なっていた。し

たがって副次的に曲輪として利用した可能性までは否定できないが、常時維持管理してい

た曲輪ではないことが明らかとなった。すなわち、堀GoHを境に城内と城外に明確に隔

たれていたことになる。しかし、城外にも烏帽子形山内には今回調査したような平坦面が

複数あり、これらの平坦面について、以下述べることとする。

<城外の平坦面>

第25図は城外の平坦面を図示したものである。平坦地 1～ 4は東側尾根上にあり、平坦

地 1は私有地のため踏査できていないが、平坦地 2・ 3は 10× 3mと 小規模な平坦面では

ありながらも、西側の谷の入口部、北の長野方面、東の高野街道を見下ろすことができる。

平坦地4は現在の古墳広場にあたり、60× 20mと 平坦面の規模も大きく、北の金胎寺城

を見通すことができる。昭和63年度に発掘調査を行ったが、中世城郭に関連する遺構・遺

物は検出されなかった。

平坦地 5。 6は現在竹林に視界を遮られ眺望は確認できなかつたが、20× 20mの平坦面

が広がる。ただし、南へ傾き削平も甘い。

平坦地 7・ 8は現在のものみの原広場とお弁当広場にあたる。平成10年度に発掘調査を

行ったが、近世の遺物が出土したのみで、城郭遺構や中世の遺物は確認されなかった。し
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第25図 鳥帽子形城跡周辺地形図 (1/10000)
大阪府公文書館所蔵「大阪府管内地形図・昭和36年測量」に加筆

かし、眺望は優れ、西の高向方面だけでなく、仁王山城があつた日野や金剛寺方面まで見

渡すことができる。

これらの平坦面はいずれも規模が小さい点や、削平が甘い点など曲輪としては未発達な

面もあるが、「眺望がよい平坦地」、「兵の駐屯が可能な平坦地」であることから、曲輪 I・

Ⅱとあわせて副次的に曲輪として利用した可能性や、曲輪 1・ Iよ り古い段階の城の痕跡

である可能性を指摘しておきたい。
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第 3節 鳥帽子形城跡 (EB S10-3)

1 調査 に至 る経緯 と目的

当該調査は、市指定史跡 (現国指定史跡)である烏帽子形城跡を保存 し、将来的に国指

定史跡として活用を図るための基礎資料を得ることを目的として実施した。

曲輪 Iお よび曲輪Ⅱについては昭和63年度に調査が行われ、特に曲輪 Iにおいては数棟の

瓦葺きの礎石立建物跡を検出するなどの成果を得た。曲輪の周囲には、曲輪を巡る横堀や

土塁、尾根筋には堀切の存在が現地表の観察から想定されている (第 3図 )。

このような想定を起点として、これらの本来的な形状や上面における遺構の有無を確認

する必要性が高まり、平成17年度より発掘調査を実施している。平成17年度は曲輪の西側

に伸びる尾根筋に位置する堀切と、曲輪 Iの東側に位置する堀 Fと 上塁④の調査を実施し

た (E B S05-4)。 平成18年度には、土塁③南側の上部およびその上部から堀Dの肩部

にかけて調査 した (E B S06-1)。 平成19年度には、前年度に引き続いて堀Dの肩部か

ら堀底にかけて調査を行った (E B S07-2)。 そして、平成20年度は、平成19年度の調

査区を南西方向にさらに拡張した (E B S08-1)。 平成21年度は、E B S07-2調査区

とE B S08-1調査区にまたがる形で拡張した調査区を設定し、これらの調査が及ばな

かった堀Dの堀底を検出した。平成22年度は、山城としての遺構の東限を確認するために、

第26図  E B S10-3調査区位置図 (刊 /2500)
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現地表の観察から捨曲輪と推測されている部分の調査を実施した (EB S10-1)。

今回の調査 (EBS10-3)は 、曲輪 Iの東側中央縁辺部を対象とした (第 4・ 27図 )。

現在、曲輪Ⅱの東側中央部には曲輪Ⅱとその東側を結ぶ遊歩道が敷設され、曲輪 Iの東側

の入口になっている。この遊歩道の南側に曲輪Iの東側中央縁辺部分が隣接する。遊歩道

は、曲輪Iの東側で、堀Dと堀 Fを 区切る土橋の上面を通って曲輪Iへと延びている。曲

輪Ⅱの平坦面の標高が約176～176.5mで あるのに対し、土橋上面の標高は約171.5～ 172m

を測 り、曲輪Ⅱが概ね4m高 くなっている。つまり、東側の上橋から西側の曲輪Ⅱへ上が

る傾斜となり、そこを遊歩道が通る。そして、その遊歩道のある傾斜部は北側で堀 Fと 面

し、南側で曲輪Ⅱと面するが、遊歩道が曲輪エヘ伸びて同様の平坦面になるまでには、傾

斜部と曲輪Ⅱの平坦面に高低差があり、北側下方へ傾く斜面地をなしている。この斜面地

の西側一部は盛り上がって曲輪工の平坦面が一部拡張して北側にせり出した地形を呈し、

遊歩道のある傾斜部との接点に段差を形成している (段差α)。 このような東側から曲輪

Ⅱへ上がる入口部分の現地形から、城郭遺構として虎曰アが想定されている。そして、土

橋から虎ロアを通って曲輪Ⅱへ上がる動線として、現在の遊歩道と同一経路を通る場合と、

北側下方へ傾く斜面地を上がる場合の二つが考えられた。またこのとき、北側下方へ傾く

斜面地に盛り上がった曲輪Iの拡張部、段差 αの城郭遺構として本来的な構造が問題とな

る。すなわち、曲輪Ⅱが崩落や削剥により形成されたものか、あるいは動線に屈曲をつけ

るための何らかの城郭遺構かという問題である。今回、当該地点を調査対象としたのは、

この虎ロアの具体的な様相を明らかにし、上記の可能性を検証することを目的としている。

さらに、ここに調査地を設定したもう一つの目的がある。曲輪Ⅱは標高176～ 176.5mで

平坦面が広がるが、その東側中央部から南東側にかけて平坦面は一段下がって段差が形成

され (段差β)、 標高約175～ 175.5mで小規模の平坦面が広がる (曲輪Ⅱ下段)。 この曲輪

Iの東側中央部から南東部にかけての段差βについては、虎口に伴うものか別の曲輪Ⅱの

細部構造なのか、あるいはそれ以外か、様々な可能性が考えられる。また、曲輪Ⅱ下段に

ついても虎口や曲輪Ⅱ上段との関係も問題となる。これらの点を念頭に、発掘調査によっ

て虎口から曲輪工にかけて、そして曲輪Ⅱの細部について明らかにすることも目的とした。

2 調査方法

(1)調査手順

調査は平成22年10月 1日 に開始して10月 12日 に一時中断した。平成22年 10月 26日 より調

査を再開し、12月 17日 に調査を終了した。

調査の手順として、まず調査区およびその周辺の除車や落葉等の除去を行った。その後、

人力掘削により遺構面を検出した。

調査区の遺構全体図の作成にあたって平板測量を実施し、50分の 1の縮尺で図化した。

個別の遺構等については必要に応じて10分の 1の縮尺で平面・断面・立面図を作成した。
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第27図  E B S10-3調査区配置地形図 (1/500)

-48-



同時に、調査区壁で地層を観察し、地層断面図を20分の 1の縮尺で作成した。地層断面や

遺構などの写真は、35ミ リカメラ (モ ノクロ・カラーリバーサル)お よびデジタルカメラ

でそれぞれ調査担当者が撮影した。

調査期間中、市指定史跡烏帽子形城跡保存活用計画策定専門委員会委員による現地立会

の機を得て、指導を仰いだ。また、2010年 10月 21日 ～24日 に河内長野市教育委員会が主催

する『ぐるっとまちじゅう博物館201側 が開催され、これに併せて発掘調査現場を公開し

た。

調査終了後、整理作業を行い図面台帳・遺物登録台帳・写真台帳を作成した。

出上した遺物については、洗浄・注記・復元の作業を経て、必要に応じて実測図の作成と

写真撮影を行い、本書に掲載した。また、遺物は報告書掲載遺物と未掲載遺物に分別して

収納した。

(2)調査区設定 (第 28図 )

今回の調査では、調査区を曲輪Ⅱ東側中央縁辺部に第 1調査区と第2調査区を設定した。

第 1調査区は、曲輪Ⅱ東側中央縁辺部の北東へ下降する傾斜地と段差βを対象に、第 1-

1～ 1-3ト レンチの3つ を設定した。

第 1-1ト レンチは、虎口と想定される箇所で、曲輪Ⅱから北側の遊歩道に向けて下る

斜面地に設定した。規模は、南北長5.8m× 東西幅 lmである。

第 1-2ト レンチは、第 1-1ト レンチの東側南端部にL字状に直交する形で設定した。

規模は、東西長5mX南北幅 lmである。調査にあわせて、第 1-2ト レンチの北側で、

第 1ト レンチから2m東側の位置に南北長 lmx東西幅0.7mの 拡張 トレンチ (第 1-2

トレンチ拡張部 1)を直交して設定した。さらに、第 1-1ト レンチと第 1-2ト レンチ

の北側交点部にも調査に応じて南北長0.5m X東西幅0。2mの拡張 トレンチ (第 1-2ト レ

ンチ拡張部 2)を設けた。

第 1-3ト レンチは、山輪Ⅱの中央部から南東部における段差部分を姑象として、第 1

トレンチ西側を拡張する形で設定した。規模は、南北長3mX東西幅2.4mである。なお、

第 1-3ト レンチの北側には、地層堆積状況を確認するためにサブトレンチを設定した。

第 2調査区は、段差αを対象として、第 1-3ト レンチから西側に0,7m離 れた位置に、

第2-1～ 2-3ト レンチの3つを設定した。

トレンチは、最終的に南北長5mX東西幅5mの正方形になるように3つのトレンチを

二段階に分けて設定した。一段階として、第2-1ト レンチと第2-2ト レンチを平行に

距離を開けて設け、二段階として、これらの間を埋める形で、第2-3ト レンチを設けた。

第2-1ト レンチ、第2-2ト レンチはそれぞれ南北長 5m× 東西幅 lmの規模で設定

した。第2-1ト レンチは、曲輪 Iの裾部付近で第 2調査区の最も西側に位置し、段状地

形の段差が小さくなる箇所にあたる。第2-2ト レンチは、第 2調査区の最も東側に位置
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し、段状地形が比較的大きく認められる箇所にあたる。

第2-3ト レンチは、南北長 5m× 東西幅 3mの規模である。ただし、第3ト レンチの

南側は立木があったため南北長1.lm X東西1.lmの範囲部分は未掘削である。

なお、第2-1ト レンチ、第2-2ト レンチは、地層堆積状況を確認するためにサブト

レンチとして掘り下げ、断ち割り調査を実施した。

3 基本層序 (第29図 )

今回の調査区の基本層序は、表土層、埋没土層、第 1-1層、第 1-2層、第 2面直上

層、第 2層、第 3面直上層、第 3層、地山層に大きく層序区分できる。これらの層は、さ

らに下位層に細分できる。つまり、下位層は、基本層序となる上位層を構成する。

なお、上位層については「第 1-1層」というように「第」をアラビア数字の前につけ、

下位層については「 1層」のようにアラビア数字のみを記すことで区別する。

表土層 (1層 )

現地表の基盤となる層である。腐葉土やその直下層で土壊化の度合いが母材部分に比べ

て極めて強い部分を含めた。表土層は黒褐色極粗粒砂質細粒砂で、調査区全体に層厚約 4

～12cmで堆積している。なお、第 1・ 2調査区北側遊歩道との隣接部分では、下層の埋没

土層とともに擾乱されており、腐葉土と埋没土層の偽礫が日立つ。

表土層からは瓦 (第43図 17・ 18)が出上している。

埋没土層 (2～ 7・ 69・ 97・ l13層 )

表土層の直下で、第 1面およびその第 1面直上層を覆う層である。当該地が山城として

廃絶した後に堆積したと考えられる。埋没土層は、大きく上層 (2層 )と 下層 (6層)に

分けることができる。上層である2層の上質は、黄褐色細礫～極粗粒砂混じリシルト質極

細粒砂で、調査区全体に層厚約10cmで広がる。ただし、段差αの側面部分などの地層堆積

しにくい部分や、調査区北側で遊歩道に接する場所で、遊歩道設置に伴って擾乱されてい

る部分では、2層が見られない。一方、下層である6層の上質は、明黄褐色極粗粒砂混じ

リシルト質極細粒砂で第 2調査区を中心とした曲輪Iの平坦面部分に層厚約10cmで広が

る。土質としては、次に説明する下層にある8層 と近似しており、平面での判別は困難で

ある。そして、第 1-3ト レンチの曲輪I平坦面上まで見られるが、第 1-1ト レンチよ

り東側、つまり、段差βより東側では見られなくなる。なお、第 2調査区の西側に分布す

る4・ 5層は、何らかの要因で 6・ 7層が擾乱を受けたもので、これらの偽礫を含んでい

る。 4・ 5層は明確な遺構とは言い難く、詳細が不明であるため、ここでは埋没過程のあ

る段階に何らかの作用を受けたものとして認識するに留めておく。

埋没土層の上層および下層からは瓦質甕 (第44図 31。 32)、 土師皿 (第44図34)中国製
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穂M拉砂～翻 混じリ ンルト質醜 砂～細粒砂
極狐粒砂～4粒砂混しリ シルト質樫細粒砂
獲題叔砂～組蔵砂混じり た翔逆砂質シルト
シルト質細疵砂～極瓢粒ψ
極税u砂～超粒砂温しリ シ″卜策鰤 粒砂
細礫～檀粗粒抄混しり 極細注砂資シルト
2～鉤 大の擦を含む 細森～粗蔵砂混じリ ンルト質慈細荘砂
獲組蔵砂を微■に含と
粗泄砂混じり 極瓢激砂質ンルト
E4tV砂

'雛
粒砂混じ切 獲剤蔵砂質シルト

簿鶴H砂―/■upEし り 細粒砂～江細粒砂
撥霞泣抄～瓶粒砂混じリ シルト興恒細粒砂

題滋砂混しり 檀細泣砂質シ″ト

毎避霧密掻髯七参貫97【
ツク含■ 2W″ 淡費色 慈瓶蔵砂抑 じり 湛瓢粒砂

粗逆砂混じり PJIVp鞠 散砂
題逆砂滉じリ シルト質 細粒砂～海畑蔵砂
4HWp混 じり 細蔵砂～獲細社砂
極粗激砂～嶽赳抄混じり 極細逆砂貫シルト
極粗逆砂～理粒砂混じり 痙細荘砂質ンルト

壱響
粒
宅隔匙審奏9'【

ロツク～蔵団鬱 く含む 必Y∽ 明費獨色 H14～ 垣粗辻砂混

孵雫賽選霜髭よ
酪 アロツク~H厨 を含Jユ∝ R∽ 麟 褐色 瓢壌～粗粒砂混じリ シ

窪瘤蔵砂～/RHp混 じリ ンルト舞饉細粒砂

拝翠
粒砂質シルトの小アロック含む lllYR 6/8 EHWp～ 紙粒砂混じり 擁細逆砂質シ

細環～種粗江砂混じり mup=中 蔵砂質ンルト
細疎～櫛観激砂混じリ シルト質細粒砂i恒細蔵砂
醜 砂～粗粒砂少二混じリ ンルト舞櫨細粒秒～細粒砂

鰯 鶴
を
明 輔 絨

～組蔵砂混じリシルト醐 紗
Itcmkの細疎を,二含む 鶴観粒砂!観H砂混じリ シル蜘 粒砂

1～ 2コ大の細礫含む た粗蔵砂～Hup混 じり 複細粒砂～ンルト
組蔵砂混じり 癌細粒砂～シルト
権題粒砂を微二奮し 4Hp～ ■粒砂混じり EltH粒砂質シ″ト
機観蔵妙を少量含む 極細逆砂～細厳砂
煙理激砂→麟 砂混じり 極郷激砂～ンルト
魏 砂―/dHPj混 じリ シ″卜輿臨細注砂
機mu砂～瓶粒砂混じり 福翔粒砂質シルト
福狙滋砂→狙粒砂混じり 樫郷疵砂～細粒ψ
lCDAの 細藤を少二合J 瓶濯蔵砂～粗江砂混しり 檀組粒砂～細逆砂

騨 留 緒
シルトの刀ヽカ ックとlllYR開 漿 絶 t41H勘～シルト勢 カ ック鵜

シ
し

'卜

余テEチ 多手琶L猪
6/8殴絶 4111粒砂質シルト小プロックと5Y8/9淡寅色

櫛観蔵拶―/H41D混 じり 趣細蔵砂質ンルト
細礫-4/BIuDEじ り 標細激砂～シルト

翻 認 Ξ琳 、
の刀ヽカ ック41● 始 と 2577/6明綿 色 獲螂 砂-4uV混 じり

gm～ acmkの 中疎を中二含む HWp混 じり 魏 砂質ンルト
EHup～ HwD混 じり 極翔泣砂質シルト
細礫～樫醜 砂混じリ ンルト範 印噸紗

粗粒砂～,粒砂混じり 落細辻砂質シルト
櫛巴柱砂～組粒砂混じり 進翔泣砂質ンルト
桓組激砂拗 混じり 極翔逆砂質ンルト
縛H厳砂微二混じる 権細粒砂賓シルト
榔H蔵砂―raHD混 じり 福躙泣砂質シルト
ン
ヶ舟雫嘲

トプロツク含む lllYR餡 明費縄色 HIa― MHuptじ り

切 桜 臨 継
小プロック拶 く合も 10YR∽ 明螂 色 細礫

"じ
り

路基鞠 み誤 鳩 鏑 翻 躍 需 騨
炒 質ンルトカ ック腕 じる

選鷲ミ綴豊鼈駐覇緞 ラ科雫娑細疑砂～福細粒砂
細礫→観戒砂滉し, 中粒砂質極細粒砂

獲酒蔵砂～4Vp混 じり 極瀬粒砂賓ンルト
細礫～獲粗蔵砂混じり 超細粒ゆ質シルト
細礫→徴競 砂混じリ シルト質潮 逆砂
細礫～櫛観疵ゆ混じリ シルト
/raWp～中江砂混じリ シルト
,球 12～

“

a)～ 細礫が多く混じる 瓶細粒砂質ンルト
癌凛粒砂～粗蔵砂混じり 極細粒砂質ンルト
L4Wp～ 混しリ シ″ト
/HIPJEじ り 務期�砂質シルト
細崇～煙轟蔵砂 alL混 じる MIm逆砂質シルト
lm凍～櫛u蔵砂混じり 41m江砂質ンルト
細募～趣瓶蔵砂混しり 極翔江砂～細疵砂
細環～極服粒砂混じる シルト質E細嵐砂
細疎～榔H蔵砂灘しり 権細粒砂質ンルト
翔礫～福粗蔵ゆ滉じり 獲細狂砂貫シルト
組粒砂混じリシルト質中粒砂～細粒砂

寛含j 腐食した存機駒を多■に含む
瓦 ■器合む

寛含j

lllYR 5/8赤 の漸 ヒ森、極薇量含じ
炭化駒含む
酌 大の際 獲搬置合j
劇 ヒ切含J
瓦片含と 則 と切がやや多く含む
節 大の礫、IERI含む

鞠 まょ粒回徴I含む
劇 ヒ駒含j

瓦含む

lcmkの 風化礫、極微工合む

雰出来の蔵口が目立つ

劇 七助を多く含む
■5Y8/a淡 黄色 シルトの小アロック獲薇二含じ
炭化,合と このをから■師皿がまとまって出土
3mの森、た微二含む

7うY8/J白 色 シルトの燕団～小プロック 微王書J

2-餓 つ豪、経微五含む
75Y3/8浜 黄色 連細粒抄～シ″卜の小プロック 蹴 の森、檀微置含j
財 ヒ蒻 瓦含じ

瓦含む

iOYR 6/B 甥黄稿色 狙粒砂合J 細蔵砂～極細拉ゆの小プロック極微I含と

2～ 3cm大の森、樫微二含j

狙激砂務無工含む ンルト質細戒砂～獲翔迂砂
炭把防含むところあり

7うYa/8淡黄色 ンルト 小アロック～泣回、獲徴Д含む
75Y8/8淡責色のシルト 小アロック～粒団、こ微二含J
財 ヒ税含む
7573/3淡黄色のシルト歳団、極薇二含j
獄 の環、獲徴I含む
7うY8/8淡賞色シルト 小プロック～粒団、な微二含と
瓦含む
75Y8/3淡資色のシルト 小プロック～逆回、檀微工合む
炭イヒ笏含j
炭化獅合む
瓦合j

■器合と

炭化駒含む

ｎ

Ｈ

ワ

　

　

４

】

Ｆ

ｌ６

‐７

Ｂ

Ｏ

力

２‐

″

ぉ

％

　

必

雰

″

閉

　

力

∞

３‐

　

諺

“

留

“

“

Ｖ

“

働

ゆ

４

鬱

４

“

お

“

守

螂

●

　

ｍ

ａ

磁

　

“

望

“

“

ｖ

邸

　

ω

　

ω

６‐

　

ψ

田

“

“

∞

Ｗ

　

偲

ω

Ю

■

穆

猾

密

“

“

η

　

密

ｐ

　

∞

８‐

　

Ｗ

　

鵠

盟

“

　

“

Ｖ

“

働

∞

９．

　

レ

　

”

盟

９５

∝

　

Ｗ

∝

”

ｍ

ｍ

ψ

唖

μ

瑯

誦

Ｖ

唖

Ｄ

ｌｌＯ

ｍ

ｌｌ２

出

Ｗ

朧蝉蝉蝉韓韓蝉韓難輯蝉離　蝉離唖灘　蝉唖蝉　蝉韓韓朧蝉蝉韓蝉囃朧蝉囃韓蝉囃難難韓　蝉建中　囃地綿囃唖睡　聴　韓蝉　絶韓蝉呻韓蝉　難韓蝉韓韓韓蝉囃囃聴　囃縫　蝉綿　灘　蝉呻蝉　晦蝉綿呻韓艇　離　純囃蝉蝉　蝉　蝉聴囃蝉囃囃蝉蝉囃蝉蝉韓韓範難蝉

中拗］］］］］］］］中理　］］蜘弾　］］］　］］蜘聰］］］］拗］］］］蜘弾］蜘蜘　］中蜘　蜘弾］蜘］中　中　］蜘　］］蜘］］］　勒］］蜘］蜘蜘］］中　蜘中　］蜘　勒　］］］　］］］］］彬　勒　弾］蜘拗　］　］中中］］］］］］］］蜘蜘弾蜘］

5Y8/4A資色のシルト小アロッタ燃獄二含む
炭イヒ切含J
5mAの礫、こ歳五含む

加 大の確、こ微二含む 獲瓢蔵砂～理蔵砂は注団状になる
lcmAの 際、極微二合む
5cmkの 凍、極概工含j 機秘位砂～粗粒砂は粒回状1こ合と
I～ 2cm大の環、こ搬

=含
j

l～ 加 大の韓、こ獄
=含

J

lem大 の森、獲概置含と

25Y7/4淡質色ンルト泣団極徴量含と
R北駒含む
兵1ヒ切含と

25Y7/6明資縛t 441t粒 砂～翻世砂の小プロック領置合J
庚化駒合と
加 大の礫、こ微二含む
劇 ヒ蒻含J
阿 ヒ切含む
瓦含と
2～

「

DAの森、猛微二含む
下方tこ 財 ヒ駒含む

財 ヒ切合J 瓦含む

3～ 函 大の転 盛薇景合j
炭イ助 含と
シルトアロック色微二合む
炭イ駒 力fa― と
40の アロック極僚工含む

ンルトプロック塩微量含む
ンルトプロック少温含む

地山由来の75YR 4/8明 褐色 シルトアロックカイ 部方向に鵜移的に多くなる

炭化駒合と
球 の碑 標徴よ含と
酌 大の凍 多景に含j
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白磁輪花皿、備前焼播鉢、土師質甕、土師質火鉢と瓦の破片が出上している。

第 1-1層 (8～ 10・ 40・ 47～ 56・ 60。 66・ 84・ 87・ 95。 99・ 100。 ■0・ 111層 )

遺構面である第 1面の基盤層である。土質は責色～黄褐色極粗粒砂混じり極細粒砂質シ

ルトで、層厚約10～ 15cmで、主に曲輪 Iの平坦面に堆積している。斜面地にはほとんど認

められない。

同じ第 1面構成層のなかに8層がある。この層は、第2調査区の北端部に堆積している。

この層は、1988年 (昭和63)の調査で設定された第5ト レンチの調査報告において、整地

上層として認められている地層と同一層位と考えられる。調査区】ヒ西部の8層上面にはS

S6が検出されており、 8層上面が遺構面として機能したと考えられる。

第 1-1層上面で、SS6。 S S10を 検出した。また、下面遺構としてSK5を検出し

た。

第 1-1層からは、土師皿 (第44図 19)、 瓦質奏 (第44図 33)、 瓦が出上している。

第 1-2層 (11～ 16・ 22・ 41・ 81・ 82・ 112層 )

第 1-2層は第 1-1層 を支持する盛土層である。上質は、淡黄色シルトブロックを多

く含む明黄褐色極粗粒砂混じリシルト質極細粒砂で、層厚約15～ 20cmで盛土される。第 1

-2層は、曲輪Ⅱの主に平坦面上と第 2調査区北西隅に進積が認められる。

詳しく示せば、曲輪Ⅱ平坦面の堆積は、東側は段差βと曲輪Ⅱ下段の境、つまりS S10

の位置よりも西側に堆積し、北側は段差αの手前の位置まで堆積している。このことから、

第 1-2層は、曲輪Ⅱ平坦面を嵩上げして、第 1面を構成すると考えられる。なお、西側

及び南側については、どこまで分布するか不明である。

また、第 2調査区北西隅では、後述するSD8(第 2面上面遺構)の埋上が第 1-2層

と考えられ、SD8埋土上層には、第 1-1層 を構成する整地上である8層が堆積してい

る。このことから、このSD8の埋土についても、同様に第 1面を支持する盛上である第

1-2層 と考えられる。

なお、調査の過程上、曲輪Ⅱ平坦面上で、部分的に第 1-2層 まで到達し、SK5を部

分的に検出した。しかし、層序対比から、SK5は第 1-1層下面遺構として認識でき、

本来は第 1-2層上面が遺構検出面となる。したがつて、便宜上、第 1-2層上面を第 1

-2面 とした。

第2面直上層 (17～21・ 23層 )

第2面の直上を覆うもので、第 2面が生活面として機能する段階に堆積ないし上壊化し

た層である。土質は明黄褐色極粗粒砂混じリシルト質極粗粒砂で、層厚約 5 cmで堆積して

いる。曲輪Ⅱ平坦面に主に堆積する23層 とSD8(第 2面上面遺構)の機能時に堆積した
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層 (17～21層 )がこれに当たる。

23層 は、東は第 1-3ト レンチ東端で収叙 して確認できなくなり、北は段差αの傾斜変

換点あたりまで見られる。この層からは、16世紀後半の上師皿が比較的まとまって出上し

ている (第44図21～ 24。 27～ 30・ 35)。

17層 は、SD8の最終機能時に堆積した砂層である。21層は炭化物を多く含む層で、S

D8の直上に位置する機能時堆積層である。これらの層からは遺物は出上していない。

第2層 (斃～29。 42・ 43。 45。 46・ 57～ 59・ 61～ 63・ 65～ 68・ 85。 86・ 100・ 101・ 103層 )

遺構面である第2面 (第 2層上面)の基盤となる盛土層である。土質はシルトブロック

と礫を中量含む明黄褐色極粗粒砂混じり極粗粒砂質シルトで、第 3面および第 3面直上層

の上部を層厚約10～ 60cmで大規模に盛土している。第2層 は、特に曲輪Iの上部および推

定虎口の斜面部分に層厚約50～ 60cmと 厚 く堆積する。しかし、北は段差αより下方は層厚

約10cmと 薄くなる。段差αの東側については、木根による攪乱作用のため本来の堆積状況

はとどめていない。一方、東側の曲輪Ⅱ下段部分は段差部分は層厚約15cmと 薄くなる。さ

らに、東側の斜面は崩落が認められる部分もあり本来の堆積状況は不明である。

このときの大規模な盛上による土地造成が、段差αの基本的な部分を形成している。

第 2層上面で、SD8を検出した。

第 2層からは第 1調査区北側において16世紀後半の瀬戸美濃焼鉄釉丸皿 (第44図20)が

出土している。

第3面直上層 (70。 88・ 89・ 108・ 114層 )

第 3面の直上を覆うもので、第 3面が生活面として機能する段階に堆積ないし上壊化し

たと解釈できる泥質な層である。土質は、明黄褐色極粗粒砂混じり極細粒砂質シル トで、

層厚約10cmで調査区の北東側斜面部分を中心に堆積している。後述するSD9の埋土も同

一層と考えられる。

第 1調査区では、後述するSX2の直上に堆積する同層内から瓦がまとまって出土 して

いる (第38～ 42図 7～ 16)。 また、第 2調査区の同層からは瓦質指鉢 (第44図26)力 S出土

している。

第3層 (30～ 39・ 44・ 64・ 71～ 80・ 83。 90～98層 )

遺構面である第 3面 (第 3層上面)の基盤を構成する盛土層である。第 3面は地山層を

直接改変する部分と、盛土する部分とがあり、その盛上部分を指す。盛上部分の上質は、

明黄褐色極細粒砂質シルトブロックと淡黄色シルトブロックが混じる土層で、主に地山に

由来するものが多い。層厚約20～ 50cmで、南側にやや厚く堆積する。ただし、第2-2ト

レンチでは、地山を検出しておらず、第 3層の層厚については不明である。
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第 3層上面では、SSl・ 3・ 4・ 7、 SX2、 SD9を検出した。

地山層

地山層は、赤橙色のシルト質細砂に黄灰色の極細粒砂質シルトがブロック状に混じる層

である。地山層上面の一部分は人為的改変を受けて第 3面を構成する。調査区内では、地

山層は、曲輪に近い部分はやや平坦で、北東から東側は下方に傾斜する。

なお、第2-2ト レンチの下層確認調査では地山層を確認できなかった。

4 調査の結果

今回の調査では、遺構面の平面検出を行っただけでなく、第 1-1ト レンチ 。第 1-3

トレンチ・第2-1ト レンチ・第2-3ト レンチではサブトレンチを設けて断ち割り調査

を実施し、地層堆積状況確認を実施した。その結果、当該地点には3つの遺構面があるこ

とが確認できた。遺構面は、上から順に第 1面、第 2面、第 3面 と呼称する。ここでは、

第 1～ 3面について、確認できた地層堆積状況と平面で遺構検出した結果を整理検討して、

《地形的特徴》と 《検出遺構》の項目を立てて報告する。

なお、復元図上で、各面ごとの地形的特徴として平坦地や斜面を記述する際、「平坦地 a」

のように、便宜的に主たる地形を示す語句のあとに小文字のアルファベットを順に付した。

基本的には、各面ごとにaから振り直している。そのため、他の遺構面の地形と区別する

必要がある場合、「第 1面平坦地 a」 のように遺構面の番号のあとに地形記号をつけて呼

称することとする。

また、検出した遺構については凡例に記した略記号のあとに連番を付した。したがって、

調査当初に、遺構として認識していて番号を付したものでも、整理作業段階で取り扱わな

くなって欠番となるものも存在する。

第 1面 (第30図 )

第 1面は、調査では第2調査区の南半分と第 1-3ト レンチで平面検出した。各調査区

断面で観察した地層堆積状況と検出した遺構平面とを検討して第 1面を復元した。先述の

ように第 1-1層上面が第 1面 として認識できる。この層は、曲輪Iの平坦部では後述の

第 2面上部に盛上して平坦地のみを嵩上げしたものである。そのため、斜面地では、第 2

面と第 1面がほぼ同一面として認識できる。

《地形的特徴》

第 1面では、基本層序でも記したように、曲輪Ⅱの平坦面の上に約10～ 15cmの厚さで盛

上して嵩上げし、平坦地 aが形成されている。平坦地 aの東側では嵩上げによって形成さ

れた斜面 bと なる。斜面bは比較的緩やかであるが、現地表面における段差β形成の成因
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第30回 EBS10-3第 1面復元平面図 (1/100)
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部分となる。斜面bの東側には平坦地 cが連続する。この平坦地cは、平坦ではあるが、

わずかに東側へ下つて、斜面 fへ と変化する。斜面fは堀Dと連続するため急傾斜となっ

ている。

また、平坦地 aの北側は、後述する第 2面のSD8を埋めて斜面 dが形成される。斜面

dは、北側で緩やかに下って段差 eに変化する。この段差 eは斜面 bと接 し、標高が上が

るにつれて段差が解消される。

斜面 fと段差 eは北側で平坦地 gに繋がる。平坦地 gは、緩やかに西側に上る面として

認識でき、土橋から曲輪Ⅱへと繋がる通路南側のあたると考えられる。

《検出遺構》

第 1面では、SK5、 SS6。 S S10を 検出した。

SK5(第 31図)は、土抗である。第 2調査区南東部に位置し、曲輪Iの平坦地 a上で

検出した。幅70～90cm、 深さ40cmを測る。ただし、SK5は、第 1面で検出できたが、第

2-2ト レンチ東壁断面を検討した結果、第 1-1層の下面遺構であることが明らかに

なった。したがって、本来、第 1-2面で検出されるべきものが部分的に第 1-1層の上

面で露出したことにより検出できた遺構である。そのため、東側へ遺構の規模が拡がるこ

とが明らかであるが、全容は判明しない。ただし、後述するS S10の 下層に上質の類似し

た地層が堆積しており、この辺りまで拡がる可能性がある。SK5からは、平瓦 (図版

13・ 1、 2)と 瓦質播鉢 (第44図25)が出上している。

SS6は、礎石である。第2調査区北西部に位置し、斜面 d上で検出できた。長軸50cm、

短軸35clllの 自然石で、 8層上面に平滑な面を上にして据えられる。SS6が据えられた位

置は、後述するSD8を埋め戻した部分にあたる。SS6直下の溝埋上には長さ45cm、 厚

さ12cmと 長さ25cm、 厚さ12cmの 自然石が 2段に重ねられており、SS6を据えるための支

持部として機能したと考えられる。SS6の機能は、下部を固めてさらに平滑な面を上に

しているため、礎石としての役割が想定される。しかし、第 1面において礎石と判断され

るものはSS6のみだけであるため、検討の余地は残る。

S S10(第 32図)は、石列である。段差βと曲輪Ⅱ下段との境の位置、つまり斜面b上

に沿って約15～ 35cm大の自然石を南北方向に上下 2列に並べて配置されている。段差′の

裾部を縁取る形になる。第 1-3ト レンチではトレンチ南側でしか確認できなかった。下

段が東側に、上段が西側に位置し、比高は約10cmで、南に行くにしたがってその差は小さ

くなる。東側下段は南北1.7mの範囲に9個の石を並べ、石を2段に重ねる部分がある。

西側は南北 lmの範囲に8個の石を並べる。下段に用いられる石は長軸力諺0～35cmである

のに対して、上段に用いられる石は15～25cmと 小振りである。第 1-3ト レンチ南側断面

には西側上段石列の石の続きが見え、南側に続きがある可能性がある。ただ、ピンポール

による試突で続きを探ったが、石列の続きは把握できなかった。S S10の 機能は曲輪Iの
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第31図  E B S10-3第 1調査区SK5遺構実測図 (1/20)
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第32図  E B S10-3第 1調査区S S10遺構実測図 (1/30)
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平坦地 aの縁辺を飾るものと考えられるが、山城に関連する機能としては検討の余地があ

る。

第 2面 (第33図 )

第 2面は、第2調査区北西部の一部のみで平面的に検出した。さらに、第 1「 1ト レン

チ、第2-1ト レンチ、第2-2ト レンチで断ち割り調査し、地層堆積状況を観察した結

果を踏まえて、第2面を復元した。断面における第2面の把握は、堆積上の上壌化層であ

る23層 を鍵層として行った。23層 は、第 1-2層の直下層で、第2調査区の平坦地 a部分

を通して水平に堆積していることが確認できた。ただし、第 2調査区北側の段差αの手前

あたりでは、23層 の堆積がやや北側に傾斜しながら収敏して立ち消える。この23層 の直下

層で、後述する第3層及び第3面直上層で挟まれた層を第2層 とし、その上面を第 2面と

した。

また、第2-1ト レンチ西壁断面においては、後述するSD8埋土最下部には機能時堆

積層である17～21層 があり、23層 の同時異層と認識できる。したがって、この層の直下面

も第2面として把握できる。

《地形的特徴》

第 2面の大きな特徴は、第 1-3ト レンチ、第 2調査区では第3面の上部に20～60cmの

厚さで盛上がなされる点である。この盛上によって北側に張り出すように段差 eが形成さ

れ、現地表で見られる段差αの成因となる。この段差 eも 、第 1面と同様に斜面 fと 東側

で接し、南側に上るにつれてその段差も小さくなる。

曲輪Ⅱにおいては、この盛上の上面に平坦地 aが形成される。平坦地 aか ら東側へは、

斜面 b、 そして平坦地 cにつながる。斜面bはかなり緩やかに東へ傾斜する。平坦地 cは、

第 3面上部に約20cmの 厚さで盛上して形成される。ただ、第 2調査区の西端から第 1-2

トレンチまでを通して見た場合、斜面 bから平坦地 cは全体的にかなり緩やかに東へ傾斜

するようにみえるが、平坦地 aか ら平坦地 cは、約10mの間隔での比高が約20～30cmであ

り、感覚的にはほぼ全体的に平坦であった可能性がある。

斜面 fは、第 3面上部に盛±20～60cmの厚さで盛土されて斜面が形成される。現地表に

おける斜面の成因になったと考えられる。このときの盛土によつて、後述する第 3面斜面

c・ f、 SX2の地形や傾斜変化が無くなり、単調な斜面地に変化する。

また、平坦地 aの北側には斜面 dが位置する。斜面 dは斜面 bに比べて、傾斜はややき

つくなっている。特に、第2調査区西側ではSD8の肩部と接する部分は顕者である。な

お、平面調査時において、斜面 dに堆積 していた23層 からは土師皿力Ⅵヒ側に流れ出すよう

な形でまとまって出上している (第34・ 44図、図版12)。 23層 は、平坦地 aが機能する時

点において、堆積したと考えられ、土師皿もその堆積プロセスのなかで廃棄されたものと
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第33図  E B S10-3第 2面復元平面図 (1/100)
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0               10cm

第34図  E B S10-3第 2調査区土師皿出土状況図 (1/4)
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考えられる。上師皿の年代的位置づけは16世紀後半頃であり、第 2面の機能もその頃と推

測される。

平坦地 hは、斜面 dの北側、SD8の東側でわずかに想定される平坦地である。平坦地

hの東側は段差 eと なるため、小段状を呈する。機能については、調査区外の北側とあわ

せて検討していく必要がある。

平坦地 gは、第 3面に盛土されて平坦面が設けられている。第 1面 と同様に、土橋から

曲輪Ⅱへと上る通路として機能していたと考えられる。

《検出遺構》

第2面では、SD8(第 35図、図版12)を検出した。

SD8は、溝である。第2調査区北西隅に位置し、第2-1ト レンチの断ち割り調査に

よって、その存在が判明した。第2調査区北西辺でサブトレンチを設定し、SD8を平面

的に確認した。検出面で幅110cm、 深さ32cmである。やや南東に弧を描きながら南西―北

東方向を指向している。

第 2-1ト レンチ

l二些

176.00rn

b'

SS6

175.00rn

o                    2コ
※土層番号は、第 2-1ト レンチ西壁断面図と対応する。    

―

第35図  EBS10-3第 2調査区SD8遺構実測図 (1/30)
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断面観察から、SD8内の直上層には機能時に堆積した層が確認できた。SD8直上に

は、斜面 dか らSD8内に落ちるように堆積する層や溝の壁に堆積する層がある (18～ 21

層)。 その内の斜面に堆積する21層 には炭化物が多く混じる。SD8下底部には、機能時

に最終的に進積した砂層 (17層)が認められる。17層 は、層厚 6 cmで粗粒砂～中粒砂の均

質な粒径で構成される層である。このような堆積から、SD8には泥が堆積しない程度の

水流があったと推察される。また、SD8が北東側へ指向する先には堀Fが位置している。

そこへの排水することが主な機能であったと考えられる。一方、SD8が南西方向に指向

する先には曲輪 Iの裾部があり、曲輪 Iと 曲輪工の境に位置する排水溝の可能性が想像さ

れるが、今回の調査では明らかではない。

前述したように、SD8は後に人為的に埋め戻される。埋め戻し上内からは中世の瓦 (図

版14)が出上している。

第 3面 (第36図 )

第 3面は、第 1-1ト レンチ、第 1-3ト レンチ、第2調査区北東部で検出した。それ

以外については、第 1-1ト レンチ 。第 1-3ト レンチ 。第2-1ト レンチ 。第2-2ト

レンチの断ち割り調査によって観察できた地層堆積状況を踏まえて、第 3面を復元した。

今回の調査当初段階に第 1-1ト レンチの断ち割り調査によって、地山および地山由来

のプロック上で構成された盛土層の上面が遺構面をなし、後述するSSlが帰属すること

が明らかとなった。そして、第 1-2ト レンチでこの上面を平面的に検出し、SS3。 4

を検出した。一方、第2-2ト レンチおよび第 1調査区では、この遺構面の直上に黄褐色

泥層 (70・ 88・ 89層 )が堆積し、これらから遺物が出土することも明らかとなり、鍵層と

して認識できた。

そこで、第2調査区の地層観察を踏まえて、第 1調査区からの連続性が認識できる地山

および地山由来のブロック上で構成される盛土層の上面と、黄褐色泥層 (第 3面直上層)

の直下層の上面を第 3面として認識した。また、第2-1ト レンチでは、後述するss7
がSD8の下層で検出できた。このSS7が、第 1調査区で検出したSSl。 3と ほぼ同

一の標高にあることから、これを基準として第 3面として認識できる地層を把握し、30層

上面を第 3面 と捉えた。

《地形的特徴》

第 3面は、地山面の直接加工と盛上によって、平坦地と斜面地、段差といった曲輪とし

ての地形が形成される。

第 3面には、平坦地が a・ c・ dの 3カ所が認められる。平坦地 aの標高が最も高く、

その東側に平坦地 cが、北東から北側に平坦地 dが一段低くなって存在する。これらの比

高によって形成される地形が、ゆるやかに傾斜する斜面 bである。そして、平坦地 cの東
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第36図  E B S10-3第 3面復元平面図 (1/100)
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側及び、北側に位置する傾斜部が斜面 e・ 斜面 fである。また、平坦地 dの北東側の傾斜

が斜面 gである。斜面 fの北側、斜面 gの北東側で大きく下がって段差 (SX2)を形成

する。さらにSX2の】ヒ側に広がる平坦部が平坦地hと なる。

平坦地aと 平坦地 dは、主に盛上によって形成される。平坦地 aは、第2-2ト レンチ

南側で、地山上面に厚さ40～50cmの盛上をすることで造成されている。一方、平坦地 aの

西側は、第2-1ト レンチの調査では地山層を確認できなかったため、盛上の規模は不明

である。しかし、第 2調査区北西隅で検出したSS7お よび30層上面の標高は約175,4～

175.5mを 測り、平坦地 aと ほぼ同じである。したがって、平坦地 aは、第 2調査区の南

西部から北西部にかけて広がると考えられる。これに対して、平坦地 dは平坦地 aの北東

側に地山上面に厚さ20cmの盛土をして造成される。平坦地aと 平坦地dと の比高は約20cm

で、平坦地 aが一段高くなっている。しかし、平坦地dも 西側へ行くにつれて緩やかに上

り、北西側で平坦地 aと 同じ標高となって、比高は解消される。

平坦地 cは、平坦地 aの東側で一段下がった位置に広がる。その比高は、約20～30cmを

測る。平坦地 cは、西部では地山面の平坦部を直接利用する。しかし、その東部では、東

に下がる地山面の直上に厚さ24cmの盛上をして、平坦地が造成される。

平坦地 cか ら東から北側にかけて大きく下がり、斜面 eが形成される。この傾斜変換線

に後述するSSl・ 3,4が据えられる。特に、SSlは、斜面 bと平坦地 cの折線部、

すなわち平坦地 aの裾部に設置されている。第 1-1ト レンチでは、斜面 eは、平坦地 a

を形成する上の裾部が、北側へ傾斜する地山の直上面に沿って盛られることで形成されて

いる。

斜面 eは、傾斜の途中で傾斜角度が変化する。傾斜変化点より下方が、斜面 fである。

斜面 fも 斜面 eと 同じ上を地山直上面に盛ることによって、形成されている。ただし、斜

面 fは、緩やかに傾斜するのではなく、やや外側に膨らんで盛土されている。斜面 fの北

側下方の段差であるSX2と の機能面での関連する可能性がある。

斜面 gは、地山上部に厚さ約20～30cmの土を平坦地 dか ら連続して盛る。そして、平坦

地 dか らやや緩やかに北東方向に傾斜するように形成される。斜面 gは、第 2調査区北東

隅部で約30cm急激に落ち込んで段差をなす。調査区外で、SX2と 連続すると考えられる。

SX2は、北東側へ傾斜する地山層を大きく削って形成された、段差である。地山が平

面鈎形に削られているため、段差は北側と東側へ折れる屈曲部を有する。この屈曲は平坦

地 cと 平坦地 dが形成する屈曲と連動する。SX2は、斜面 fと の比高は約50cmを 測る。

なお、この屈曲する隅部上面に堆積する第 3面直上層内から瓦がまとまって出上している。

平坦地hは、SX2の】ヒ側に広がる。平坦地hは、SX2の地山の掘削で形成された平

坦部と、北へ傾斜する地山上面に上を盛って形成した平坦面で構成される。この平坦地h

と各平坦地との比高は、平坦地 aが約170cm、 平坦地 cが約125cm、 平坦地 dが約125cmを

測る。そして、平坦地 hは曲輪Ⅱとその東側を結ぶ通路の一部であったと考えられる。平
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坦地hの さらに北側の構造は、未調査のため明らかでない。しかし、現在の通路の北側は

堀Fと なっており、平坦地 hの北限も現在の遊歩道の幅を超えるものではなかったと思わ

れる。

SX2と併せて考慮したとき、曲輪Iへと上る通路としては、平坦地 hが最も幅広く、

それより西側へ上る通路はSX2の段差と平坦地 dの北側への張り出しによつて幅が狭め

られる構造になつていたと考えられる。つまり、この平坦地と段差は、容易な進入を阻む

虎口として機能していたといえる。

《検出遺構》

第 3面では、SSl・ SS3・ SS4・ SS7・ SD9。 SX2を検出した。

SSloSS3。 SS4・ SS7は、礎石である。いずれも大きさは約20～ 30cm大の自

然石が利用され、平滑な面を上方に向けて据えられている。

SSl・ SS3・ SS4は、曲輪Ⅱの縁辺、細かく示せば平坦地 cの縁辺部に据えられ

ている。ただし、SS4は、わずかに地滑りを起こしており、崩落土上で検出した。ただ、

平坦面が水平に上方を向いているため、本来は、平坦地 cを形成する盛土上にあつたもの

が、体勢を維持したまま下方へずれたものと考えられる。これらの心心間距離は、SSl

とSS3が80cm、  SS3と SS4が110cmを 測る。

SS7は、第 2調査区北西隅部で検出した。他の礎石とは、距離が離れているが、平坦

地 aの裾部に位置するSSlの存在から、一連のものと考えられる。

これらの上面の標高は、SSlが、175.39m、 SS3が175,26m、 SS4が、174.60m、

SS7が175.49mで ある。下方に滑るSS4を 除き、ほぼ同一の標高であることからも、

一連のものと理解できる。

ただし、これらの礎石には柱の当たり痕は見られず、どのような上部構造を持っていた

のか明らかでない。上部構造が存在したとしても、どのように柱の支持を行ったか判然と

しない。これらの機能については検討を要する。

SD9は、第 2調査区の平坦地 dで部分的に検出した。幅は70cmを測り、調査は平面検

出のみ行ったため深さについては明らかでない。南北を指向する。機能についても不明で

ある。

SX2は、先述したとおり、北へ傾斜する地山を直接肖Uり こんで形成された段差である。

地山斜面を北側と東側から削っているため、平面は北側と東側に平面釣形に屈曲する。こ

の屈曲部の隅部上面には第 3面直上層の黄褐色泥 (89層 )が堆積している。その層内から

瓦が上方から落下した形でまとまって出上した (第 37図、第38～42図 )。 瓦は16世紀後半

の所産である。礎石との関連性で、瓦章きの構造物が存在する可能性が指摘できるが、具

体的な構造物の支持技術を踏まえた検討を要する。
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第37図  E B S10-3第 1調査区SX2直上層瓦出土状況図 (1/20)

5 遺物

今回の調査では瓦、土師質土器 (土師皿 。養・火鉢)、 瓦質土器 (奏・指鉢)、 陶器 (備

前焼橋鉢・瀬戸美濃焼鉄釉丸皿)、 磁器 (中 国製白磁輪花皿)が出上している。総量はコ

ンテナ約10箱分に相当する。出土した遺物のほとんどが破片資料であり、その大半を瓦が

占める。これまでの烏帽子形城跡の発掘調査で出土した瓦は『烏帽子形城跡総合調査報告

書』において型式分類して報告されている。今回の調査で出上した瓦も分類可能なものに

ついては、総合報告書の分類に基づき型式分類を行い報告する。なお、瓦の部位名称、観

察視点は佐川正敏氏 (佐川1989)、 山崎信二氏 (山崎2000。 2008)の研究成果に基づく。

(1)瓦

<第 2調査区SK 5>(図版13)

1・ 2は第 2調査区SK 5か ら出上した。

1は平瓦狭端部の破片である。残存長15。2cm、 幅19.6cm、 厚さ1.8cmを測る。凸面はタテナデ、

凹面はヨコナデされる。凸面、凹面ともにコビキAや布目の痕跡は見られないが、ハナレ

ズナは全体的に見られる。凹面狭端部は0.7～ 1.Ocm幅 で端まで浅く面取りを行い、狭端面

幅は1.6cmに なる。側縁四面側の縁辺はナデによってやや鈍い稜をなす。側面はケズリの
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後にタテナデされ、狭端面はケズリの後にヨコナデされる。焼成はやや軟質で、灰白色を

呈す。胎土は粗 く、石英・長石・チヤートの極粗砂～細礫を多く含む。規格や凹面狭端部

の面取りの様相からH2に該当する。詳細な時期は不明であるが、中世の所産である。

2は平瓦の破片である。残存長15.5cm、 残存幅13.5cm、 厚さ2.8cmを測る厚手の瓦である。

凸面は粗いタテナデが施され、側縁縁辺部にはバリが残る。凹面は粗いタテナデの下にわ

ずかにコピキAの痕跡が残る。凹面、凸面ともにハナレズナが顕著に残る。凹面狭端部は1.7

～1.9cm幅で端まで幅広の面取りを行い、狭端面幅は2,4cmに なる。側縁凹面側の縁辺はナ

デによつてやや鈍い稜をなす。側面はケズリの後にタテナデされ、狭端面はケズリの後に

ヨコナデされる。焼成は硬質でいぶし焼により外面は黒色化し、断面は灰白色を呈す。胎

土はやや粗く、石英・長石・チヤートの極粗砂～細礫を多く含む。規格や凹面狭端部の面

取りの様相からH9に該当する。詳細な時期は不明であるが、中世の所産である。

<第 2調査区第 1面構成上>(図版13・ 14)

3・ 4は第2調査区第 1面構成上層から出上した。

3は平瓦の破片で、残存長10,7cm、 残存幅13.5cln、 厚さ2.3cmを 測る。凸面は幅約 2 cmの

丁寧なタテナデが施され、側縁縁辺部にはバリが明瞭に残る。凹面は1.5cm幅 の工具で丁

寧なヨコナデを施す。凹面、凸面ともにハナレズナが顕著に残る。側縁凹面側の縁辺は0.5

cm幅でタテナデされるため断面は少し九みを帯びる。側面はケズリの後にタテナデされる。

焼成は堅く焼しまり、色調は明るく外面は灰黄橙色、断面は灰白色を呈す。胎土は緻密で、

石英 。長石・チャートの極粗砂～細礫を多く含む。調整及び側縁縁辺部の形態からH7に

該当する。詳細な時期は不明であるが、中世の所産である。

4は有段の丸瓦の破片である。残存長13.Ocm、 胴部の厚さ2.8cmを測る。胴部凸面にはタ

テナデの下に縦方向の縄ロタタキが明瞭に残る。凹面にはコビキAや布日、吊り紐の痕跡

が見られる。吊り紐は布袋の外側に紐を綴じ付ける「外側とじつけ」であり、縄目単位も

明瞭に認められる。わずかに残る側面と側縁凹面側の面取りから側縁の断面形は逆台形に

近い。玉縁長は5.3cmで あり、玉縁凸面はヨコナデでされる。玉縁部凹面は2.8cm幅 で面取

りを行う。玉縁部側縁凸面側の面取りは不明であるが、胴部狭端縁凸面側及び玉縁部狭端

縁辺の面取りは見られない。焼成はやや軟質で、色調はいぶし焼により外面は黒色、断面

は灰白色を呈す。胎土は緻密で、石英 。長石の極粗砂を含む。各面取りの様相からM7に

該当する。M7の年代的位置づけは玉縁部側面に削り残しがあることから14世紀に収まる

と想定されていたが、本資料の吊り紐が「外側 とじつけ」であることから14世紀後半以降

と考えられ、M7は 14世紀後半に位置づけられる。

<第 2調査区SD 8>(図版14)

5は第 2調査区SD 8か ら出上した。平瓦の破片で、残存長16.Ocm、 残存幅14.8cm、 厚さ2.3
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第38図  E B S10-3第 1調査区出土遺物実測図 (1/4)
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cmを測る。全体的に摩滅が著しいが、凸面は丁寧にタテナデされ、凹面はナデの下に布目

の痕跡がわずかに認められる。側縁凹面側の縁辺はタテナデにより、やや鈍い稜をなす。

側面はケズリの後にタテナデされる。凹面、凸面ともにハナレズナが見られる。焼成はや

や軟質である。色調は明るく黄橙色を呈すが、部分的に炭素吸着により黒色化する。断面

は灰白色となり、流文状の粘土縞が認められる。胎土は粗 く、石英・長石・チヤートの極

粗砂～細礫を多く含む。規格や胎上、焼成からH3に該当する。詳細な時期は不明であるが、

中世の所産である。

<第 2調査区第2面構成上>(図版14)

6は区第2面構成土層から出上した。6は有段の九瓦の破片である。残存長12.5cm、 胴

部狭端幅12.6cm、 胴部の厚さ2,Ocmを測り、やや小ぶりである。胴部凸面には縦方向の縄目

タタキの後、丁寧なタテナデを施し、狭端部のみ2 cm幅でヨコナデされる。凹面にはコビ

キAや布目の痕跡が残る。側面幅は1.lcmで、胴部側縁凹面には1.4cm幅 で面取 りを行う。

凸面側にも0.3clll幅 で面取りし、側縁の断面形は逆台形に近い。玉縁長は4.8cm、 玉縁部広

端幅は9,7cmで あり、玉縁凸面はヨコナデされる。玉縁部凹面は布袋の絞り目が明瞭に残り、

1,7cm幅 で面取りを行う。玉縁部側縁凸面側の面取りは0.5cm幅 で胴部まで及ぶ。焼成は硬

質で、色調はいぶし焼により外面は黒色化し、断面は灰白色を呈す。胎土は緻密で、石英・

チャートの極粗砂を含む。規格や面取りの様相からM3に該当し、15世紀後半～16世紀の

年代的位置づけが可能である。

<第 1調査区SX 2直上層>(第38～ 42図、図版15・ 16・ 17)

7～16は第 1調査区SX 2直上層から出土した。

7は丸瓦の破片であり、胴部の厚さ2.4cmを 測る。胴部凸面は板状工具によるタテナデ

が施される。凹面にはコビキAや布目の痕跡が残るが、吊り紐痕跡は不明である。胴部側

縁凹面側の面取りは、2.4cmと 幅広く削るため、側面幅は0,8cmと 狭い。その結果、側縁の

断面形はやや鋭い。焼成は良好で、いぶし焼にやり銀黒色化を呈す。胎土は緻密で、石英・

長石・チャートの極粗砂～細礫を含む。側縁断面形や面取りの様相からM2に該当し、15

世紀後半～16世紀の所産と考えられる。

8は丸瓦広端部の破片であり、胴部の厚さ2.3cmを 測る。広端部凹面は7.3cmの 幅で浅く

面取りをする。凸面、凹面の調整や面取り、側縁の形状など7と 類似しており、同一個体

の可能性が高い。胎上、焼成、色調も7と 同様である。

9は軒平瓦の破片である。瓦当部は内区にわずかに唐草状の文様が残り、周縁はナデで

仕上げる。顎部は平瓦広端部にキザミを入れた後、粘上を貼り付けて段顎に成形する。平

瓦部は厚さ2.2cmを 測る。平瓦部凹面には板状工具を用いたタテナデが施され、全面にハ

ナレズナが見られる。凸面は丁寧にヨコナデされる。瓦当上縁は0.5cm幅 で端まで面取り
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第39図  EBS10-3第 1調査区出土遺物実測図 (1/4)

を行う。側縁凹面側の縁辺はタテナデにより、やや鈍い稜をなす。側面はケズリの後にタ

テナデされる。焼成は良好で灰白色を呈す。胎土は密で石英。長石の極粗砂～細礫を含む。

既往型式にはなくNH4とする。詳細な時期は不明であるが、中世の所産と考えられる。

10は 巴文軒丸瓦である。内区には右巻き三巴文を施し、その外側に一重の圏線を巡らし、

内区と外区に区切る。外区には復元で32個 の珠文を密に配置する。珠文の外側には一重の

圏線を巡らす。巴文の巴頭は九く、断面は山形に大きく盛り上がる。巴尾は太く、圏線に

つく。周縁は未調整である。瓦当直径は復元で15,Ocm、 瓦当厚は2.7cm、 九瓦を含めた全長
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は38.Ocmを 測る。九瓦は瓦当裏面の凹面と凸面に粘上を充填して貼付け、瓦当裏面の接合

部には丸瓦凹面に沿って充填粘上を撫で付ける。また接合部である丸瓦広端面にはキザミ

などの接合補強の調整は行われていない。

接合する丸瓦はM4であり、胴部長32.5cm、 玉縁長5.5cm、 胴部狭端幅16,Ocm、 玉縁広端

側幅12.5cm、 玉縁狭端側幅7.8cm、 胴部の厚さは3.Ocmを 測る。胴部凸面は細かく丁寧なタ

テナデが施される。タテナデの下には狭端付近に縦方向の縄ロタタキが残るが、タテナデ

によつて消されている。胴部狭端側には、直径1,lcmの釘穴が焼成前に凸面側から穿孔さ

れる。玉縁部凸面はヨコナデで仕上げられる。凹面にはコビキAと布日、 3本の吊り紐痕

跡が見られる。吊り紐は3本とも丸瓦の型にかぶせた布袋に紐を内側と外側を交互に通し

て縫い付けた痕跡「内外通し縫い」を示す。上段の吊り紐は小さな山形が連続するように

紐が垂れるが、中段と下段の吊り紐はほぼ直線状に縫い付けられる。中段は紐の撚り目が

明瞭に残る。

両側縁凹面側には、1.5～ 3.Ocmの 幅で浅 く面取りを行い、側縁の断面形は方形となる。

玉縁端凹面は2.5cm幅 で玉縁幅の半分のみ浅く面取りがなされ、面取 りされない部分は布

目と絞り目が玉縁部端面まで残る。玉縁部側縁凸面側の面取りは胴部狭端までは及ばない。

焼成は良好で褐色から灰白色を呈し、玉縁部付近はいぶし焼により黒色化する。胎土は緻

密で0.lcm大 の石英 。長石の極粗砂を含む。吊り紐が「内外通し縫い」であることや玉縁

部側縁凸面の面取りが胴部狭端まで及ばないことから14世紀の所産と考えられる。既往型

式になく、NM3とする。

11は 有段の丸瓦である。規格は全長32.Ocm、 胴部長27.4cm、 玉縁長4.6cm、 胴部狭端幅

14.5cm、 玉縁広端側幅12.Ocm、 玉縁狭端側幅9,7cm、 胴部の厚さ2.2cmを 測る。胴部凸面は丁

寧なタテナデが施され、凹面にはコビキAの痕跡が見られる。玉縁部と広端部付近には布

目も残るが、吊り紐痕跡は見られない。両側縁凹面側には、1.4～ 2.Ocmの 幅で面取りを行う。

側面幅は1.Ocmを測り、面取り幅との比率は最大で 1:2と なり、側縁の断面形ははやや

鋭い逆台形となる。広端縁凹面は幅広く6.Ocm幅 で削られ、玉縁端凹面は3.Ocm幅 で面取り

がなされる。玉縁部側縁の凸面側には、胴部狭端まで面取 りが及ぶ。さらに0.3cm幅 で胴

部広端縁凹面側、胴部狭端縁凸面側、玉縁部端面凹面側および凸面側のぞれぞれの縁辺を

面取り調整をする。焼成は良好で硬く焼きしまり、須恵質となり暗青灰色を呈す。胎土は

緻密で石英 。長石・チヤートの極粗砂～細礫を含む。各縁辺に面取りが行われ、規格、側

縁の断面形態からM2に該当し、年代は15世紀後半～16世紀に位置づけられる。

12は九瓦広端部の破片であり、胴部高7.9cm、 広端復元幅16.Ocm、 胴部の厚さ2.Ocmを測る。

胴部凸面はタテナデの後、板状工具によるヨコナデが施され、ハケメ状に痕跡が残る。ナ

デの下にはわずかに縄ロタタキが認められる。凹面にはコビキAと 布目の痕跡が残るが、

吊り紐痕跡は不明である。胴部側縁凹面側の面取りは、1.4cm幅 で浅 く削るため、側縁の

断面形は方形となる。広端部凹面も2.5cm幅 で浅く面取りをするため、広端部断面形は方
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形に近い。焼成は良好で、灰白色を呈す。胎土は緻密で0.1～ 0.8cm大 の石英・長石・チヤー

トの極粗砂～中礫を含む。胴部の厚さがやや薄いが、その他の規格や面取りの様相からM

4に該当すると思われ、年代は14世紀に位置づけが可能である。

13は平瓦で全長28.Ocm、 狭端幅18.8cm、 広端復元幅20.9cm、 厚さは1.9cmを測る。凸面は

タテナデが施される。側縁凸面側には凹型台の使用を示すバリが残る。凹面はナデが施さ

れ、全体的にハナレズナが見られる。凹面狭端部は0.6～ 1.5cm幅で端まで浅く面取りを行う。

側縁凹面側の縁辺は丁寧なナデによつて丸みを帯びる。側面はケズリの後にタテナデされ、

広端面、狭端面はケズリの後にヨコナデされる。焼成はやや軟質で、いぶし焼により黒色

化する。胎土は粗く、石英 。長石・チヤートの極�砂～中礫を含む。調整や面取り、焼成

の様相はH2に類似するが、規格はわずかながらH2よ リー回り河ヽさいため、H llと する。

年代は製作技法がH2と類似することから、14世紀の所産と考えられる。

14は 平瓦で全長26.5cm、 狭端幅18.6cm、 広端復元幅20.5cm、 厚さは1.8cmを測る。凸面に

はコビキAの痕跡とハナレズナが全体的に見られる。板状工具によリタテナデが施される

が、狭端付近には工具の当り痕が残る。側縁凸面側には両側縁ともバリが明瞭に認められ、

凹型台の使用を示唆する。凹面には無文の板を用いて縦方向にタタキ締めた後、1.3cm幅

でタテナデを行う。さらに3.2cm幅 の板状工具で斜め方向にナデを行い、その痕跡が部分

的にハケメ状に残る。凹面狭端部は0.8cm幅で端まで浅く面取りを行う。側縁凹面側の縁

辺はナデによつてやや鈍い稜をもつ。側面はケズリの後にタテナデされ、広端面、狭端面

はケズリの後にヨコナデされる。焼成はやや軟質で、いぶし焼により黒色化する。胎土は

密で石英 。長石 。チヤートの極粗砂～細礫を含む。13と 同じくH llに該当する。

15は 有段の丸瓦である。規格は全長30。3cm、 胴部長264cm、 玉縁長3.9cm、 胴部狭端幅

12.8cm、 玉縁広端側幅10.3cm、 玉縁狭端側幅7.4cm、 胴部の厚さ2.Ocmを測る。胴部凸面は縄

ロタタキでタタキ締められた後、1.3cm幅 の粗いタテナデを施し、狭端部付近はヨコナデ

をする。ナデは粗く、部分的にナデ消されなかつた縄ロタタキが残る。凹面にはコビキA

の痕跡が見られ、玉縁部には布のしぼり目がよく残る。吊り紐痕跡は狭端部付近にわずか

に 1本残るが詳細は不明である。両側縁凹面側には、1.2cm幅 で面取りを行い、広端縁凹

面は3,9cm幅で浅く削られるため、側縁及び広端縁の断面形は逆台形に近い。玉縁端凹面

は0。8cm幅で面取りがなされる。玉縁部側縁凸面側の面取りは胴部狭端まで及ばない。焼

成は良好で灰白色を呈す。胎土は緻密で石英・長石・チヤートの極粗砂～細礫を含む。調

整や面取りの状況はM3に類似するが、玉縁部側縁凸面側の面取りは胴部狭端まで及ばな

いことから、M14と し、年代は14世紀頃の所産と考えられる。

16は平瓦で厚さは2.2cmを 測る。凸面はタテナデされ、コビキAの痕跡が認められる。

凹面は細長い無文タタキでタタキ締めた後、タテナデを施す。凹面狭端部は0。3～ 1.3cm幅

で端まで浅く面取りを行う。凹面、凸面ともに全体的にハナレズナが見られる。側縁凹面

側の縁辺はナデによつてやや鈍い稜をなす。側面はケズリの後にタテナデされ、狭端面は
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第41図  E B S10-3第 1調査区出土遺物実測図 (1/4)
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第42図  E B S10-3第 1調査区出土遺物実測図 (1/4)
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餞

第43図  E B S10-3第 2調査区出土遺物実測図 (1/4)

ケズリの後にヨコナデされる。焼成はやや軟質で、灰白色を呈す。胎土は粗く、石英・長

石・チヤートの極粗砂～中礫を多く含む。調整からH5に該当し、年代は中世の所産と考

えられる。

<第 2調査区表土>(第43図 、図版17)

17・ 18は第2調査区表上層から出上した。

17は軒平瓦の破片である。瓦当部は一童の界線の内側に唐草文が展開する。周縁は高 く、

ナデで仕上げる。顎部は平瓦広端部に粘上を貼 り付けて段顎を成形する。顎部裏面には接

合時のヨコナデの跡が明瞭に残る。平瓦都凸面には粗いタテナデを施す。凹面にも粗いナ

デが施されるが、ナデの下には布目が残る。瓦当上縁は0,5cm幅で端まで面取 りを行 う。

焼成は良好で、いぶし焼により淡褐色から黒色化する。胎土は密で石英・長石の極粗砂を

含む。既往の型式になくNH3とする。年代は中世に位置づけられる。

18は道具瓦の破片である。ナデによつて平滑に仕上げられた幅5.4cmの縁よリー段下がつ
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た部分には、断面が山形の突帯で表された蓮華文と思われる装飾を貼付け、その周囲に刺

突文を施す。側面はケズリの後、粗いヨコナデで仕上げる。裏面には下方にのびる突起が

ある。焼成は良好で、いぶし焼により黒色化する。胎土は緻密で石英・長石・チヤートの

極粗砂～中礫を含む。用途や年代については不明である。

(2)土器・陶磁器 (第44図 )

19は復元口径8.2cmを 測る小型の上師皿である。九みを帯びた体部に口縁端部は水平方

向にやや伸びる。口縁部には内外面とも煤が付着する。黄橙色系である。第 1調査区第 1

-1層から出上した。今回の調査で出上した土師皿は口径 8 cm前後の小型、口径10cm前後

の中型、口径14cm前後の大型の3形式に分類できる。口径に口縁部形態、調整を勘案する

と、これらは千喜良編年の n、 t形式に該当し、16世紀前半から16世紀後半までの所産と

考えられる (千喜良2002)。

20は瀬戸美濃焼九皿である。復元口径は9.5cmを 測る。碁笥底の底部から体部はゆるや

かに外反する。全体に鉄釉がかけられるが、底部外面は九く筋状に鉄釉が剥げており、輸

トチンの跡が見られる。同様に底部内面には目跡が残る。大窯Ⅲ期に該当し、16世紀の後

半の所産である (藤澤1993)。 第 1調査区第 2層から出上した。

21～24、 27～ 30、 35は 第 2調査区第 2面直上層から出上した土師皿である。

21は復元口径8.6cmを 測る小型の上師皿である。底部には手づくね成形による指頭圧痕

が残り、口縁部は肥厚させて丸く収める。外面には煤が一部付着する。黄橙色系である。

22は復元口径10.2cm、 23は 10.3cmを 測る中型の上師皿である。底部には手づくね成形によ

る指頭圧痕が残り、口縁部は肥厚させながら斜め上方にのびる。口縁部はヨコナデで仕上

げる。黄橙色系である。

24は復元口径14.Ocmを 測る大型の上師皿である。底部から斜め上方にのびる体部には手

づくね成形による指頭圧痕が残り、口縁部はナデで調整する。黄橙色系である。

25は瓦質悟鉢であり、復元口径は29.Ocmを 測る。口縁部は外側にわずかに肥厚して直立

する。体部外面は横方向のケズリ、口縁部は横ナデで調整する。内面には揺り目がみられ

る。第 2調査区SK5か ら出上した。

26は瓦質橋鉢であり、復元口径は29.Ocmを 測る。直線的にのびる体部に、上方につまみ

上げて形成した口縁が続く。全体的に摩滅が著しく、調整は不明であるが、内面には括り

目がわずかに残る。第2調査区第 3面直上層から出上した。19。 20と もに鋤柄編年Ⅱ-2

に該当し、16世紀前半に属する (鋤柄1989)。

27～30は 第2調査区第 2面直上層から出土した土師皿である。

27は復元口径8.8cm、 28は 8.lcmを 測る小型の上師皿である。21は外面には指頭圧痕が残り、

口縁部は肥厚させながら外側へ開く。わずかに赤褐色の釉薬が残る。 221ま 口縁部に比べ

て底部は手づくね成形による強い指オサエのため器壁は薄くなり、その結果外面はやや外
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側に屈曲が見られる。黄橙色系である。

29は復元口径10.2cmを 測る中型の上師皿である。外面には指頭圧痕が残 り、口縁部は外

側へ開き、器高は低い。黄橙色系である。

30は復元口径14.3cmを 測る大型の上師皿である。底部から斜め上方にのびる体部には手

づくね成形による指頭圧痕が残り、口縁部はナデで調整する。黄橙色系である。

31～33は瓦質土器の奏である。いずれも短く直立する顕部に口縁部は九く収める。口縁

部の断面形はやや丸みを帯びた台形となる。全体的に摩滅が著しく調整が不明である。

31・ 32は第 2調査区埋没土層、33は第 2調査区第 1-1層から出上した。鋤柄編年Ⅲ-1

に該当し、16世紀前半の所産と考えられる (鋤柄1989)。

34は復元口径11,3cmを 測る中型の上師皿である。直線的にのびた口縁部には煤が付着す

る。黄橙色系である。第2調査区埋没土層から出上した。

35は復元口径9.4cmを 測る中型の上師皿である。底部には手づくね成形による指頭圧痕

が残り、日縁部は肥厚させながら斜め上方へつまみ出す。外面には橙色の施釉が一部残る。

黄橙色系である。第 2調査区第2面直上層から出上した。

6 まとめ

《各遺構面について》

今回の調査では、曲輪Ⅱの東側中央縁辺部を対象とした。その結果、第 1面 。第2面・

第 3面の3つの遺構面が認められた。

第 1面 第 1面は、第 2面平坦地 aの上部にのみ盛上して嵩上げし、第 1面平坦地 aが

主に形成されていたことが明らかになった。基本的な地形的特徴は第2面を踏襲している。

そして平坦地 aの東側はやや緩やかな斜面 bと なり、その縁辺部に石列 (S S10)が設け

られていた。また、平坦地 aの北側の斜面 dではSS6を検出した。SS6は第 2面の S

D8を埋め戻して据えられており、北側の調査区外に遺構がさらに広がる可能性を暗示す

る。このようなことから、第 1面は平坦地 aを 中心とした曲輪Ⅱの改修が行われた遺構面

と考えられる。

第 1面の基盤である第 1-1層の時期については、第2面直上層から出土する土師皿が

16世紀後半の所産であることから、少なくともそれ以降の造成と想定される。

第2面 第 2面は、第 3面平坦地 aお よび平坦地 dの上部と、第 3面斜面 c・ fの北側

およびSX2の上部に盛上して形成されることが明らかになった。盛上の結果、曲輪Ⅱの

平坦部が第 2面平坦地 aと して拡張される。また、さらにその拡張によつて、曲輪Ⅱ東側

中央部に段差αの成因となる北側へせり出す部分が形成される。一方、第 2調査区北西隅

では、南西から北東を指向するSD8を検出した。SD8は、曲輪Iか ら堀F方向へのり「

水を意図して造成されたと考えられる。このようなことから、第2面は、曲輪Ⅱ上部へ厚

く盛土するなど大規模な改修が行われた遺構面といえる。
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第 2面の年代的位置づけは、第2面機能時に堆積したと考えられる23層 内から16世紀後

半の上師皿が廃棄された形でまとまって出上していることから判断できる。つまり、第2

面は、少なくとも16世紀後半には曲輪工として機能していたと想定される。

第3面 第 3面は、地山上面を削り、また盛土することによって、曲輪Ⅱ東側中央部を

中心とする鍼郭遺構が成立する面である。これによって、平坦地 a・ c・ dが造成される。

そして平坦地 cの縁辺部にはSSl。 3・ 4が設置される。平坦地aと 平坦地 dの比高が

解消される部分にSS7が据えられる。さらに、平坦地 c北側および平坦地 d東側は、地

山が大きく削り取られて、平面鈎形に屈曲する段差SX2が形成される。この屈曲は平坦

地 c・ dの屈曲と運動する。さらに、SX2のゴヒ側には地山の切り盛りによって平坦地 h

が造成される。この平坦地 hは、曲輪Ⅱとその東側をつなぐ通路の一部であることが明ら

かになった。そして、このSX2と平坦地 hが織りなす地形は、東側から曲輪Ⅱへ上る通

路の動線を、曲輪Ⅱの形態と連動して屈曲する段差SX2が北側へ向けさせる機能を有す

ると考えられる。したがって、この地形を虎口として認めることができる。

また、SX2直上を覆う第 3面直上層からは、瓦がまとまって出上している。その出土

地点の南側上方には平坦地 c縁辺部に据えられた礎石が存在する。これらの存在の組合せ

から、瓦を使用する構造物が存在していた可能性が指摘できる。しかし、具体的な構造物

の支持技術など解明すべき問題が残り、今後の課題である。また、この瓦は上方から落下

した形で出土しており、第 3面が廃絶した段階で、瓦使用構造物も同様に廃絶したと考え

られる。

以上のことから、第 3面は、地山層の切り盛りによって曲輪Iの平坦面と虎口が形成さ

れ、瓦使用の構造物が存在するなど、烏帽子形山に山城としての構造物が初めて形成され

る遺構面といえる。

第 3面の形成時期は、第 3面直上層から出土する瓦質橋鉢が16世紀前半の所産であり、

第2層から出上する瀬戸美濃焼鉄釉九皿が16世紀後半の所産であることから、少なくとも

16世紀前半～中頃に位置づけられると考えられる。

《調査の目的とその結果について》

今回の調査の目的について、本節の最初に4点挙げている。要約すれ麒0曲輪Ⅱへの動

線の問題、②曲輪Ⅱ段差αの構造の問題、③曲輪I下段および段差βの形成と機能の問題、

④曲輪Ⅱと曲輪Ⅱ下段の問題である。

① 曲輪Iの動線は、現在遊歩道となっている通路と同一位置を通ることが明らかに

なった。ただし、第3面では、動線に変化を付ける構造の虎口を確認しており、全く同一

経路を通る訳ではない。しかし、第2面では、大規模な盛土によって、斜面f下方の第2

面平坦地gの位置が第3面平坦地hに比べて北側に寄せられる。そのため、第3面にあっ

た動線の変化が薄れ、現在とほぼ近い経路になったと考えられる。第 1面についても、第
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2面 と同様である。つまり、形を変えながらも、現在の通路と同じ位置に曲輪エヘと続く

通路が存在したといえる。

② 現地表で確認できる段差αの成因は、第3面平坦地 aodの上部へ大規模に盛土さ

れた第 2層である。しかし、第 3面で確認できた虎口と第 3面平坦地 dの北側への張り出

した地形が大きく影響していることは看過できない。

③・④ 第 3面における平坦地 aと平坦地 cの存在によつて、虎口とは関係なく、曲輪

Ⅱに上段と下段が形成されていることが明らかになった。ただし、南側における段差の具

体的様相については明らかでない。この段差は、第 2面においてはやや緩やかな傾斜に変

化しており、感覚的には、ほぼ平坦に近かったものと考えられる。しかし、第 1面では、

この段差が明瞭になって、現地表の段差β、曲輪Ⅱと曲輪Ⅱ下段へと反映されている。つ

まり、第 3面に曲輪Iが形成された段階から、曲輪Ⅱ下段が作 り出されており、それが踏

襲されつづけていたといえる。

《E B S10-3の まとめ》

以上のように、今回の調査によつて、鳥帽子形城の形成期における虎口の存在が確認で

き、また、その構造についても明らかなった。また、曲輪I東側中央縁辺部における細部

構造とその変化が明らかとなった。

鳥帽子形城が形成される第3面では、曲輪Ⅱ及び、曲輪Iにおける瓦使用の構造物の存

在が明らかになり、また虎口が形成されたことが明らかとなつた。そして、第 2面では、

大規模な盛上による曲輪Ⅱの改修が行われた。そして、第 1面では、曲輪Iの平坦地に更

に盛上を加えて曲輪Ⅱ下段が明瞭化された。

今回の調査を経て、以上のような烏帽子形城の形成から改修の過程の中、問題点が二つ

浮上する。一つは、第 3面において形成された虎口が第 2面以後において同一箇所に見ら

れなくなるのはなぜかということである。もう一つは、各遺構面の時期比定である。

これらの問題については、今回調査した箇所だけではなく、山城全体の改修のプロセス、

特に土塁④・⑤、堀 F・ Hの造成過程からみていくことができる。曲輪Ⅱの北東に位置す

る土塁④・⑤は、これまでの調査によつて平坦地上に盛土されて造成されていることが明

らかになつている。つまり、かつて曲輪として機能していた可能性のある面の上部に、土

塁が築かれている。またそれに伴って堀 F・ Hも形成される。そして、曲輪埋土から瓦が

出土していることから、曲輸 Iにおける瓦葺き建物廃絶後に行われたことも明らかになっ

ている。

今回の調査においても、第3面における瓦使用の構造物が廃絶した後に、大規模な盛土

によつて第2面が形成されたことが判明している。形成過程は、土塁④・⑤と整合する。

そして、第2面成立時期が遺物から16世紀後半以降であると判断できることも、これまで

に明らかにされている土塁④・⑤の成立時期と符合する。このことから、第2面成立時期
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は、土塁④・⑤と同時期であると想定される。この想定に立脚したとき、第2面成立時に

曲輪Ⅱ東側中央部では、虎口が盛上によって見られなくなるのに対し、その北東から東側

に土塁④ o⑥が造成されたことになる。逆に言えば、虎口が形成される第3面においては、

同一方向には曲輪のみが存在していることになる。つまり、東側の土橋や堀D東側の成立

の問題とも関わるが、曲輸Ⅱの東側の侵攻に対する防御性を高めるために虎口を形成した

とすれば理解しやすい。そして、土塁④ o③の造成とそれに伴う堀F・ Hの造成が、東側

の谷筋からの侵攻に対する防御性を高めるために造成したと想定されることから、東側の

防御性を意図した虎口を同一箇所に設定する必要性は低くなったと考えられる。ここで、

曲輪Iの盛土造成による大規模改修の意味が問題となってくるが、これについては堀Dや

土橋の成立とも大きく関連するため、今後の課題としておきたい。

次に、各遺構面の時期比定についてである。まず、第3面は、瓦使用の構造物の存在と

曲輪Ⅱが形成される段階である。この段階は、既往の調査によって明らかになっている山

城としての形成期、すなわち、曲輪Iに瓦葺き建物を有する山城としての形成期と同時期

といえる。そして、第2面は、土塁④・⑤の造成と同時期であり、出土遺物からも16世紀

後半以降に位置づけられることから、1584年の中村一氏による烏帽子形城の改修期にあた

ると考えられる。第 1面は、年代を明らかにできる遺物も少ないため判断に窮するが、由

輪Ⅱ平坦面の上方へ盛土拡張するが、SD8が埋め戻されるといったことがあり、鳥帽子

形城としての小規模改修ないし終末期としての様相が伺える。しかし、不明な部分が多い

ため、ここでは明言を避け、烏帽子形城の廃城となる前後期の可能性があるという認識に

留めておく。
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群
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①軒丸瓦・軒平瓦の瓦当の各部名称 《(京都市埋文研1996)を一部改変》

旺 延 正 亜 董 蕩
(玉巖量擬端) 

布袋の内型

Wl面

狭端部

凸面

広端部

③『江戸名所図会』にみえる
凹型台と凸型台

《(奈文研2C104)よ り抜粋》

瓦当部側面

性

義          蜘n引ヵ

胴 |                               1胴           「内外通し縫い」

②丸瓦・軒丸瓦の部位名称
《(佐川1989)を基に描き起こして一部追記修正》

③丸瓦吊り組模式図

凹型台
肺
占
川
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
早
肺

側縁
④平瓦の部位名称

《※本文中の左右は狭端部を上にして見たときの左右を表す。》

第45図 瓦各部名称図
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烏
帽
子
形
城
跡

（Ｅ
Ｂ
Ｓ
ｌＯ
１
３
）

第 1調査区調査前状況 (南から)

第 2調査区調査前状況 (北から)



珍そィ

第 1-1ト レンチ全景 (北から)

図
版
９
　
烏
帽
子
形
城
跡

（Ｅ
Ｂ
Ｓ
ｌＯ
１
３
）

第 1-2ト レンチ全景 (西から)



図
版
１０
　
烏
帽
子
形
城
跡

（Ｅ
Ｂ
Ｓ
ｌＯ
１
３
）

第 1-3ト レンチ全景 (東から)

第 2調査区全景 (北から)



図
版
１１
　
烏
帽
子
形
城
跡

（Ｅ
Ｂ
Ｓ
ｌＯ
１
３
）

第2-2ト レンチ東壁土層断面 (西から)

第2-1ト レンチ西壁土層断面 (北東から)



図
版
１２
　
鳥
帽
子
形
城
跡

（Ｅ
Ｂ
Ｓ
ｌＯ
１
３
）

第2-1ト レンチSD8近 景 (北西から)

第2-3ト レンチ土師皿出土状況 (北から)



図
版
１３
　
烏
帽
子
形
城
跡
　
Ｅ
Ｂ
Ｓ
ｌＯ
１
３

輩帝,荘芽存i

:譲寧聾後髪要狂舞予奏1:警盟狂:稗:妥|:

岳審舞肇守|

E B S10-3 第 2調査区SK5(1・ 2)、 第 2調査区第 1面構成上 (3)



図
版
１４
　
烏
帽
子
形
城
跡
　
Ｅ
Ｂ
Ｓ
ｌＯ
１
３

EB S10-3 第 2調査区第 1面構成上 (4)、 第 2調査区SD8(5)
第 2調査区第 2面構成土 (6)



図
版
１５
　
烏
帽
子
形
城
跡
　
Ｅ
Ｂ
Ｓ
ｌＯ
１
３

EB S10-3 第 1調査区SX2直上層 (10)



図
版
１６
　
遺
物
　
Ｅ
Ｂ
Ｓ
ｌＯ
１
３
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士
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オ
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捗
中一一一一一
一一】一一

猛η
一］”中抑掏

孵納舛岬一４一
EBS10-3 第 1調査区SX2直上層 (13・ 15)



図
版
１７
　
迫返
物

（Ｅ
Ｂ
Ｓ
ｌＯ
１
３
）

EB S10-3 第 1調査区SX2直 上層 (9)、 第 2調査区表土層

第 1調査区第 2層 (20)、 第 2調査区SK5(25)、

第 2調査区埋没土層 (31)、 第 2調査区第 1-1層

(17・ 18)、

第 2調査区第 3面直上層

(33)

(26)、





而
御
座
候
、
堀
之
形
茂
子
今
御
座
候
、
御
四
代
以
前
之

〔
＊
付
箋
①
〕

殿
様
此
城
二
而
御
誕
生
被
成
候
与
申
伝
候
、
大
坂
御
陣
之
前
北
国
江

所
替
被
成
候
而
、
又
大
坂
落
城
之
後
、
河
州
御
本
地
を
御
拝
領
被
遊

候
様
承
及
申
候
、
右
宗
心
様
御
代
二
摂
州
天
王
寺

〔
＊
付
箋
②
〕
御

普
請
之
御
奉
行
被
成
、
天
王
寺
御
普
請
相
済
候
而
、
其
引
続
二
鳥
帽

子
形
八
幡
宮

〔
＊
付
箋
③
〕
御
氏
神
二
御
座
候
与
被
仰
、
社
及
大
破

候
故
、
御
再
興
結
構
被
遊
候
、
自
其
節
社
領
米
五
石
、
御
供
米
弐
斗

五
升
八
幡
宮
江
従
宗
心
様
御
付
被
遊
候
事

〔
＊
付
箋
④
〕

＊
　
付
箋
①

「甲
斐
庄
喜

（兵
）
右
衛
門
　
慶
長
五
年
甲

（庚
）

子
八
月
十
二
日
　
一
松
宗
祝
居
士
　
正
保
寺
」

＊
　
付
箋
②

「元
和
三
年
御
建
立
　
正
保
寺
　
氏
正
保
」

＊
　
付
箋
③

「元
和
八
年
八
月
上
　
棟
札
有
之
　
氏
正
保
」

＊
　
付
箋
④

「甲
斐
庄
喜
右
衛
門
殿
　
寛
永
七
年
庚
午
七
月
十
二

日
　
喜
山
宗
心
居
士
　
氏
正
房
」

∧
内
容
ｖ

大
坂
夏
の
陣
の
あ
と
、
甲
斐
庄
正
保

（喜
右
衛
門
）
が
四
天
王
寺
を

復
輿
し
、
そ
の
余
材
で
烏
帽
子
形
八
幡
神
社
の
社
殿
な
ど
を
修
理
造

営
し
た
。

④
寛
政
重
修
諸
家
譜

∧
原
文
ｖ

含
発
斑
拶
任
前
　
今
の
呈
譜
に
俊
正
に
作
る
。

河
内
國
鳥
帽
子
形
の
城
に
住
す
。

Ａ
内
容
ｖ

甲
斐
庄
正
治
の
父
が
烏
帽
子
形
城
に
住
ま
う
。

②
寛
永
諸
家
系
図
伝

Ａ
原
文
ｖ

正
治

兵
右
衛
門
　
生
國
　
河
内
。

国
家
騒
乱
に
よ
り
て
本
國
河
内
を
去
、
遠
州
濱
松
に
ゆ

き
て
、
大
権
現
に
つ
か
へ
た
て
ま
つ
る
。

小
日
原
御
陣
に
子
正
房
と
同
供
奉
。

慶
長
四
年
八
月
に
病
死
　
歳
六
十
三
。

Ａ
内
容
ｖ

甲
斐
庄
正
治
が
戦
乱
に
よ
っ
て
河
内
を
去
り
、
遠
州
浜
松
で
家
康
に

仕
え
た
。

⑮
寛
政
重
修
諸
家
譜

∧
原
文
ｖ

正
房

喜
右
衛
門
　
母
某
氏
。

東
照
宮
に
つ
か
へ
た
て
ま
つ
り
、
父
正
治
と
お
な
じ
く
小
日
原
陣
に

屈
徒
し
、
凱
旋
の
の
ち
開
東
の
う
ち
に
を
い
て
来
地
三
百
石
を
た
ま

は
り
、
の
ち
父
が
遺
跡
を
繕
、
こ
れ
ま
で
の
来
地
を
あ
は
せ
て
す
べ

て
六
百
石
を
知
行
す
。
慶
長
五
年
開
原
の
役
に
し
た
が
ひ
た
て
ま
つ

り
、
の
ち
の
大
番
の
組
頭
を
つ
と
む
。
十
九
年
大
坂
御
陣
の
と
き
河

内
國
道
明
寺
の
乱
妨
に
備
へ
ん
が
た
め
、
御
朱
印
を
賜
は
り
て
か
の

地
に
い
た
る
。
こ
れ
実
は
野
武
士
等
大
坂
城
に
籠
ら
ん
こ
と
防
ぐ
が

た
め
な
り
。
元
和
元
年
再
陣
の
と
き
は
、水
野
日
向
守
勝
成
に
届
し
、

大
和
国
の
手
先
に
加
は
り
手
戦
功
あ
り
し
か
ば
、
御
錦
陣
の
ゝ
ち
蓄

知
河
内
國
錦
部
郡
の
う
ち
に
し
て
三
千
石
の
地
を
た
ま
ひ
、
こ
れ
ま

で
の
来
地
六
百
石
は
収
め
ら
る
。
の
ち
天
王
寺
造
営
の
奉
行
を
勤
め
、

そ
の
ゝ
ち
河
内
國
錦
部
郡
の
御
料
所

一
高
三
千
石
を
あ
づ
け
ら
れ
、

後
こ
れ
を
鮮
す
。

寛
永
七
年
七
月
二
十
二
日
死
す
。
年
六
十
七
。
法
名
宗
心
。
妻
は
松

平
加
賀
守
家
臣
中
黒
爾
兵
衛
某
が
女
。

∧
内
容
ｖ

甲
斐
庄
正
房
が
大
坂
祭

・
夏
の
陣
の
功
績
に
よ
り
河
内
に
二
千
石
を

拝
領
す
る
。

―
七

―



如
仰
未
申
通
候
鹿

貴
札
舞
見
畏
入
候

連
々
被
封
筑
州
無

御
疎
略
通
世
上
無
其

隠
候
就
其
先
日
至
大
坂

罷
越
候
魁
淵
底
秀
吉

江
申
聞
半
徒
御
寺
中

御
理
猶
以
承
伏
被

申
候
河
州
烏
帽
子

形
要
害
之
儀
自
然
者

封
御
方
御
隔
候
之
様

在
之
欺
之
由
風
聞
候

さ
る
趣
承
及
候
更
非

其
儀
候
尾
濃
表
長

逗
留
茂
候
者
諸
口

丈
夫
篤
被
申
付

如
此
候
其
剋
粗
申
進
候

者
内
證
可
申
入
庭
無

案
内
條
乍
存
に
而
向
後

相
應
之
御
用
不
可
存

疎
意
候
猶
勢
州
殿
ヘ

申
入
候
恐
々
謹
言

八
月
十
五
日

中
村
孫
平
次
　
花
押

∧
内
容
ｖ

金
剛
峯
寺
総
分
方
に
対
し
て
中
村
孫
平
次
及
び
細
井
新
介
、
戸
田
三

郎
四
郎
が
鳥
帽
子
形
叛
に
兵
が
詰
め
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
高
野

山
に
危
害
を
加
え
る
目
的
は
な
い
旨
を
伝
え
る
。

①

一
五
八
五
年

一
〇
月
二
０
日
付
、
大
坂
発
・パ
ー
ド
レ
・
グ
レ
ゴ

リ
ヨ
。
デ

・
セ
ス
ペ
デ
ス
よ
リ
イ
ン
ド
地
方
の
パ
ー
ド
レ
に
送
り
し

書
翰

イ
エ
ズ
ス
会
日
本
年
報
下

∧
訳
文
ｖ

河
内
国
の
キ
リ
シ
タ
ン
等
は
そ
の
頭
達
が
各
地
に
散
つ
た
た
め
、
魂

な
き
肉
体
の
如
く
な
っ
て
い
る
が
、
信
仰
の
強
き
選
ば
れ
た
者
は
常

に
絶
え
ぬ
。
聖
堂
の
う
ち
、
三
箇
の
は
戦
争
で
焼
か
れ
、
耐
述
げ
は

当
大
坂
に
移
さ
れ
た
。
忌
峨
魂
膠
及
び
九
濯
ズ
の
キ
リ
シ
タ
ン
諸
侯

並
及
び
そ
の
子
女
、
な
ら
び
に
他
の
キ
リ
シ
タ
ン
の
殿
達
は
そ
の
身

分
に
変
化
な
く
安
全
で
あ
る
。

⑩
日
本
諸
事
要
録
補
遺
　
補
遺
二

「要
録
」
の
第
四
、
及
び
第
五
章

に
つ
い
て

日
本
巡
察
記

∧
訳
文
ｖ

都
近
在
の
地
方
と
諸
国
で
は
、
信
長
の
死
に
よ
っ
て
、
安
土
に
有
し

て
い
た
我
々
の
修
院
は
、
そ
の
街
が
要
塞
に
な
っ
て
孤
立
し
た
の
で

破
壊
さ
れ
た
、
そ
し
て
河
内
国
で
行
な
わ
れ
た
戦
争
と
、
関
白
殿
の

支
配
が
始
ま
っ
た
矢
先
に
彼
が
同
国
で
行
な
っ
た
移
封
の
為
に
、
岡

山
二
二
ヶ
・
八
尾
及
び
鳥
帽
子
形
の
殿
達
は
、
そ
の
土
地
を
失
っ
た
、

こ
れ
ら
四
人
の
殿
は
、
ま
っ
た
く
強
力
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
武
人
で

あ
つ
た
が
、
そ
の
中
幾
人
か
は
死
に
、
他
は
彼
等
に
従
っ
た
総
て
の

武
士
や
兵
士
と
共
に
追
放
さ
れ
た
。

④

一
五
九
二
年

一
月

一
九
日
付
　
一
五
九
二
年

一
一
月
日
本
準
管
区

内
教
会
目
録

「文
禄
元
年
の
耶
蘇
会
目
録
」
史
学

一
九
―
三

∧
訳
文
ｖ

関
白
殿

（０
憲
ロ
ヴ
”８
鰤
ａ
ｇ
）
の
天
下
を
治
め
始
め
た
る
時
以
来
、

戦
争
に
よ
り
、
又
我
等
に
加
へ
ら
れ
た
る
迫
害
に
よ
り
、
日
本
に
於

い
て
破
壊
せ
ら
れ
た
る
主
要
教
舎
、
駐
在
所
及
び
教
会
の
目
録

都

（〓
中呂
こ

の
地
方
に
て
最
初
に
起
り
た
る
戦
争
及
び
動
乱
に
よ

り
て
破
壊
消
滅
せ
る
も
の
。

安
土

（＞
ミ
Ｅ
争
し

巨
大
に
し
て
主
要
な
る
学
林
式
教
舎
。

美
濃

（〓
ｇ
し

の
駐
在
所
。

若
江

（く
呂
離
）
の
駐
在
所
。
こ
ゝ
は
領
主
禁
じ
た
り
。

・
‥
四
四

た
う
す
け

（↓
讐
豊
ｐ
扁
）
の
地
の
主
要
教
舎
。

別
に
下

（さ
目
ｅ

に
て
戦
の
為
に
六
つ
の
教
会
破
壊
せ
ら
れ

た
り
。

②
竹
鼻
梅
次
家
文
書
　
河
州
鳥
帽
子
形
八
幡
宮
伝
記
写
　
一死
禄
五
年

（
一
六
九
二
）

一
〇
月

一
三
日

河
内
長
野
市
史
第
七
巻

∧
原
文
ｖ

一
河
州
錦
部
郡
喜
多
村
領
上
田
村
鳥
帽
子
形
八
幡
宮
者
、
往
古
開
基

何
之
比
よ
り
始
候
哉
存
者
無
御
座
候
、
此
烏
帽
子
形
と
申
ハ
城
山
ニ

~ハ ~



の
市
は
甚
平
和
に
過
し
て
い
る
事
そ
の
他
の
理
由
で
、
パ
ー
ド
レ
達

は
こ
こ
に
レ
ジ
デ
ン
シ
ヤ
を
設
け
ん
こ
と
を
常
に
希
望
し
た
が
、
今

日
ま
で
は
坊
主
の
反
対
と
適
当
な
る
カ
ザ
を
造
る
に
は
多
大
の
経
費

を
要
す
る
こ
と
と
の
た
め
甚
だ
困
難
で
あ
り
、
従
っ
て
帰
依
に
も
常

に
大
い
な
る
障
碍
が
あ
っ
た
。
然
な
る
に
デ
ウ
ス
の
御
恵
に
よ
り
、

今
日
は
同
所
に
百
人
の
キ
リ
ン
タ
ン
が
あ
り
、
そ
の
中
に
身
分
の
甚

だ
高
く
名
誉
あ
る
者
が
数
人
あ
る
。
彼
等
は
堺
に
お
い
て
重
き
を
な

す
者
で
、
そ
の
庇
護
に
よ
っ
て
パ
レ
ー
ド
は
市
に
居
る
こ
と
が
で
き

た
。
ま
た
鳥
帽
子
形
の
大
身
パ
ウ
ロ
。
ボ
ア
ン
ダ
イ
ン
殿
句
留
Ｊ

ｗ
ｏ昌
僻
障
己
巳
ｏ
と
称
す
る
人
が
家
数
軒
を
我
等
に
与
へ
た
の
で
、

こ
こ
に
仮
の
小
聖
堂
を
設
け
た
。
今
我
等
に
甚
だ
都
合
よ
き
所
を
市

の
中
央
に
買
ふ
機
会
が
で
き
た
。
わ
が
教
の
信
用
と
、
か
く
の
如
き

変
革
多
き
国
に
お
け
る
パ
ー
ド
レ
達
及
び
そ
の
財
産
の
安
全
と
の
た

め
に
、
こ
こ
に
立
派
な
聖
堂
と
よ
き
カ
ザ
を
建
つ
る
こ
と
甚
だ
必
要

で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、時
期
を
待
っ
て
塀
の
市
に
コ
レ
ジ
ヨ
を
建
て
、

パ
ー
ド
レ
及
び
イ
ル
マ
ン
等
が
こ
こ
に
居
り
、
こ
の
国
の
布
教
と
キ

リ
シ
タ
ン
の
教
育
と
に
尽
す
に
至
ら
ん
こ
と
を
期
し
て
い
る
。

ビ
ジ
タ
ド
ー
ル
は
領
主
達
の
請
に
応
じ
て
右
の
諸
城
及
び
各
地
を

巡
回
し
、
至
る
所
高
槻
と
同
じ
く
盛
ん
な
る
歓
迎
を
受
け
、
ま
た
多

数
の
キ
リ
シ
タ
ン
の
参
集
を
得
て
、
荘
厳
な
る
ミ
サ
を
歌
っ
た
が
、

キ
リ
シ
タ
ン
等
は
皆
非
常
に
満
足
し
た
。
右
各
地
に
お
い
て
洗
礼
が

行
は
れ
、
五
百
人
受
洗
し
て
キ
リ
シ
タ
ン
と
な
っ
た
。
日
本
の
レ
ジ

デ
ン
シ
ヤ
及
び
カ
ザ
に
関
す
る
こ
と
は
右
の
ほ
と
り
で
あ
る

∧
内
容
ｖ

鳥
帽
子
形
城
と
そ
の
領
地
は
三
人
の
大
名
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
、
そ

の
う
ち
二
人
は
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
と
し
て
三
〇
〇
人
の
キ
リ
シ
タ
ン

を
領
民
に
も
ち
、
領
内
に
壮
麗
な
聖
堂
を
建
て
る
べ
く
、
材
料
を
集

め
て
い
る
。
烏
帽
子
形
城
の
大
身
伊
智
地
文
太
夫
は
堺
の
家
数
軒
を

寄
進
し
、仮
聖
堂
が
設
け
ら
れ
る
。
ビ
ジ
タ
ド
ー
ル
（ヴ
ァ
リ
エ
ャ
ー

ノ
）
が
諸
城

（烏
帽
子
形
城
）
を
巡
回
し
、
歓
迎
を
受
け
た
。

①
信
長
公
記
　
天
正

一
〇
年

（
一
五
八
三
）
二
月
九
日
条

史
籍
集
覧

∧
原
文
ｖ

二
月
九
日
　
信
長
公
信
濃
國
二
至
而
詑
可
被
成
二
御
動
座

條
々
　
　
御
書
出

一
信
長
出
馬
に
付
て
ハ
大
和
人
数
主
張
之
儀
、
筒
井
召
連
可
罷
立
之

條
内
々
其
用
意
可
然
候
　
但
高
野
年
寄
之
輩
少
相
残
吉
野
口
可
警
固

之
旨
可
申
付
之
事

一
河
内
連
判
鳥
帽
子
形
高
野
雑
賀
表
へ
宛
置
之
事

∧
内
容
ｖ

信
長
が
信
濃
攻
め
に
際
し
て
、
河
内
連
判
鳥
帽
子
形
を
高
野

・
雑
賀

衆
に
宛
て
置
く
こ
と
を
命
じ
た
。

⑦
宇
野
主
水
日
記
　
天
正

一
二
年

（
一
五
八
四
）
八
月
四
日
条

改
定
史
籍
集
覧

∧
原
文
ｖ

一
「
剛
四
日
、
河
内
国
高
屋
城
ノ
奥
、
か
に
薩
疑
た
と
云
古
城
普
請
、

知
嘘
が
り
被
仰
付
由
に
て
、輯
礎
凝
人
数
に
て
コ
サ
ル
ヽ
二
つ
き
て
、

今
日
四
日
二
為
見
舞
益
田
少
将
被
遣
之
、
御
書
ア
リ
、
鍬
五
十
丁
御

音
信
也
、
腕
隈
様
よ
り
も
御
書
、
こ
れ
も
鍬
被
遣
之
、
孫
平
次
六
日

泉
州
帰
城

∧
内
容
ｖ

岸
和
田
城
主
の
中
村

一
氏

（孫
平
次
）
が
、
羽
柴
秀
吉
の
命
に
よ
り

鳥
帽
子
形
城
を
普
請
し
た
。
こ
の
時
、
益
日
長
盛
や
本
願
寺
の
教
如

か
ら
鍬
を
多
数
贈
ら
れ
る
。

①
紀
伊
績
風
土
記
　
興
山
官
寺
古
文
書
　
（天
正

一

四
）
か
）
八
月
八
日

ｏ
一
五
日

紀
伊
績
風
上
記
　
一島
野
山
之
部

∧
原
文
ｖ

御
礼
委
細
令
拝
見
侯

如
仰
先
度
は
木
食

上
人
を
以
蒙
仰
候
趣

委
曲
申
達
候
処
封
秀
吉

衆
儀
無
御
別
儀
通
被
承

届
侯
条
可
御
心
易
侯

就
其
鳥
帽
子
形
城

被
申
付
侯
事
非
別
条
侯

牢
人
共
少
々
槙
尾
辺
迄

取
出
侯
付
而
東
國
在
陣
候
間

番
勢
に
入
置
侯
其
許
雑

説
在
之
な
と
ゝ
の
儀
に
て

一
切
無
之
候
間
不
可
有
御
気

遣
候
此
旨
両
人
よ
り
相
心

得
可
申
入
旨
侯
両
戻
之

御
書
中
具
申
達
侯
条

弥
向
後
無
相
違
様
御

分
別
尤
存
侯
猶
期
後

音
令
省
略
侯
恐
々
謹
言

八
月
八
日細

井
新
助
　
花
押

戸
田
三
郎
四
郎
　
花
押

金
剛
峯
寺
総
分
御
中

（中
略
）

二
年

（
一
五
人

総
分
方
巻
之
八

―
五

一



猶
以
国
中
儀
相
済
侯
処
二
、其
地
計
　
御
朱
印
之
儀
意
拝
之
段
、

言
語
道
断
之
由
、
両
人
被
申
出
候
、
急
度
此
返
事
可
承
候
、
以

上

態
以
折
帯
申
候
、
”
徳
政
之
儀
、
原
田
備
中
守

（塙
直
政
）、
宮
内

法
印

（松
井
友
閑
）
両
人
被
仰
出
、
御
朱
印
之
儀
相
調
、
惣
目
之
儀

被
申
付
候
処
二
、
其
地
無
承
引
之
由
、
従
三
山

（三
好
康
長
）
被
申

越
候
、
左
様
之
儀
、
急
度
可
申
付
旨
、
被
申
出
候
条
、
唯
今
至
烏
帽

子
形
差
越
候
、
袋
元
棟
別
之
儀
申
付
候
、　
一
両
日
中
二
、
其
地
へ
可

差
越
候
、
然
者
、
如
形
過
、
何
か
と
候
へ
而
於
無
承
引
者
、
不
寄
御

坊
衆
、
同
在
所
者
共
、
何
方
に
て
も
相
留
、
可
加
成
敗
旨
、
両
人
ニ

堅
被
申
付
候
、
為
届
如
此
候
、
御
存
分
候
者
、
此
地
へ
使
者
可
越
候
、

恐
々
謹
言
、

二
月
十

一
日
　
　
　
原
田
備
中
守
上
使

長
谷
川
喜
兵
衛
尉
　
重
元

（花
押
）

宮
内
法
印
上
使

岡
本
権
兵
衛
尉
　
　
貞
俊

（花
押
）

尼
野
寺
中
多

∧
内
容
ｖ

織
田
信
長
の
朱
印
状
に
反
し
て
徳
政
を
拒
絶
す
る
金
剛
寺
に
対
し
、

信
長
の
重
臣
塙
直
政

。
松
井
友
閑
の
両
人
は
鳥
帽
子
形
在
城
の
上
使

を
通
し
て
こ
れ
に
従
う
よ
う
厳
命
し
た
。

①
高
野
山
文
書
　
松
岡
家
文
書
　
隅
田

一
党
地
士
書
上
　
（天
正
九

年

（
一
五
人

こ

か
）

五
篠
市
史

∧
原
文
ｖ

一
畠
山
相
呆
被
申
候
者
、
信
長
殿
へ
付
申
、
則
高
野
御
責
被
成
候
義

二候
、
廿
五
人
之
者
先
手
を
仕
候
へ
共
、
長
谷
川
於
竹
ふ
く
す
ミ
両

人
御
承
り
一需
御
書
参
候
、
信
長
殿
よ
り
之
人
数
ハ
松
山
新
助
ゑ
ほ
し

方
衆
、
則
生
地
之
持
日
、
隅
田
廿
五
人
ハ
東
家
表
之
持
日
、
大
津
ロ

ハ
中
村
孫
平
治
殿
、
根
来
連
判
衆
、
其
外
侍
衆
持
回
、
然
処
高
野
衆

東
家
表
へ
打
出
被
申
候
、
則
隅
田
十
五
人
持
口
．託
御
座
候
二
付
、
槍

を
入
お
い
く
づ
し
候
得
者
、
其
後
又
生
地
表
ゑ
ほ
し
方
衆
持
ロ
ヘ

か
ゝ
り
申
候
処
、
其
持
口
之
衆
と
合
戦
御
座
候
而
ゑ
ほ
し
方
衆
手
柄

を
被
仕
候
、其
時
も
須
田
廿
五
人
之
者
則
横
槍
を
入
合
戦
を
い
た
し
、

清
水
迄
お
い
こ
ミ
申
候
事
、

ハ
内
容
ｖ

信
長
の
高
野
山
攻
め
で
松
山
新
介
と
烏
帽
子
形
衆
が
参
戦
し
手
柄
を

あ
げ
る
。

①

一
五
八
二
年
二
月

一
五
日
付
、
長
崎
発
　
パ
ー
ド
レ
・ガ
ス
パ
ル
・

ク
エ
リ
ヨ
よ
リ
イ
エ
ズ
ス
会
総
会
長
に
贈
り
た
る
も
の

イ
エ
ズ
ス
会
日
本
年
報

∧
訳
文
ｖ

こ
の
城
か
ら
五
、
六
レ
グ
ワ
の
所
に
鳥
帽
子
形
と
称
す
る
他
の
城
が

あ
る
。
こ
の
城
と
周
囲
に
在
る
多
数
の
村
は
三
人
の
領
主
の
治
む
る

所
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
二
人
は
キ
リ
シ
タ
ン
で
あ
つ
て
、
約
三
百

人
の
キ
リ
ン
タ
ン
が
あ
る
。
今
日
ま
で
こ
れ
以
上
キ
リ
シ
タ
ン
と
な

ら
な
か
っ
た
の
は
、
領
主
の
う
ち

一
人
の
み
が
キ
リ
シ
タ
ン
で
あ
っ

た
た
め
で
あ
る
。
本
年
三
人
の
う
ち
最
も
富
貴
な
領
主
が
帰
依
し
、

一
子
が
シ
メ
ア
ン
の
女
と
結
婚
し
た
の
で
、
全
領
主
を
キ
リ
ン
タ
ン

と
せ
ん
と
し
大
い
な
る
熱
心
を
示
し
た
際
、
我
等
の
主
は
彼
が
洗
礼

を
受
け
た
る
数
日
後
御
許
に
召
し
給
ひ
、
シ
メ
ア
ン
の
女
と
結
婚
し

た
子
息
が
彼
に
代
っ
た
。
併
し
彼
は
、
十

一
歳
で
あ
っ
て
、
未
だ
戦

場
に
お
い
て
信
長
に
仕
へ
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
他
の
人
を
彼

の
代
り
に
任
ず
る
懸
念
が
あ
る
。
か
く
の
如
き
は
通
常
行
は
る
る
事

で
、
数
日
前
に
も
同
年
齢
の
少
年
二
人
の
父
達
が
死
亡
し
た
際
、
甚

だ
よ
き
領
主
の
主
で
あ
っ
た
が
、
信
長
は
戦
争
に
用
ふ
べ
き
二
人
の

部
将
を
こ
こ
に
置
き
、
両
少
年
に
は
僅
少
の
収
入
を
与
へ
た
。

シ
メ
ア
ン
は
こ
れ
を
見
て
、
少
年
を
信
長
に
面
謁
せ
し
む
る
た
め
安

土
山
に
伴
ひ
、
そ
の
父
の
所
持
の
刀
９
昌
ω
の
千
五
百
ク
ル
サ
ド
の

値
あ
る
も
の
と
、
帷
子
ｏ
離
静
■
協
す
な
わ
ち
日
本
人
の
用
ふ
る

一

種
の
槻
衣
を
新
物
と
し
て
持
参
し
た
。
而
し
て
パ
ー
ド
レ
等
は
こ
の

少
年
の
た
め
デ
ウ
ス
に
祈
っ
て
ゐ
た
。
信
長
は
彼
等
を
引
見
し
て
大

い
に
好
意
を
示
し
、
少
年
の
年
齢
を
尋
ね
た
時
、
皆
十
二
歳
で
あ
る

と
言
っ
た
が
、
彼
は
信
長
の
面
前
に
招
か
れ
た
時
、
僅
に
十

一
歳
で

あ
る
と
答
え
た
。
信
長
は
喜
の
色
を
顔
に
示
し
た
が
、
諸
人
は
皆
こ

の
言
を
聞
い
て
大
い
に
恐
確
し
た
。
信
長
は
刀
を
手
に
取
っ
手
非
常

に
こ
れ
を
讃
め
、
何
程
の
価
の
も
の
で
あ
る
か
承
知
し
て
い
る
が
、

少
年
の
用
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
故
、
彼
は
こ
れ
を
望
ま
ず
と
言
ひ
、

親
愛
の
印
と
し
て
帷
子
の
み
を
受
領
し
、
少
年
に
は
そ
の
父
の
所
領

を
悉
く
与
へ
、
シ
メ
ア
ン
及
び
の
同
僚
二
人
に
少
年
ん
０
世
話
を
命

じ
た
。
パ
ー
ド
レ
等
は
大
い
に
こ
れ
を
喜
び
、
シ
メ
ア
ン
と
同
少
年

な
ら
び
に
同
僚
の
キ
リ
ン
タ
ン
の
領
主
は
、
直
に
約

一
万
人
に
上
る

部
下
の
者
を
悉
く
帰
依
せ
し
む
る
こ
と
に
努
力
し
、
重
立
っ
た
貴
族

は
直
に
帰
依
し
た
。彼
は
ま
た
シ
メ
ア
ン
及
び
そ
の
同
僚
と

一
緒
に
、

第
三
の
領
主
に
説
い
て
説
教
を
聴
く
約
束
を
さ
せ
た
。
こ
の
人
帰
依

せ
ば
、
そ
の
領
内
の
者
は
皆
帰
依
す
べ
き
こ
と
を
主
に
お
い
て
期
待

す
る
。
彼
等
は
ま
た
当
所
に
壮
麗
な
聖
堂
を
建
つ
る
こ
と
に
決
し
、

す
で
に
木
材
そ
の
他
の
材
料
を
集
め
て
い
る
。
河
内
の
キ
リ
シ
タ
ン

教
会
が
か
く
の
如
く
盛
大
に
赴
く
に
つ
き
、
キ
リ
ン
タ
ン
の
領
主
達

一
同
は
、
パ
ー
ド
レ
一
人
及
び
イ
ル
マ
ン
一
人
を
同
国
に
駐
在
さ
せ
、

今
は

一
つ
の
城
に
行
く
や
う
に
せ
ん
こ
と
を
ビ
ジ
タ
ド
ー
ル
に
切
願

し
た
と
こ
ろ
、
パ
ー
ド
レ
は
こ
の
請
願
を
当
然
と
認
め
て
承
諾
を
与

へ
た
。
蓋
し
悉
く
キ
リ
ン
タ
ン
で
あ
る
地
方
で
は
、
レ
ジ
デ
ン
シ
ヤ

の
数
を
減
じ
て
わ
が
会
員
の
一
緒
に
居
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
同

時
に
、
キ
リ
ン
タ
ン
と
異
教
徒
と
雑
居
し
て
い
る
地
方
の
も
パ
ー
ド

レ
を
駐
在
さ
せ
て
教
を
弘
め
、
ま
た
キ
リ
シ
タ
ン
の
信
仰
を
堅
う
す

る
こ
と
が
必
要
と
認
め
た
か
ら
で
あ
る
。

右
の
諸
城
の
ほ
か
に
、
河
内
の
レ
ジ
デ
ン
シ
ヤ
は
堺
市
の
キ
リ
シ

タ
ン
を
管
轄
し
て
い
る
。
同
市
は
和
泉
国
に
在
り
、
八
尾
よ
り
四
レ

グ
ワ
離
れ
て
い
る
。
こ
の
市
は
日
本
全
国
で
最
も
富
み
、
ま
た
土
地

広
く
し
て
多
数
の
冨
裕
な
る
商
人
が
住
み
、
且
自
由
市
で
大
い
な
る

特
権
と
自
由
を
有
し
、
共
和
国
の
如
き
政
治
を
行
っ
て
い
る
の
で
有

名
で
あ
る
。
他
の
諸
市
及
び
城
が
激
し
い
戦
争
最
中
で
あ
る
時
、
堺

一四 ―



清
為 若
当

（押
印
）

六
月
六
日

天
野
山

年
預
御
坊

御
同
宿
中

∧
内
容
ｖ

畠
山
高
政
の
鳥
帽
子
形
城
入
城
に
際
し
、
金
剛
寺
は
人
足
等
の
供
出

を
命
じ
ら
れ
た
。
な
お

「か
ミ
さ
ま
」
を
畠
山
高
政
と
す
る
解
釈
は

弓
倉

（二
〇
〇
六
）
に
従
っ
た
。

③
多
聞
院
日
記
　
永ヽ
禄

一
〇
年

（
一
五
六
七
）
九
月

一
五
日
条

増
補
続
史
料
大
成
三
九

∧
原
文
ｖ

九
月十

五
日

（中
略
）

一
一
昨
日
十
三
日
、
河
州
エ
ホ
シ
カ
タ
ノ
城
へ
、
長
ヤ
フ
ノ
ア
タ
リ

欺
、
根
来
寺
衆
寄
テ
散
々
二
仕
損
了
卜
云
々
、
首
四
、
五
十
此
表
ヘ

来
了
、
追
々
二
来
了
、

Ａ
内
容
ｖ

永
禄

一
〇
年

（
一
五
六
七
）
に
根
来
寺
の
僧
兵
が
鳥
帽
子
形
城
を
攻

撃
し
た
が
、
落
城
に
は
到
ら
な
か
っ
た
。

⑩
言
継
卿
記
　
一死
亀
元
年

（
一
五
七
〇
）

一
〇
月
二
二
日
条

続
群
書
類
従
完
成
会
本

Ａ
原
文
ｖ

十
二
日
、
天
晴
、
丙
辰

（中
略
）

○
武
家
為
御
見
舞
参
、
河
州
説
以
下
各
雑
談
、
自
大
坂
高
屋
之
城
ヘ

取
懸
、
歯
停
取
出
逐
立
云
々
、
同
内
郡
鳥
帽
子
形
之
城
へ
三
人
衆
取

懸
、
畠
山
尾
州
取
出
百
八
十
人
計
被
討
取
云
々
、

∧
内
容
ｖ

元
亀
元
年

（
一
五
七
〇
）
に
烏
帽
子
形
在
城
の
畠
山
秋
高
に
対
し
、

三
好
三
人
衆
が
攻
撃
を
仕
掛
け
て
一
人
○
人
余
を
討
ち
取
る
。

①
織
田
軍
記
　
（元
亀
四
年

（
一
五
七
三
）
か
）
四
月

一
五
日

通
俗
日
本
全
史
　
第
七
巻

∧
原
文
ｖ

今
年
四
月
十
五
日
、
遊
佐
方
の
者
ど
も
彼
れ
是
れ
多
勢
、
高
屋
の
城

へ
押
し
寄
せ
昭
高
を
攻
む
る
、
城
中
に
は
折
節
無
勢
に
て
、
杉
原
又

太
夫

・
茅
原
又
兵
衛

・
生
熊
市
太
夫
、
此
外
町
人
青
木
道
鉄
と
云
ふ

者
、
日
比
昭
高
の
思
を
蒙
り
此
節
有
合
せ
け
る
が
、
昭
高
と
主
従
五

人
、
終
日
戦
ひ
く
ら
し
、
敵
の
手
に
か
ゝ
ら
ん
よ
り
は
と
て
、
同
日

の
晩
景
に
五
人
共
に
腹
切
り
死
し
た
り
、
遊
佐
は
高
屋
の
城
を
取
り

し
が
、
後
難
を
存
じ
、
昭
高
の
後
室
信
長
公
の
御
姪
を
城
主
と
仰
ぎ

奉
っ
て
、
河
内
守
は
後
見
と
し
て
、
し
ば
ら
く
高
屋
に
居
た
り
け
り
、

松
永
弾
正
是
を
聞
い
て
、
山
口
六
郎
四
郎

・
奥
田
三
河
守
に
三
百
余

人
を
相
添
へ
、
遊
佐
方
へ
加
勢
に
遣
し
、
高
屋
の
城
に
籠
め
置
き
、

近
日
同
国
交
野
の
城
主
安
見
新
七
郎
を
攻
め
ん
と
評
議
す
、
是
は
昭

高
の
舎
弟
に
て
、
家
老
安
見
の
家
を
継
ぎ
た
る
人
な
り
、
同
国
烏
帽

子
形
の
城
に
は
、
宮
崎
針
太
夫

・
同
鹿
目
助
と
云
ふ
者
籠
れ
り
、
先

づ
是
を
攻
め
よ
と
て
、
草
野
肥
後
守
が
子
菖
蒲
助
を
大
将
と
し
、
多

勢
押
し
よ
せ
攻
め
取
り
け
る
に
、
城
主
そ
こ
を
ば
退
い
て
、
三
宅
志

摩
守

・
臼
井
因
幡
守

・
伊
智
地
文
大
夫
等
を
か
た
ら
ひ
、
針
太
夫

・

鹿
目
助
さ
き
が
け
し
て
、
そ
の
夜
又
鳥
帽
子
形
の
城
へ
押
し
よ
せ
、

草
野
菖
蒲
助
を
討
取
り
、
城
を
取
返
し
て
先
敗
の
恥
を
す
ゝ
ぎ
＾
悦

び
居
け
り
、
昭
高
の
家
臣
安
田
某
、
其
比
紀
州
に
居
た
り
し
が
、
主

人
の
死
計
を
聞
い
て
其
ま
ゝ
河
州
に
馳
せ
来
り
、
人
数
を
催
し
て
高

屋
の
城
を
攻
め
ん
と
評
議
す
、

Ａ
内
容
ｖ

高
屋
城
主
畠
山
秋
高
、
遊
佐
信
教
に
討
た
れ
る
。
遊
佐
信
教
、
そ
の

室
を
城
主
と
す
。
鳥
帽
子
形
城
の
宮
崎
氏
以
下
、
車
部
氏
に
攻
め
ら

れ
退
城
す
る
が
、夜
中
こ
れ
を
奪
回
。
紀
州
高
屋
城
に
押
寄
せ
遊
佐
・

車
部
以
下
を
追
い
落
と
す
。
な
お
、
『羽
曳
野
中
世
軍
記
等
史
料
集
』

で
は
、
こ
の
記
事
を
元
亀
二
年

（
一
五
七

一
）
の
も
の
と
し
て
い
る

が
、
畠
山
秋
高
が
元
亀
四
年

（
一
五
七
三
）
に
殺
害
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、本
史
料
も
元
亀
四
年

（
一
五
七
三
）
の
も
の
と
推
定
す
る
。

⑫

一
五
七
五
年
五
月
四
日
付
、
堺
発
信
、
カ
ブ
ラ
ル
宛
　
フ
ロ
イ
ス

書
簡『フ

ロ
イ
ス
日
本
史
４
』
第
四
六
章

（第

一
部

一
〇
五
章
）
脚
注

∧
訳
文
ｖ

復
活
祭
の
一
週
間
後

（洋
四
月
十
日
）
、
フ
ロ
イ
ス
は
三
ヶ
を
出
、

堺
と
鳥
帽
子
形

（南
河
内
）
の
キ
リ
シ
タ
ン
を
訪
い
、
つ
い
で
都
に

至
り
、
オ
ル
ガ
ン
テ
イ
ー
ノ
と
と
も
に
信
長
か
ら
親
切
に
迎
え
ら
れ

た
。

⑬
金
剛
寺
文
書
　
塙
直
政

・
松
井
友
閑
上
使
連
署
折
紙
　
年
欠

（天

正
四
年

（
一
五
七
六
）
か
）
二
月

一
一
日

大
日
本
古
文
書

・
河
内
長
野
市
史
第
五
巻

∧
原
文
ｖ



ジ
津
國
卜
（堀
ガ
迄
御
出
陣
云。が
。
秀
以
不
二叶
給
・卜
云
々
、
当
国
衆

各
帰
陣
候
、
次
越
智

（
ハ
〉
無
二出
陣
・候
。
縄
州
卜
同
心
之
由
風
聞

了
。

∧
内
容
ｖ

畠
山
植
長
と
河
内
守
護
職
を
め
ぐ
っ
て
争
う
畠
山
義
尭
は
、
日
野
お

よ
び
天
野
仁
王
山
に
城
郭
を
構
え
て
対
陣
し
た
が
、
金
胎
寺
城
か
ら

鳥
帽
手
形
城
に
陣
を
進
め
た
植
長
軍
に
追
わ
れ
て
高
野
山
に
没
落
し

た
。

③
檜
尾
措
蔵
記
　
弘
治
三
年

（
一
五
五
七
）
八
月

一
六
日

観
心
寺
要
録

一

∧
原
文
ｖ

当
郡
高
向
村
町
井
喜
左
衛
門
二有
ル之
レ文
状
′覚
ェ、
高
向
ノ百
姓
中
水

論
ェ付
、
其
ノ時
上
田
村
八
幡
山
鳥
幅
子
形
ノ城
主
、
碓
井
大
和
守
定

純
純
明
ノ證
文

一
通
、
但
ン其
′文
ハ略
ス之
フ、
弘
治
三
年
八
月
十
六
日

定
純

（花
押
）
然
者
定
阿
ハ、
定
純
ノ
子
欺

∧
内
容
ｖ

高
向
村
の
水
論
に
際
し
、
鳥
帽
子
形
城
主
で
あ
る
稚
井
定
純
が
書
状

を
送
っ
た
。

⑥
金
剛
寺
文
書
　
車
部
房
綱
書
状
年
欠
（永
禄
四
年
全

五
六

一
）
か
）

一
一
月

一
九
日

大
日
本
古
文
書

・
河
内
長
野
市
史
第
五
巻

∧
原
文
ｖ

連
々
安
見
美
作
守
、
恩
智
上
野
介
被
成
御
馳
走
、
米
銭
御
引
替
之
由
、

不
及
是
非
候
、
拙
者
事
ハ
曾
以
御
不
通
候
、
然
者
、
兵
根
三
百
石
借

用
可
申
候
、
於
無
沙
汰
者
、
相
当
可
令
分
別
候
、
四
五
日
中
請
取
二

可
進
之
候
、
次
作
事
之
用
二
候
之
間
、
松
之
木
三
百
本
竹
百
荷
可
被

仰
付
候
、
是
又
取
二
可
進
之
候
、
恐
々
謹
言
、

十

一
月
十
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
車
部
肥
後
守

房
綱
（花
押
）

金
剛
寺
三
綱
御
坊御

同
宿
申

∧
内
容
ｖ

河
内
下
郡
代
の
車
部
房
綱
は
金
剛
寺
に
対
し
、
兵
糧
お
よ
び
築
城
資

材
の
供
出
を
命
じ
た
。

①
足
利
季
世
記
　
第
六
　
永
禄
五
年

（
一
五
六
三
）
五
月

一
九
日

改
定
史
籍
集
覧

∧
原
文
ｖ

遊
佐
河
内
守

・
安
見
美
作
守
ハ
、
畠
山
方
ノ
大
名
ニ
テ
当
代
ノ
福
者

ナ
レ
ハ
、
高
政
ノ
長
途
ノ
野
陣
フ
イ
タ
ハ
リ
、
陣
屋
ノ
中
二
湯
舟
ヲ

カ
マ
ヘ
テ
高
政
ヲ
入
申
、
饗
シ
可
申
ト
テ
色
々
ノ
酒
肴
フ
ト
ヽ
ノ
ヘ

テ
、
遊
佐
力
陣
屋
ヱ
高
政
ヲ
可
申
入
由
使
ヲ
参
ラ
セ
、
御
供
ニ
ハ
誰

レ
　
　
ト
有
リ
シ
フ
、
丹
下

・
玉
木
以
下
悉
ク
聞
之
大
三
驚
キ
、
ス

ハ
ヤ
昨
日
ノ
雑
説
府
合
シ
テ
、
遊
佐

・
安
見
逆
心
ア
リ
、
高
政
ヲ
可

打
ト
ノ
謀
二
、
カ
ク
コ
ソ
申
ラ
ン
ト
推
量
シ
、
諸
人
吾
先
ニ
ト
引
ケ

レ
ハ
、
夜
中
二
高
政
モ
鳥
帽
子
形
ノ
城
ヱ
引
退
キ
ケ
ル
、
紀
州
衆
玉

木

・
湯
川

・
根
来
寺
衆
、
後
陣
ニ
テ
夜
明
テ
退
ケ
ル
フ
、
三
好
方

一

万
五
千
人

一
手
二
成
テ
追
カ
ケ
ヽ
レ
ハ
、
湯
川
宮
内
少
輔
直
光

・
根

来
寺
衆
三
千
人
エ
テ
、
大
勢
ノ
中
二
面
モ
不
振
切
テ
入
り
、
十
文
字

ニ
ワ
リ
付
追
廻
シ
ケ
ル
間
、
三
好
方
ニ
モ
ヨ
キ
士
千
余
人
被
疵
、
三

百
人
打
死
ス
、
紀
州
衆
ハ
湯
川
宮
内
少
輔
直
光
大
将
ニ
テ
、
同
名
民

部
少
輔

・
同
神
太
夫

・
方
田
伊
豆
守

・
湊
上
野
介

・
同
紀
伊
守

・
竜

神
刑
部
少
輔

・
富
田
牛
ノ
助

・
貴
志
五
郎

・
白
樫
五
郎
兵
衛

・
飯
沼

九
郎
左
衛
門
尉
等
也
、
石
垣
卜
堀
内
ハ
今
度
不
登
シ
テ
国
二
留
り
、

彼
等
名
代
安
宅
神
助
堀
ノ
内
名
代

・
妻
良
兄
弟

・
山
際
兄
弟
二
人
石

垣
名
代
・
神
保
右
衛
門
尉
、
都
合
名
ヲ
モ
人
二
知
ル
ヽ
士
八
百
余
人
、

根
来
衆
三
百
人
打
死
也
、
安
見

・
遊
佐
ハ
石
山
ノ
城
ヱ
落
行
、
畠
山

殿
ハ
鳥
帽
子
形
ニ
モ
休
ヱ
ス
、
界
ヱ
落
ラ
ル
ヽ
、

Ａ
内
容
ｖ

教
興
寺
の
戦
い
で
敗
れ
た
畠
山
高
政
は
、
鳥
帽
子
形
へ
退
き
、
さ
ら

に
堺
に
逃
る
。
こ
れ
を
追
撃
す
る
三
好
勢
、
畠
山
方
の
紀
州
勢
と
交

戦
し
敗
北
せ
し
め
た
。

③
金
剛
寺
文
書
　
清
為
当
書
状
　
年
欠
（永
禄
八
年
全

五
六
五
）
か
）

六
月
六
日

大
日
本
古
文
書

。
河
内
長
野
市
史
第
五
巻

∧
原
文
ｖ以上

螂時はュ繰呻却稗・り〕】忠韓↓すや制鱒潮］導乍

日
二
給
へ
く
候
、

態
令
申
候
、
”
　
か
ミ
さ
ま
明
日
烏
帽
子
形
被
成
御
人
城
候
、
然
者

人
足
五
人
雇
可
申
候
、
程
近
候
条
、
今
夕
還
可
申
候
、
又
今
明
日
間

雇
申
、
八
日
に
ハ
隙
明
可
申
候
、
必
々
千
今
越
可
給
候
、
隋
而
ひ
き

ち
ゃ
一
箱
所
望
候
、
毎
事
此
度
之
御
我
執
、
頭
被
存
候
由
、
丹
越
被

申
越
候
、
弥
越
州
対
貴
寺
不
可
有
疎
略
之
由
候
、
恐
々
謹
言
、



烏
帽
子
形
城
関
係
史
料

①
経
覚
私
要
紗
　
文
正
元
年

（
一
四
六
六
）
九
月
四
日

・
五
日
条

羽
曳
野
市
史
四

（史
料
編
二
）

∧
原
文
ｖ

四
日
、
舞
、
酉
刻
自
越
智
方
古
市
申
遣
云
、
右
衛
門
佐
着
陣
後
雄
馳

向
桶
辞
畷
婢
ヽ
二
夜
二
日
責
戦
之
間
、
城
衆
可
然
者
無
ゝ
旨
□
敷
防

戦
之
間
、
両
方
手
負
済
々
在
之
、
□
而
終
三
日
夜
丑
刻
被
責
落
、
所

籠
者
共
大
山
父
子
三
人
以
下
八
十
人
計
在
之
、
悉
被
打
留
了
、
初
森

山
城
衆
悉
罷
下
、
成
降
人
云
々
、
拇
西
樋
寺
二
監
盤
が
勢
罷
籠
、
大

略
国
人
也
、
国
向
可
□
□
如
今
不
可
有
残
□
欺
由
申
云
々
、
右
衛
門

佐
義
就
振
猛
威
也

一
自
京
都
申
下
云
、
遊
佐
昨
日
一言
為
罷
下
河
州
京
都
ヲ
立
、
其
勢
廿

騎
計
上
下
百
人
計
在
之
、
八
時
分
罷
立
、
先
八
幡
マ
テ
其
日
罷
下

云
々
、
無
勢
無
極
者
也

五
日
、
霧

（中
略
）

一　
回
国
語
云
、
右
衛
門
佐
二
日
前
夜
九
時
分
、

壷
坂
ヲ
立
テ
千
磋
ぼ
城
ノ
間
ヲ
通
テ
、
下
着
全
胎
寺
、
其
□
以
外
之

難
所
也
、
水
越
猶
北
二
近
令
□
□
不
罷
通
欺
、
押
子
形
城
□
嶽
山
馳

走
二
沙
汰
□
、
甲
斐
庄
谷
以
下
土

一
揆
大
略
随
所
勘
云
々
、
但
西
林

寺
二
少
弼
方
者
国
人
以
下
集
居
之
間
、於
此
所
可
有

一
合
戦
欺
云
々
、

森
城
維
超
無
甲
斐
落
臨
解
入
之
間
、
北
方
事
其
不
審
由
条
沙
汰
云
々

越
智
者
堀
媚
醐
二
取
陣
在
之
、
甲
七
八
□
在
之
欺
云
々
、
又
三
川
高

田
者
、
慈
明
寺
辺
三
甲
五
十
計
ニ
テ
在
之
、
入
曽
我
欺
云
々
、
多
武

峯
勢
ヲ
相
約
由
申
云
々

∧
内
容
ｖ

文
正
元
年

（
一
四
六
六
）
畠
山
義
就
、
金
胎
寺
着
陣
後
、
政
長
方
の

押
子
形
城
を
攻
め
落
と
す
。
嶽
山
城
衆
こ
れ
に
よ
り
義
就
に
降
る
。

畠
山
義
就
は
、
九
月
二
日
、
大
和
壼
坂
寺
を
立
ち
、
千
早
城
を
通
っ

て
金
胎
寺
に
着
く
。

②
鳥
帽
子
形
八
幡
神
社
本
殿
　
化
粧
種
受
棟
木
下
束
墨
書
　
文
明

一

二
年

（
一
四
八
〇
）

一
月
壬
二
日

鳥
帽
子
形
八
幡
神
社
本
殿
修
理
工
事
報
告
書

∧
原
文
ｖ

文
明
十
二
年
Ｆ
　
正
月
廿
三
日
初
　
奉
行
上
ノ
坊
正
田
同
国

（花
押
）

∧
内
容
ｖ

文
明

一
二
年

（
一
四
人
○
）
に
烏
帽
子
形
八
幡
神
社
社
殿
を
建
立
し

た
。

③
鳥
帽
子
形
八
幡
神
社
本
殿
棟
札
　
文
明

一
二
年

（
一
四
八
〇
）
二

月

一
六
日

鳥
帽
子
形
八
幡
神
社
本
殿
修
理
工
事
報
告
書

∧
原
文
ｖ

（表
）
上
部
に
梵
字
、
文
明
十
二
年
ず
二
月
十
六
日
　
大
工
藤
原
末

継
春
秋
六
十
二
　
奉
行
下
坊
角
坊
中
坊
北
坊

（裏
）
八
幡
神
社

一
宇
石
川
八
郎
左
衛
門
尉
日
回

∧
内
容
ｖ

文
明

一
二
年

（
一
四
八
〇
）
に
石
川
八
郎
左
衛
門
尉
が
鳥
帽
子
形
八

幡
榊
社
社
殿
を
建
立
し
た
。

①
後
鑑
　
巻
二
九
〇

・
義
晴
将
軍
記
四
　
大
永
四
年

（
一
五
二
四
）

九
月
二
七
日

ｏ
一
一
月

一
三
日

ｏ
一
二
月
九
日
条新

訂
増
補
国
史
大
系

∧
原
文
ｖ

愉
浮
日
已・
　
大
和
国
合
戦

祐
維
記
云
、
同
四
年
九
月
十
七
日
暁
、
笠
置
へ
仁
義
七
郎
、
江
州
九

里

一
タ
ウ
ヲ
相
話
夜
打
入
之
。
小
柳

・
生
方

・
古
市

・
費
川
各
同
心

也
、
狭
川
ヲ
ウ
シ
ナ
ウ
ベ
キ
支
度
也
、
神
戸
四
ヶ
郷
神
供
料
井
寺
門

領
違
乱
可
レ為
〓
必
定
一者
欺
。
河
州
ハ
、
総
州
ハ
日
野
二
着
障
、
遊

佐
ハ
ア
マ
ノ
ノ
仁
王
山
二
、
ア
マ
ノ
ヽ

（寺
〉
坊
ヲ
ヒ
キ
テ
城
ヲ
構

テ
有
レ
之
。
次
総
州
方
勢
七
千
余
有
レ
之
云
々
。
同
日
未
刻
、
笠
置

乱
入
之
勢
共
二

・
三
百
人
有
レ之
。
狭
川
自
身
セ
メ
上
テ
タ
ヽ
カ
フ

処
二
、
仁
義
七
郎
方
姫
衆
散
々
打
負
テ
、
足
衆
ハ
テ
了
、
打
死
ア
マ

タ
有
レ
之
。

一
一
月
小
、
十
三
日
が
、
河
内
國
合
戦

祐
維
記
云
　
十

一
月
十
三
日
、
筒
井
竜
田
迄
出
陣
云
々
。
越
智
衆
、

同
河
蹴^
羅
肝
殿
ヘ
ノ
合
力
也
、
同
日
総
州
之
陣
所
仁
王
山
へ
、
河
内

コ
ン
（雌
癌
ガ
寺
衆
ツ
メ
ョ
ス
ル
ト
云
々
、
次
河
内
遊
佐
ハ
又
コ
ン
タ

井
寺
へ
入
之
卜
云
々
。
次
次
郎
殿
身
方
、根
来

一
山
悉
以
総
州

〈後
〉

へ
出
陣
云
々
、
吉
野
衆
、
長
簸
城
衆
ト
ヒ
ト
ツ
ニ
成
テ
、
是
モ
同
総

州
後
へ
取
寄

〈
ス
〉
卜
云
々
。
十
七
日
条
云
　
筒
井
ヲ
始
テ
布
施

・

万
歳

・
越
智
、
各
当
国
衆
、
悉
以
河
内
ノ
国

〈分
〉
マ
デ
被
こ出
障
・

一玄
々
。

十
二
月
大
、
九
日
罪
、
大
和
国
合
戦

祐
維
記
云
、
十
二
月
九
日
、
伝
説
、
総
州
陣
破
了
、
去
六
日
夜
高
野

ヘ
ノ
キ
給
云
々
、河
内
次
郎
殿
ヱ
ホ
シ
カ
タ
ト
云
所
へ
寄
詰
給
故
二
、

総
州
人
勢
無
人
之
間
不
レ
叶
ノ
キ
給

〈卜
〉
云
々
。
細
川
殿
御
サ
ウ



ふ り が な かわちながのしまいぞうぶんかざいちょうさほうこくしよ

書 名 河内長野市埋蔵文化財調査報告書30

副  書  名 鳥帽子形城跡

シ リ ー ズ 名 河内長野市文化財調査報告書

シリーズ番号 第52輯

編 集 者 名 小林和美 垣内拓郎

編 集 機 関 河内長野市教育委員会

所  在  地 〒586‐8501大阪府河内長野市原町1-1‐l TEL 0721-53-111l FAX 021‐ 53-1198

発 行 年 月 日 2012年 3月 31日

報 告 書 抄 録

要 約

房爆墓発撃で量岳罠吉堡蒜食泳蓉墨泳鍵督を頑η争美里2軍語啓弱彙暴害泉建斎
泰竺堡僣まη喬急Fピ兌まぞ8纂篇翁基譜ま,皇寡考緑為膳男曽稼庭磐η乞春暑
つたが、堀や土塁の様用は不明であった。今回の堀 Dの調査により、堀の屈曲部

妊湾 端 評 齢 き、始 Ⅷ 源    鰹 催 指 修あ
実態が明らかとなった。一方で想定された大手口や大手道は確認できなかつた

経 請 鰈     犠 撒 晦 諄 Olヨ
輪Ⅱの東側平坦面は上下2段になり、下段縁辺部から礎石が検出された。また、そ

ζ業暑亀を携哲g暑京呂な婁E警:髯聯 :雲笞去冨皇悪曇署懸担Fとき
び改修による構造の変遷等を検討する上で重要である。

所 収 遺 跡 所在地

コー ド
】ヒ  漁室 東 経 調査期間

(だ )

調査面積
調査原因

市町村 遺 跡

鳥帽子形城跡
(EBS09-2)

大阪府

河内長野市

言多胃
27216

府

河

ｒ
κ
げ

♂
留
ぱ

20100119

20100219
範囲確認

蔦積芋彬媛鏃
(EBS10-2)

大阪府

河内長野市

豊多胃
27216

孵

郷

府
河

ｒ
歴
げ

露
留
Ｙ

20100610

20100618
範囲確認

烏帽子形城跡

(EBS10-3)

大阪府

河内長野市

魯多苛
27216 脇

潮
ｒ
Ｆ
ｖ

♂
留
ピ

20101001

20101217
範囲確認

所収遺跡名 種別 主 な時代 主な遺構 主 な遺物 特 記事 項

烏帽子形城跡

(EBS09-2)
城館・生産 中世 堀内障壁 瓦、中国製白磁皿

土塁⑤下層から曲輪を検
出。堀D内の堀内障壁を

検出。

烏帽子形城跡

(EBS10-1)
城館・生産 中世 な し な し な し

烏帽子形城跡

(EBS10-3)
城館 。生産 中世 虎口、曲輪

瓦、土師皿、瓦質土器、

陶器

曲輪Ⅱ縁辺部で礎石を検
出。虎回の一部を検出。
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